
令和２年４月 13 日 R3 

補足説明資料 6－2（２８条） 

６．臨界事故への対処 
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臨界事故の拡大防止対策の検討
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補 6-2-1 

中性子吸収材の供給優位性 

 

1. 概要 

  臨界事故の未臨界を確保するための対策は，確実性及び信頼性が高く，

波及的影響を伴わない重大事故時可溶性中性子吸収材供給系（溶解槽にお

ける臨界事故の場合は，代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽）を用いて自

動的に可溶性中性子吸収材を供給（以下，「中性子吸収材の供給」とい

う。）することで，未臨界に移行させるとともに未臨界を維持することと

している。 

  ここでは，対策の信頼性を確保する観点から，中性子吸収材の供給以外

の対策についても考慮した上で，中性子吸収材を供給する対策を選択して

いることを説明する。 

 

2. 中性子吸収材の供給優位性 

  可溶性中性子吸収材を貯槽内に供給した場合，貯槽内溶液の状態（温度，

液位，密度等）が変化した場合でも，貯槽内の中性子吸収材の量は変わら

ないため，確実に未臨界を維持できる。また，重大事故時可溶性中性子吸

収材供給系及び代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽は，臨界事故発生時に

想定される温度，圧力及び放射線の環境条件下においても必要な機能を発

揮できるため，以下に示す対策と比較して信頼性が高いと評価した。 

 

3. 中性子吸収材の供給以外の対策の検討 

 (１) 検討内容 

   中性子吸収材の供給以外の対策について，施設の特徴，対策の実施に

よる波及的影響を考慮し，対策の実施可否を検討した。 
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補 6-2-2 

   検討内容について以下に示す。 

 ａ．核燃料物質の排出・移送 

   溶液を全濃度安全形状寸法管理機器又は中性子吸収材をあらかじめ供

給した貯槽へ移送することにより未臨界に移行する。ただし，溶液の

液温度及び移送方式によっては，対策が実施できない場合がある。 

 ｂ．核燃料物質の希釈 

   溶液に多量の硝酸等を供給することにより希釈し，未臨界濃度以下に

することにより未臨界に移行する。ただし，通常の移送経路を用いる

ため，上流の貯槽内に核燃料物質を含む溶液が貯留されている場合は

排出作業が必要となり，未臨界に移行できるまでの時間が長くなる。 

 ｃ．移送機器を用いた中性子吸収材又は硝酸の機器への移送 

   中性子吸収効果を持つ溶液を臨界事故が発生した機器に移送すること

により未臨界に移行する。ただし，中性子吸収材を貯留する機器は限

られるため，適用できない機器もある。溶解槽での酸濃度の低下が原

因の場合に限っては，硝酸の供給が有効な場合がある。 

 

  また，溶解槽にあっては設備の構成上の特長により，追加的に以下の対

策によっても未臨界に移行できる可能性がある。 

 ｄ．可溶性中性子吸収材緊急供給系の回復 

   検出器の故障による不動作の場合は，可溶性中性子吸収材緊急供給系

の弁を手動で開とすることで，可溶性中性子吸収材を供給する。なお，

供給弁の故障による不動作の場合は，現場にて当該弁の開操作を行う

ことも考えられるが，供給弁が溶解槽セルに隣接する室に設置されて

おり，臨界事故時には空間線量率が高くなり近接が困難のため，有効

性は低い。 
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補 6-2-3 

ｅ．硝酸供給槽からの中性子吸収材又は硝酸の供給 

上流の硝酸ガドリニウム調整槽から硝酸調整槽及び硝酸供給槽を経由

して溶解槽へ中性子吸収材を供給する。ただし，途中の硝酸調整槽等

に硝酸が貯留されている場合は，内包する溶液を排出する必要がある

ため、時間を要する。なお，臨界事故の原因が，溶解槽内の酸濃度の

異常な低下による場合は，硝酸供給槽から硝酸を供給することで，燃

料せん断片の溶解を促し，未臨界へ移行できる可能性があるため，限

定的に有効である。 

ｆ．溶解槽ホイールの回転 

主に核分裂に寄与するのが燃料せん断片中の核燃料物質であるため，

溶解槽ホイールを回転させ，燃料せん断片を溶液から出し，中性子の

減速効果を低下させることで未臨界へ移行させる。ただし，溶解槽ホ

イールを回転させて燃料せん断片の入ったバケットを気中へ移行でき

るのは１バケット分のみであり，複数のバケットに燃料せん断片を投

入している場合は，未臨界に移行できない可能性があるため，限定的

に有効である。 

(２) 検討結果

前記のとおり，中性子吸収材の供給以外の対策によっても，未臨界に

移行できる可能性があるが，迅速かつ確実に未臨界に移行できる対策

としては，可溶性中性子吸収材の供給が最も優れていると判断した。 
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令和２年12月３日 R1 

補足説明資料 6－3（２８条） 

６．臨界事故への対処 
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臨界計算根拠 
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補 6-3-1 

1. はじめに

本資料は，臨界事故の拡大防止対策として実施する可溶性中性子吸収材の

供給により，臨界事故が発生した機器を未臨界に移行し，及び未臨界を維持

できることを示すために実施する臨界計算について，評価条件，評価モデル

及び評価結果等を示すものである。 

2. 臨界計算の概要

臨界計算においては，臨界事故の起因事象，事故において想定される施設

の安全機能の状態及び運転状態等の前提条件を基に，臨界事故が発生した機

器に可溶性中性子吸収材である硝酸ガドリニウム溶液を所定量供給した場合

における当該機器の解析条件を設定し，解析コードを用いて体系の実効増倍

率を算出する。 

臨界計算の対象となる機器及び主要な評価条件を第１表に示すとともに，

個別の評価条件及び評価結果を別紙－１～別紙－５に示す。 
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補 6-3-3 

別紙－１ 

溶解槽の臨界計算 

 

1. 評価方法 

臨界事故の起因事象，事故において想定される施設の安全機能の状態及び

運転状態等の前提条件を基に，溶解槽に硝酸ガドリニウム溶液を所定量供給

した場合における当該機器の解析条件を設定し，解析コードを用いて体系の

実効増倍率を算出する。実効増倍率の算出方法としては，非均質燃料部の非

均質燃料棒格子を燃料棒半径及び減速比（燃料棒と溶解液の体積比）をパラ

メータとして核的に等価な媒質に均質化し，この均質化された群定数を用い

て，実効増倍率を算出する。算出した実効増倍率が後述の判断基準を満足す

ることを確認する。 

 

2. 解析コード 

実効増倍率の算出は，ＪＡＣＳコードシステムを用いて行う。具体的には，

ＭＧＣＬライブラリを用いてＭＡＩＬにより巨視的断面積を作成し，ＡＮＩ

ＳＮ－ＪＲによる均質化定数作成を経て，最終的にモンテカルロコードＫＥ

ＮＯ－Ⅳにより本体系の実効増倍率を算出する。 

 

3. 判断基準 

体系の平均実効増倍率に標準偏差の 3 倍を加えた値（keff＋3σ）が 0.95

以下となることを判断基準とする。 
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補 6-3-4 

4. 解析条件 

溶解槽は実形状を考慮してモデル化し，燃料棒半径及び減速比を変化させ

ることで最適減速条件をサーベイし，核的に最も厳しい条件を特定する。 

特定された条件において，中性子吸収材である硝酸ガドリニウム溶液が供

給された状態を考慮し，溶解槽が未臨界を維持できるガドリニウム濃度を確

認する。 

 具体的には以下のとおりとする。 

 

4.1 計算モデル 

溶解槽の臨界事故の起因は，燃料せん断片の溶解条件が何らかの要因によ

り悪化し，溶解不良が発生したものの，溶解不良を検知できず，せん断・溶

解運転を継続することで，未溶解の燃料が核的制限値を超えて溶解槽内に生

じることによるものであるため，臨界事故時には溶解槽内に溶解液及び燃料

せん断片が存在している状態となる。 

溶解槽の計算モデルにおいては，既認可の設工認（溶解施設の臨界防止に

関する計算書）において臨界安全設計として臨界計算を実施した際に用いた

溶解槽のモデルと同様のものを使用する。 

燃料被覆管は無視した上でペレット及び水を均質化した燃料領域を，溶解

槽中の燃料が存在しうるバケット部に満たす。均質化領域作成モデルを図１

に，計算モデルを図２に示す。 
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補 6-3-5 

4.2 その他の解析条件 

(1) 受け入れ燃料仕様中最も厳しい燃料組成を保守的に包絡する初期濃縮度

5wt%の未照射燃料の組成として，235U＝5wt%，238U＝95wt%を用いる。ペレ

ット密度は 95%理論密度とする。

なお，せん断処理施設で取り扱う使用済み燃料の燃料集合体平均濃縮度

は 3.5wt%以下であるため，実際の燃料仕様を考慮すると，上記設定は安

全側の設定となる。

(2) 溶解液のウラン濃度は，溶解槽の通常時の濃度変動を考慮して 400gU/L

として，燃料装荷量を変化させ，実効増倍率が最も大きくなる装荷量を

求める。その後，溶解液のウラン濃度をパラメータとして変化させる。

(3) バケット内でホイール中心寄りの核燃料物質は，酸化物燃料並びに硝酸

ウラニルからなる非均質燃料体系とし，その化学的形態は

UO2+UO2(NO3)2+H2O とする。 

(4) バケット底部及び槽内の核燃料物質である溶解液は，均質・均一の硝酸

ウラニル水溶液とし，その化学的形態は UO2(NO3)2+H2O とする。

(5) 溶液の遊離硝酸，核分裂生成物及びアクチニド（ウランを除く）並びに

ガドリニウム入り燃料のガドリニウムは考慮しない。

(6) 反射条件としては，実効増倍率に対して感度の最も高い槽に垂直な方向

に 2.5cm 水反射条件を設定する。バケット底部の半径方向には，バケッ

ト部の反射体として作用する十分な厚さの溶解液層を設定しているため，

その外側にさらに反射体を設定する必要は無く，真空領域とする。 

(7) 溶液中のガドリニウム濃度は，0.7gGd/L とする。

(8) 同一セルに設置される他の機器との中性子相互干渉としては，溶解槽と

第 1 よう素追出し槽，第 2 よう素追出し槽，中間ポット及びエンド ピ

ース酸洗浄槽があるが，既認可の設工認（溶解施設の臨界防止に関する
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補 6-3-6 

計算書）において，有意な中性子相互干渉がないことがわかっているた

め，臨界計算は溶解槽に着目した単一ユニットの評価を行なう。 
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補 6-3-7 

図１ 燃料棒格子均質化用１次元輸送計算モデル 
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補 6-3-8 

図２ 溶解槽の計算モデル 

については商業機密の観点から公開できません。
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補 6-3-9 

5. 臨界評価の結果

ガドリニウム濃度 0.7gGd/L に対して，溶解槽に装荷される燃料質量を変

化させた場合の評価結果を図 3 に，また，燃料質量を変化させた場合に最も

実効増倍率が大きくなる質量において，溶解液のウラン濃度を変化させた場

合の評価結果を図 4 に示す。これらの結果から，中性子吸収材として機器内

のガドリニウムを 0.7gGd/L とした場合，keff＋3σは 0.95 以下であり，溶

解槽は未臨界を維持できる。 

溶解槽の液量は 3000Ｌであるため，想定した条件において必要となる可

溶性中性子吸収材の供給量は 2100g・Gd となる。 
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補 6-3-10 

図３ 溶解槽の評価結果（0.7gGd/L のガドリニウム使用の場合） 

図４ 溶解槽の評価結果（0.7gGd/L のガドリニウム使用の場合） 

については商業機密の観点から公開できません。
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補 6-3-11 

別紙－２ 

エンド ピース酸洗浄槽の臨界計算

1. 評価方法

臨界事故の起因事象，事故において想定される施設の安全機能の状態及び

運転状態等の前提条件を基に，エンド ピース酸洗浄槽に硝酸ガドリニウム

溶液を所定量供給した場合における当該機器の解析条件を設定し，解析コー

ドを用いて体系の実効増倍率を算出する。実効増倍率の算出方法としては，

非均質燃料部の非均質燃料棒格子をペレット半径及び減速比（ペレットと水

の体積比）をパラメータとして核的に等価な媒質に均質化し，この均質化さ

れた群定数を用いて，実効増倍率を算出する。算出した実効増倍率が後述の

判断基準を満足することを確認する。 

2. 解析コード

実効増倍率の算出は，ＪＡＣＳコードシステムを用いて行う。具体的には，

ＭＧＣＬライブラリを用いてＭＡＩＬにより巨視的断面積を作成し，ＡＮＩ

ＳＮ－ＪＲによる均質化定数作成を経て，最終的にモンテカルロコードＫＥ

ＮＯ－Ⅳにより本体系の実効増倍率を算出する。 

3. 判断基準

体系の平均実効増倍率に標準偏差の 3 倍を加えた値（keff＋3σ）が 0.95

以下となることを判断基準とする。 
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補 6-3-12 

4. 解析条件

エンド ピース酸洗浄槽は球形状でモデル化し，ペレット半径及びペレッ

ト間距離を変化させることで最適減速条件をサーベイし，核的に最も厳しい

条件を特定する。 

特定された条件において，中性子吸収材である硝酸ガドリニウム溶液が供

給された状態を考慮し，エンド ピース酸洗浄槽が未臨界を維持できるガド

リニウム濃度を確認する。

具体的には以下のとおりとする。

4.1 計算モデル 

エンド ピース酸洗浄槽の臨界事故の起因は，せん断処理設備のせん断機

から多量のせん断片が移行することにより発生するため，臨界事故時にはエ

ンド ピース酸洗浄槽内に燃料が堆積している状態となる。

エンド ピース酸洗浄槽の計算モデルにおいては，核的に最も厳しくなる

よう球形状でモデル化する。 

燃料被覆管は無視した上でペレット及び水を均質化した燃料領域を，エン

ド ピース酸洗浄槽をモデル化した球に満たす。均質化領域作成モデルを図

1 に，計算モデルを図２に示す。 

4.2 その他の解析条件 

(1) 受け入れ燃料仕様中最も厳しい燃料組成を保守的に包絡する初期濃縮度

5wt%の未照射燃料の組成として，235U＝5wt%，238U＝95wt%を用いる。ペレ

ット密度は 97%理論密度とする。
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補 6-3-13 

なお，せん断処理施設で取り扱う使用済み燃料の燃料集合体平均濃縮度

は 3.5wt%以下であるため，実際の燃料仕様を考慮すると，上記設定は安

全側の設定となる。 

(2) 溶液中のウラン濃度は，硝酸ウラニル中の硝酸による中性子吸収効果を

考慮しないことによって厳しい結果を与えるようゼロとする。

(3) エンド ピース酸洗浄槽内の核燃料物質は，酸化物燃料及び水からなる

均質体系とし，その化学的形態は UO2+H2O とする。

(4) エンド ピース酸洗浄槽に移行する燃料の量は，再処理施設で取り扱う

燃料集合体のうち，最も質量が大きくなる燃料集合体１体全量が移行す

るものとし，550kg・UO2とする。

(5) 溶液の遊離硝酸は考慮しない。

(6) 中性子吸収材としての効果を持つ槽本体等の構造物は考慮しない。

(7) 反射条件としては，外周 300mm 水反射体とする。

(8) 溶液中のガドリニウム濃度は，0.0，1.0，2.0gGd/L とする。

(9) 同一セルに設置される他の機器との中性子相互干渉については，既認可

の設工認（溶解施設の臨界防止に関する計算書）において，他の機器と

有意な中性子相互干渉がないことがわかっているため，臨界計算はエン

ド ピース酸洗浄槽に着目した単一ユニットの評価を行なう。
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補 6-3-15 

5. 臨界評価の結果

ガドリニウム濃度 0.0，1.0，2.0gGd/L に対してそれぞれペレット半径及

び減速比をパラメータとした場合の評価結果を図 3 から図 5 に示す。これら

の結果から，中性子吸収材として機器内のガドリニウムを 2.0gGd/L とした

場合， keff＋3σは 0.95 以下であり，エンド ピース酸洗浄槽は未臨界を維

持できる。 

エンド ピース酸洗浄槽の液量は 2100Ｌであるため，想定した条件におい

て必要となる可溶性中性子吸収材の供給量は 4200g・Gd となる。 
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補 6-3-16 

図３ エンド ピース酸洗浄槽評価結果（ガドリニウム濃度 0.0gGd/L） 

図４ エンド ピース酸洗浄槽評価結果（ガドリニウム濃度 1.0gGd/L） 

については商業機密の観点から公開できません。
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図５ エンド ピース酸洗浄槽評価結果（ガドリニウム濃度 2.0gGd/L） 

については商業機密の観点から公開できません。
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別紙－３ 

ハル洗浄槽の臨界計算

1. 評価方法

臨界事故の起因事象，事故において想定される施設の安全機能の状態及び

運転状態等の前提条件を基に，ハル洗浄槽に硝酸ガドリニウム溶液を所定量

供給した場合における当該機器の解析条件を設定し，解析コードを用いて体

系の実効増倍率を算出する。実効増倍率の算出方法としては，非均質燃料部

の非均質燃料棒格子をペレット半径及び減速比（ペレットと水の体積比）を

パラメータとして核的に等価な媒質に均質化し，この均質化された群定数を

用いて，実効増倍率を算出する。算出した実効増倍率が後述の判断基準を満

足することを確認する。 

2. 解析コード

実効増倍率の算出は，ＪＡＣＳコードシステムを用いて行う。具体的には，

ＭＧＣＬライブラリを用いてＭＡＩＬにより巨視的断面積を作成し，ＡＮＩ

ＳＮ－ＪＲによる均質化定数作成を経て，最終的にモンテカルロコードＫＥ

ＮＯ－Ⅳにより本体系の実効増倍率を算出する。 

3. 判断基準

体系の平均実効増倍率に標準偏差の 3 倍を加えた値（keff＋3σ）が 0.95

以下となることを判断基準とする。 
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4. 解析条件 

ハル洗浄槽は実形状に合わせ，円筒形状でモデル化し，ペレット半径及び

ペレット間距離を変化させることで最適減速条件をサーベイし，核的に最も

厳しい条件を特定する。 

特定された条件において，中性子吸収材である硝酸ガドリニウム溶液が供

給された状態を考慮し，ハル洗浄槽が未臨界を維持できるガドリニウム濃度

を確認する。 

 具体的には以下のとおりとする。 

 

4.1 計算モデル 

ハル洗浄槽の臨界事故の起因は，溶解設備の溶解槽において燃料せん断片

の溶解不良が発生したことを検知できず，多量のせん断片が移行することに

より発生するため，臨界事故時にはハル洗浄槽内に燃料が堆積している状態

となる。 

ハル洗浄槽の計算モデルにおいては，ハル洗浄槽の実形状（円筒形）を考

慮し，円筒形状でモデル化する。 

燃料被覆管は無視した上でペレット及び水を均質化した燃料領域を，ハル

洗浄槽をモデル化した円筒形に満たす。均質化領域作成モデルを図 1 に，計

算モデルを図２に示す。 

 

4.2 その他の解析条件 

(1) 受け入れ燃料仕様中最も厳しい燃料組成を保守的に包絡する初期濃縮度

5wt%の未照射燃料の組成として，235U＝5wt%，238U＝95wt%を用いる。ペレ

ット密度は 95%理論密度とする。 
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なお，せん断処理施設で取り扱う使用済み燃料の燃料集合体平均濃縮度

は 3.5wt%以下であるため，実際の燃料仕様を考慮すると，上記設定は安

全側の設定となる。 

(2) ハル洗浄槽内の核燃料物質は，酸化物燃料及び水からなる均質体系とし，

その化学的形態は UO2+H2O とする。

(3) ハル洗浄槽に移行する燃料の量は制限せずに，最適減速条件を決定する。

(4) 溶液の遊離硝酸は考慮しない。

(5) 中性子吸収材としての効果を持つ槽本体等の構造物は考慮しない。

(6) 反射条件としては，外周 300mm 水反射体とする。

(7) 溶液中のガドリニウム濃度は，15gGd/L とする。

(8) 同一セルに設置される中性子の相互干渉の考慮が必要な他の機器は存在

しないため，臨界計算はハル洗浄槽に着目した単一ユニットの評価を行

なう。

2535







補 6-3-23 

5. 臨界評価の結果

ガドリニウム濃度 15gGd/L に対してペレット半径及び減速比をパラメータ

とした場合の評価結果を図３に示す。これらの結果から，中性子吸収材とし

て機器内のガドリニウムを 15gGd/L とした場合，keff＋3σは 0.95 以下であ

り，ハル洗浄槽は未臨界を維持できる。 

ハル洗浄槽の液量は 200Ｌであるため，想定した条件において必要となる

可溶性中性子吸収材の供給量は 3000g・Gd となる。 

図３ ハル洗浄槽評価結果（ガドリニウム濃度 15gGd/L） 

については商業機密の観点から公開できません。
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別紙－４ 

第５一時貯留処理槽の臨界計算 

 

1. 評価方法 

臨界事故の起因事象，事故において想定される施設の安全機能の状態及び

運転状態等の前提条件を基に，第 5 一時貯留処理槽に硝酸ガドリニウム溶液

を所定量供給した場合における当該機器の解析条件を設定し，解析コードを

用いて体系の実効増倍率を算出する。算出した実効増倍率が後述の判断基準

を満足することを確認する。 

 

2. 解析コード 

実効増倍率の算出は，ＪＡＣＳコードシステムを用いて行う。具体的には，

ＭＧＣＬライブラリを用いてＭＡＩＬにより巨視的断面積を作成し，モンテ

カルロコードＫＥＮＯ－Ⅳにより本体系の実効増倍率を算出する。 

 

3. 判断基準 

体系の平均実効増倍率に標準偏差の 3 倍を加えた値（keff＋3σ）が 0.95

以下となることを判断基準とする。 
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4. 解析条件

第５一時貯留処理槽に臨界計算は以下の条件により実施する。 

4.1 計算モデル 

第５一時貯留処理槽の臨界事故の起因は，運転員等による核燃料物質の誤

移送である。 

第５一時貯留処理槽の計算モデルにおいては，第５一時貯留処理槽の実形

状（円筒形）を考慮し，円筒形状でモデル化する。モデル図を図１に示す。 

モデル化における直径，高さ（上部管台を除く）及び胴板厚みは公称寸法

を用いる。また，液位，液量と Pu 濃度の関係を図 1 中に示す。 

4.2 その他の解析条件 

(1) プルトニウム同位体組成は以下の通りとする。

239Ｐｕ ： 71wt% 

240Ｐｕ ： 17wt% 

241Ｐｕ ： 12wt% 

(2) 核燃料物質は，均質・均一の硝酸プルトニウム水溶液とし，その化学形

態はＰｕ（ＮＯ3）3とする。

(3) 遊離硝酸，核分裂生成物及びアクチニド（プルトニウムは除く）は考慮

しない。

(4) 臨界安全解析における第 5 一時貯留処理槽への液移送元は，精製施設プ

ルトニウム精製設備の放射性配管分岐第 1 セル漏えい液受皿 1 又は放射

性配管分岐第 1 セル漏えい液受皿 2 とする。そのため，第 5 一時貯留処

理槽に移送される液のプルトニウム濃度は，精製施設プルトニウム精製

設備のプルトニウム濃縮前の工程における通常運転時の変動を考慮した

最大プルトニウム濃度である gPu/L とし，液容量は放射性配管分岐第

については商業機密の観点から公開できません。
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1 セル漏えい液受皿 1 又は放射性配管分岐第 1 セル漏えい液受皿 2 の漏

えい検知装置が作動する液量に，漏えい発生検知後の液移送停止までの

漏えい量を加算した液量として 200L とする。 

(5) 反射条件としては，第 5 一時貯留処理槽の外側に厚さ 2.5cm の水反射体

を設けるとともに，セルのコンクリート壁による反射を考慮する。第 5

一時貯留処理槽とコンクリート間の距離は公称寸法を基に，保守的とな

るよう設定する。

(6) 溶液中のガドリニウム量は 150gGd とする。

(7) 第 5 一時貯留処理槽内のプルトニウム量 kgPu（＝ gPu/L×200L）及

びガドリニウム量 150gGd を固定する。ただし，臨界事故の発生条件及

び進展の不確実性を考慮し，状態の変化を包絡できるように，プルトニ

ウム濃度が変動した場合でも未臨界を維持できることを確認する。

(8) 同一セルに設置される他の機器との中性子相互干渉については，他の機

器において同時に臨界事故が発生しないこと及び第 5 一時貯留処理槽に

十分な量の中性子吸収材を供給することにより中性子相互干渉は無視し

うるものと考えられるため，臨界計算は第 5 一時貯留処理槽に着目した

単一ユニットの評価を行なう。

については商業機密の観点から公開できません。
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図１ 第５一時貯留処理槽の計算モデル 

については商業機密の観点から公開できません。

2542



補 6-3-28 

5. 臨界評価の結果

第５一時貯留処理槽に 150gGd のガドリニウムを供給した場合の評価結果

を図２に示す。これらの結果から，中性子吸収材として機器内のガドリニウ

ムを 150gGd とした場合，keff＋3σは 0.95 以下であり，第５一時貯留処理

槽は未臨界を維持できる。 

図２ 第５一時貯留処理槽の評価結果 

については商業機密の観点から公開できません。
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別紙－５ 

第７一時貯留処理槽の臨界計算 

 

1. 評価方法 

臨界事故の起因事象，事故において想定される施設の安全機能の状態及び

運転状態等の前提条件を基に，第７一時貯留処理槽に硝酸ガドリニウム溶液

を所定量供給した場合における当該機器の解析条件を設定し，解析コードを

用いて体系の実効増倍率を算出する。算出した実効増倍率が後述の判断基準

を満足することを確認する。 

 

2. 解析コード 

実効増倍率の算出は，ＪＡＣＳコードシステムを用いて行う。具体的には，

ＭＧＣＬライブラリを用いてＭＡＩＬにより巨視的断面積を作成し，モンテ

カルロコードＫＥＮＯ－Ⅳにより本体系の実効増倍率を算出する。 

 

3. 判断基準 

体系の平均実効増倍率に標準偏差の 3 倍を加えた値（keff＋3σ）が 0.95

以下となることを判断基準とする。 
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4. 解析条件

第７一時貯留処理槽の臨界計算は以下の条件により実施する。 

4.1 計算モデル 

第７一時貯留処理槽の臨界事故の起因は，運転員等による核燃料物質の誤

移送である。 

第７一時貯留処理槽の計算モデルにおいては，第７一時貯留処理槽の実形

状（円筒形）を考慮し，円筒形状でモデル化する。モデル図を図１に示す。 

モデル化における直径，高さ（上部管台を除く）及び胴板厚みは公称寸法

を用いる。また，液位，液量と Pu 濃度の関係を図 1 中に示す。 

4.2 その他の解析条件 

(1) プルトニウム同位体組成は以下の通りとする。

239Ｐｕ ： 71wt% 

240Ｐｕ ： 17wt% 

241Ｐｕ ： 12wt% 

(2) 核燃料物質は，均質・均一の硝酸プルトニウム水溶液とし，その化学形

態はＰｕ（ＮＯ3）3とする。

(3) 遊離硝酸，核分裂生成物及びアクチニド（プルトニウムは除く）は考慮

しない。

(4) 臨界安全解析における第７一時貯留処理槽への液移送元は，プルトニウ

ム量が最大となる精製建屋一時貯留処理設備の第 3 一時貯留処理槽とす

る。そのため，第７一時貯留処理槽に移送される液のプルトニウム濃度

は，精製施設プルトニウム精製設備のプルトニウム濃縮前の工程におけ

る通常運転時の変動を考慮した最大プルトニウム濃度である gPu/L と

し，液容量は第 3 一時貯留処理槽の容量である 3000Ｌとする。 

については商業機密の観点から公開できません。
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(5) 反射条件としては，第７一時貯留処理槽の外側に厚さ 2.5cm の水反射体

を設けるとともに，セルのコンクリート壁による反射を考慮する。第７

一時貯留処理槽とコンクリート間の距離は公称寸法を基に，保守的とな

るよう設定する。

(6) 溶液中のガドリニウム量は 2400gGd とする。

(7) 第７一時貯留処理槽内のプルトニウム量 kgPu（＝ gPu/L×3000L）及

びガドリニウム量 2400gGd を固定する。ただし，臨界事故の発生条件及

び進展の不確実性を考慮し，状態の変化を包絡できるように，プルトニ

ウム濃度が変動した場合でも未臨界を維持できることを確認する。

(8) 同一セルに設置される中性子の相互干渉の考慮が必要な他の機器は存在

しないため，臨界計算は第 7 一時貯留処理槽に着目した単一ユニットの

評価を行なう。

については商業機密の観点から公開できません。
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図１ 第 7 一時貯留処理槽の計算モデル 

については商業機密の観点から公開できません。
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5. 臨界評価の結果

第７一時貯留処理槽に 2400gGd のガドリニウムを供給した場合の評価結果

を図２に示す。これらの結果から，中性子吸収材として機器内のガドリニウ

ムを 2400gGd とした場合，keff＋3σは 0.95 以下であり，第７一時貯留処理

槽は未臨界を維持できる。 

図２ 第７一時貯留処理槽の評価結果 

については商業機密の観点から公開できません。
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6. 臨界計算における評価の余裕について 

 1.～5.に示すように，第 7 一時貯留処理槽においては，評価条件を，想定

しうる最も厳しい条件としており，臨界事故の起因及び臨界事故による状態

の変化が生じた場合でも未臨界に移行することが可能であることが示された。 

 本項では，想定しうる事故条件のうち，現実的な事故条件を想定して評価

条件を設定することにより，臨界事故後に供給するとしている可溶性中性子

吸収材の供給量が十分な余裕を有しているとともに，有効性評価で前提とし

ている臨界継続時間（10 分）の短縮の可能性について考察する。 

 さらに，評価上は未臨界に必要となる可溶性中性子吸収材の供給に 10 分

を要するとしているが，現実的な条件を考慮した場合に 10 分で供給可能と

なる中性子吸収材量を示す。 

 考察は主に誤移送を想定する溶液の Pu 濃度と，第 7 一時貯留処理槽に臨

界事故前に存在している未臨界濃度未満の溶液の量に着目する。 

 

6.1 高濃度 Pu 溶液による臨界事故の発生想定 

 臨界事故の対策では，臨界事故の発生を臨界検知用放射線検出器で検知し

た後，約 1 分で緊急停止系を操作することにより溶液の移送を停止すること

としている。したがって，4.2 で設定したように，誤移送元の貯槽の全量が

移送されるより前に移送は停止し，第 7 一時貯留処理槽内の Pu 量は 4.2 で

設定した量よりも小さくなる。 

この影響を評価するため，誤移送を想定する溶液の Pu 濃度については

4.2 で設定した濃度と同様とするものの，Pu 質量については臨界事故の発生

が想定される条件（実効増倍率が 1 を超過する際の Pu 質量）から決定し，

同体系に可溶性中性子吸収材を供給した場合に，未臨界に移行するために必

要な可溶性中性子吸収材量を求める。 
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本評価は補足的に実施するものであることから，入力の容易性等を考慮し

て，ＪＡＣＳコード システムと同様に，多数のベンチマーク計算により，

信頼性が確保された計算コードである，ＳＣＡＬＥコード システムを用い

る。 

モデル図及びその他の臨界評価条件については 4.と同様とする。 

上記前提条件において，臨界事故が発生しうる液量かつ工程停止までの間

に移送される液量を考慮した第 7 一時貯留処理槽内の溶液量は約 300L とな

り，また，第 7 一時貯留処理槽を未臨界に移行するために必要な中性子吸収

材量は 1L 未満であった。 

 

6.2 低濃度 Pu 溶液による臨界事故の発生想定 

 第 7 一時貯留処理槽の臨界事故は，他の機器から高濃度の Pu 溶液を誤移

送することにより発生するものであるが，第 7 一時貯留処理槽に臨界事故前

に未臨界濃度未満の溶液が存在していることを考慮した場合，第 7 一時貯留

処理槽内で誤移送された Pu 溶液が希釈され，4.で示した液量よりも多い液

量で臨界事故に至っている可能性がある。 

 この影響を評価するため，第 7 一時貯留処理槽が満液となった状態におい

て，溶液の Pu 濃度をパラメータとして臨界計算を行い，臨界事故が発生し

うる Pu 濃度を特定するとともに，同体系に可溶性中性子吸収材を供給した

場合に，未臨界に移行するために必要な可溶性中性子吸収材量を求める。 

本評価は補足的に実施するものであることから，入力の容易性等を考慮し

て，ＪＡＣＳコード システムと同様に，多数のベンチマーク計算により，

信頼性が確保された計算コードである，ＳＣＡＬＥコード システムを用い

る。 

モデル図及びその他の臨界評価条件については 4.と同様とする。 
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上記前提条件において，臨界事故が発生しうる Pu 濃度は約 9.5gPu/L とな

り，また，第 7 一時貯留処理槽を未臨界に移行するために必要な中性子吸収

材量は約 4L であった。 

 

6.3 現実的な条件における可溶性中性子吸収材の供給量 

 臨界事故が発生したことを臨界検知用放射線検出器により検知した場合，

第 7 一時貯留処理槽に対し，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系を用いて

10 分以内に可溶性中性子吸収材を供給する。 

 供給完了時間については十分な余裕をもって設定しているため，実際の設

備構成を踏まえた場合，その時間は，５分程度と見積もられる。 

 そのため，想定している 10 分で第 7 一時貯留処理槽に供給できる可溶性

中性子吸収材量は，未臨界に移行するために必要な量の約２倍（4800gGd）

以上となり，未臨界に必要な中性子吸収材量を十分上回り，余裕を有する。 

 

6.4 まとめ 

 5.，6.1 及び 6.2 の結果より，有効性評価で必要とされた中性子吸収材量

約 16L に対し，現実的な条件を考慮した場合には供給量は約 4L 程度となる

と評価された。その場合には，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系からの

中性子吸収材の供給により未臨界に移行できる時間が，有効性評価で前提と

している臨界継続時間（10 分）よりも短縮できる場合があることが示され

た。 

 また，6.3 の結果より，実際に第 7 一時貯留処理槽に供給される可溶性中

性子吸収材量は，未臨界に必要な中性子吸収材量を十分上回り，余裕を有す

るため，確実に未臨界に移行できる。 
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本書では，臨界事故の有効性評価に用いたパラメータの設定において

参照した根拠等を示す。具体的には以下の項目について記載する。 

 

 

1. 臨界事故におけるセシウム－137 換算放出量の評価方法と評価に

用いたパラメータについて 

 

2. 臨界事故において外部に放出される可能性のある放射性希ガス及

び放射性よう素の大気中への放出割合の評価方法と評価に用いた

パラメータについて 

 

3. 臨界事故への対処において実施する放射線分解水素の掃気対策

で供給する空気流量の評価方法と評価に用いたパラメータにつ

いて 

 

4. 線量告示に定められた周辺監視区域外の空気中の濃度限度との比

較に係る評価方法と評価に用いたパラメータについて 

 

5. 廃ガス貯留槽内の放射性物質濃度の推移について 
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1.  臨界事故におけるセシウム－137 換算放出量の評価方法と評価に用

いたパラメータについて 

 

1.1 評価の前提 

本資料では，臨界事故時の大気中への放射性物質の放出量（セシウム

－137 換算）の評価方法を説明する。 

臨界事故における放射性物質の放出量は、可溶性中性子吸収材の自動

供給による未臨界への移行，及び廃ガス貯留設備による放射性物質の貯

留により低減されることから，上記対策の効果を考慮して放出量を計算

する。気体状の放射性希ガス及び放射性よう素の取り扱いについては，

これらの元素による長期的な被ばく影響が十分小さいことから，評価対

象外とする。 

1.2 セシウム－137 換算放出量の評価条件 

臨界事故の有効性評価における大気中への放射性物質の放出量は，臨

界事故が発生した機器が内包する放射性物質量（以下，本資料において

「ＭＡＲ」という。）に対して，臨界事故により影響を受ける割合（以

下，本資料において「ＤＲ」という。），核分裂の熱エネルギによる沸

騰等により放射性物質が機器の気相に移行する割合（以下，本資料にお

いて「ＡＲＦ」という。）及び大気中への放出経路における除染係数を

考慮して算出する。 

 

評価した大気中への放射性物質の放出量にセシウム－137への換算係

数を乗じて，大気中への放射性物質の放出量（セシウム－137 換算）を

算出する（１式）。 

 

大気中への放射性物質の放出量（Ｃｓ－137 換算） 

＝大気中への放射性物質の放出量［Ｂｑ］ 

×Ｃｓ－137 換算係数              （１式） 

 

 

大気中への放射性物質の放出量（セシウム－137 換算）の評価方法の

フローを第 1.2－１図に示す。 
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1.3 評価に用いる各種パラメータの設定 

(１) ＭＡＲ 

ａ．ＭＡＲの設定方針について 

放射性物質量は，１日当たり処理する使用済燃料の平均燃焼度

45,000ＭＷｄ／ｔ・ＵＰｒ，照射前燃料濃縮度 4.5ｗｔ％，比出力 38

ＭＷ／ｔ・ＵＰｒ，冷却期間 15 年を基に算出した放射性物質量に，使

用済燃料の燃料仕様の変動に係る補正係数を考慮して，平常運転時の

最大値又は臨界事故の発生が想定される条件下における放射性物質

量を設定する。 

使用済燃料の燃料仕様の変動に係る補正係数を第 1.3－１表に示す。

また，各機器で使用するインベントリの設定根拠を第 1.3－２表に示

す。 

 

なお，臨界が発生した場合，溶液中に新たに核分裂生成物が生成す

るが，臨界事故時の大気中への放射性物質の放出量（セシウム－137 換

算）評価におけるＭＡＲは，臨界事故の発生を仮定する機器が内包す

る溶液中の放射性物質が支配的であり，臨界により生成する核分裂生

成物のうち，セシウム－137 評価の対象としない放射性希ガス及び放

射性よう素を除く核分裂生成物による影響は無視できるため，ＭＡＲ

としては考慮しない。  

 

 

第1.3－１表 燃料仕様の変動に係る補正係数 

元素グループ 
燃料仕様の変動に係る

補正係数 

Ｒｕ／Ｒｈ 1.7 

その他ＦＰ※１ 1.1 

Ｐｕ 2.0 

Ａｍ，Ｃｍ 2.7 

 

※１：その他ＦＰとは，核分裂生成物のうち，Ｋｒ－85，Ｉ－129 及び 

Ｒｕ／Ｒｈを除いたものを示す。 
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第 1.3－２表 インベントリの設定根拠 

建屋 機器 
使用するインベン

トリ 
臨界の仮定 根拠 

前処理

建屋 

溶解槽Ａ/Ｂ 
溶解液（溶解槽

内） 

動的機器の

多重故障を

想定 

燃料せん断片の溶解不良による臨界事故を仮定するため，溶液の放

射性物質濃度は平常運転時よりも低下していることが予想される

が，安全側の評価として溶解槽の平常運転時に想定されるインベン

トリを用いる。 

エンドピース酸

洗浄槽Ａ/Ｂ 溶解液（溶解槽

内） 

動的機器の

多重故障を

想定 

せん断機又は溶解槽から未溶解のせん断片が移行することによる臨

界事故を仮定するため，溶液の放射性物質濃度は当該機器の平常運

転時の濃度よりも上昇している可能性があることから，溶解液のイ

ンベントリを使用して放出量を計算する。 ハル洗浄槽Ａ/Ｂ 

精製建

屋 

第５一時貯留処

理槽 

硝酸プルトニウム

溶液（24gPu/L） 

誤移送を想

定 

当該機器の移送元の機器（放射性配管分岐第 1 セル漏えい液受皿１

又は放射性配管分岐第 1 セル漏えい液受皿２）に内包される可能性

のある溶液のうち，想定される最も高いプルトニウム濃度の溶液と

して，プルトニウム濃縮缶により濃縮される前のプルトニウム溶液

（第２酸化塔の平常運転時の最大値 24gPu/L）を設定する。 

第７一時貯留処

理槽 

硝酸プルトニウム

溶液（24gPu/L） 

誤移送を想

定 

当該機器の移送元の機器（精製建屋 第３一時貯留処理槽）に内包

される可能性のある溶液のうち，想定される最も高いプルトニウム

濃度の溶液として，プルトニウム濃縮缶により濃縮される前のプル

トニウム溶液（第２酸化塔の平常運転値時の最大値 24gPu/L）を設

定する。 
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ｂ．臨界事故で発生する放射性よう素について 

臨界事故においては，核分裂に伴う核分裂生成物として放射性よう素

が生成され，放射性よう素は高性能粒子フィルタにより除去できない。 

しかしながら、放射性よう素の大部分が短半減期であり，臨界事故への

対処において実施する廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留により，

放出される放射能量を低減出来る。 

放射性よう素の放射能をガンマ線実効エネルギを 0.5MeV にて合算した

場合の減衰時間に対する減衰割合を第 1.3－１図に示す。 

 
第 1.3－１図 放射性よう素の時間による減衰 

 

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽に導入された放射性よう素は，貯留す

ることで，十分な減衰時間を確保する。 

また，廃ガス処理系統に残留した放射性よう素については，廃ガス処理

系統に設置されているよう素フィルタにより除去できる可能性があるが，

よう素フィルタは銀吸着型であり，吸着可能な容量を上回った場合には

除去できない可能性がある。 

廃ガス処理系統に設置されているよう素フィルタの仕様を第 1.3－３

表に示す。  
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第 1.3－３表 廃ガス処理系統に設置されているよう素フィルタの仕様 

廃ガス処理系統 よう素フィルタの仕

様 

設計上の除染係数 

せん断処理・溶解廃ガ

ス処理設備 

銀系吸着材 

2 段/1 系列 

3 系列（1 系列は予備） 

250 

精製建屋塔槽類廃ガ

ス処理系（プルトニウ

ム系） 

銀系吸着材 

1 段/1 系列 

1 系列 

10 

 

ただし，臨界事故により発生する放射性よう素は，主排気筒から放出さ

れた場合において，周辺監視区域境界で，線量告示（核原料物質又は核燃

料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める

告示）の周辺監視区域外の空気中の濃度限度（三月間平均）を下回る。 
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(２) ＤＲ 

臨界により機器から気相中に移行する放射性物質の割合（移行率）

は，設計基準事故のうち，溶解槽における臨界と同じ値とし，以下の

とおりとする。 

ルテニウム 溶液中の保有量及び臨界に伴う生成量の0.1％ 

その他   全核分裂数のエネルギによる蒸発量に相当する溶液体

積中の保有量の0.05％ 

 

上記より，臨界事故時の大気中への放射性物質の放出量（セシウム

－137 換算）評価におけるＤＲは，ルテニウムについては１とし，そ

の他の放射性物質については，放射性物質の気相中への移行率が，機

器内の溶液が核分裂で発生する熱エネルギにより蒸発することを前

提として設定されていることを踏まえ，機器が保有する溶液量に対す

る蒸発する溶液量の割合とする。 

蒸発する溶液は水とし，臨界事故発生時点で既に溶液が沸騰状態に

あるものとし，核分裂で発生する熱エネルギは，全て溶液の蒸発に使

用されるものとする。 

具体的な蒸発量の計算例は以下のとおりである。 

 

・１核分裂当たりの放出エネルギ：200×10６［ｅＶ］ 

・ｅＶからＪへの換算係数：1.60218×10－19[Ｊ／ｅＶ] 

・水の蒸発潜熱：2257［ｋＪ／ｋｇ］（100℃における潜熱を設定） 

 

これより， 

蒸発量［ｍ３］＝全核分裂数[fissons]×200×10６［ｅＶ／fission］

×1.60218×10－19[Ｊ／ｅＶ]／（2257［ｋＪ／ｋｇ］×1000［ｋＪ

／Ｊ］×1000［ｋｇ／ｍ３］） 

 

臨界事故時の全核分裂数は 1.6×1018[fissions]となることから，臨

界事故による溶液の蒸発量は 0.023［ｍ３］となる。 
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ここで，ＭＡＲとＤＲの積は以下の通りに書き直せる。 

・ルテニウム 

ＭＡＲ［Ｂｑ］×ＤＲ［－］ 

＝ ＭＡＲ［Ｂｑ］×１ 

＝ 放射性物質濃度［Ｂｑ/ｍ３]×機器内溶液量［ｍ３］ 

 

・その他の放射性物質 

ＭＡＲ［Ｂｑ］×ＤＲ［－］ 

＝ ＭＡＲ［Ｂｑ］×ＤＲ［蒸発量÷機器内溶液量］ 

＝ 放射性物質濃度［Ｂｑ／ｍ３]×蒸発量［ｍ３］ 

 

従って，放射性物質濃度［Ｂｑ／ｍ３]×（蒸発量［ｍ３］又は機器内

溶液量［ｍ３］）によりＭＡＲ×ＤＲを計算した。 

 

 (３) ＡＲＦ 

上記(２)の移行率の設定より，臨界事故時の大気中への放射性物質

の放出量（セシウム－137 換算）評価におけるＡＲＦは，ルテニウム

に対しては 1.0×10－３，その他に対しては 5.0×10－４と設定する。 

本設定の根拠については1.6に示す。 

 

(４)  大気中への放出経路における除染係数 

ａ．高性能粒子フィルタの除染係数の設定 

臨界事故時の大気中への放射性物質の放出量（セシウム－137換

算）評価における大気中への放出経路における除染係数は以下の

とおりとする。 

廃ガス貯留槽での滞留が完了した後に，廃ガス処理設備を起動

することで，機器内の気相中に残留している放射性物質は，せん

断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理系（プ

ルトニウム系）から主排気筒を経由して大気中に放出される。 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備及び精製建屋塔槽類廃ガス処

理系（プルトニウム系）の高性能粒子フィルタは２段で，１段当た

りの放射性エアロゾルの除染係数は10３以上であるが，蒸気雰囲気

が除染係数を低下させる傾向を有することを考慮して，高性能粒

子フィルタの放射性エアロゾルの除染係数は，蒸気による劣化を

考慮した高性能粒子フィルタの除染係数（１段あたり10２）とし，

２段として10４とする。 
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本設定の根拠については1.7に示す。 

 

ｂ．放出経路構造物による除染係数の設定 

臨界事故への対処において，廃ガス処理設備の配管の経路を通じ

て廃ガス貯留槽への貯留を行う場合，廃ガス処理設備の配管曲がり

部によるエアロゾルの慣性沈着効果を見込むことができる。 

この効果については，除染係数として数桁程度を見込めることが

予想されるが，慣性沈着効果による除染係数として（10）を設定する。 

臨界事故において発生するミストの濃度は100ｍｇ/ｍ３を超える

ことから１回の配管曲がり部における除染係数は10以上であること

が想定される。 

本設定の根拠については1.8に示す。 

 

ｃ．廃ガス貯留槽による低減割合の設定 

臨界事故において気相中に移行した放射性物質は，機器に供給さ

れる空気及び臨界事故に伴う溶液の沸騰で発生した水蒸気により廃

ガス貯留槽に導かれ，廃ガス貯留槽で貯留されるため，ＬＰＦにおい

てこの効果を見込む。 

この効果による低減割合の設定にあたっては，機器に供給される

空気と機器内の放射性物質が完全混合状態となると仮定した場合，

一定量の放射性物質が廃ガス貯留槽に貯留されずに機器内に残留す

る可能性があることを踏まえて設定する。 

具体的には，臨界事故発生時点において溶液が沸騰状態にあり，

臨界事故のエネルギにより水蒸気が発生し，当該水蒸気及び機器に

供給される圧空等によって機器外に放射性物質が移動した場合にお

いて，機器内に残留する放射性物質の割合を低減割合とする。 

本設定の根拠については1.9に示す。 

 

ｄ．ＬＰＦの設定 

ａ．～ｃ．より，大気中への放出経路における除染係数に係る値

として，以下の値（ＬＰＦ）を設定する。 

 

𝐿𝑃𝐹 =
1

DFHEPA

×
1

DF経路

× ηtank 

 

DFHEPA：高性能粒子フィルタの除染係数 
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DF経路：放出経路構造物による除染係数 

ηtank：廃ガス貯留槽による低減割合 

 

 

上記のＭＡＲ，ＤＲ，ＡＲＦ，及びＬＰＦより，大気中への放射性物質

の放出量は以下の（２式）で計算できる。 

 

大気中への放射性物質の放出量［Ｂｑ］ 

＝ ＭＡＲ×ＤＲ×ＡＲＦ×ＬＰＦ   （２式） 

 

1.4 環境へのセシウム－137 換算放出量 

 (１) セシウム－137 換算係数 

放射性物質のセシウム－137 への換算係数は，ＩＡＥＡ－ＴＥＣＤ

ＯＣ－1162 に示される，地表沈着した放射性物質からのガンマ線によ

る外部被ばく及び再浮遊した放射性物質の吸入摂取による内部被ば

くにかかる実効線量への換算係数についてセシウム－137 と着目核種

との比を用いる。ただし，プルトニウム，アメリシウム及びキュリウ

ムの核種については，化学形態による影響の違いを補正するために，

ＩＡＥＡ－ＴＥＣＤＯＣ－1162 に記載の吸入摂取換算係数をＩＣ

ＲＰ Ｐｕｂ．72 の吸入摂取換算係数で補正するために設定する

「吸入核種の化学形態に係る補正係数」を用いて，以下の計算式によ

り算出する。 

換算係数のセシウム－核種の放出量核種

換算放出量－セシウム

137  

137 

ii
i

   

  核種 i のセシウム－137換算係数は以下の方法で算定する。 

核種 i のセシウム－137換算係数 

係る補正係数吸入核種の化学形態に
換算係数ＣＦセシウム－

換算係数のＣＦ核種

４

４ 
の137

i
 

ここで，主要核種に係る換算例を第1.4－１表に，吸入核種の化学形

態に係る補正係数を第1.4－２表に示す。 

なお，放射性希ガスに対してはセシウム－137換算係数は設定され

ていない。 

 

2566



補 6-4-12 

第 1.4－１表 主要核種に係る換算例※１ 

主要核種 

ＴＥＣＤＯＣの 

ＣＦ４換算係数【Ａ】 

ＴＥＣＤＯＣ 

のＣＦ４換算係数 

（Ｃｓ－137 の値）

【Ｂ】 

吸入核種の化学形

態に係る補正係数 

【Ｃ】 

Ｃｓ－137 換算係数※２ 

【Ｄ】＝ 

【Ａ】／【Ｂ】×

【Ｃ】 

ｍＳｖ／ｋＢｑ／ｍ２ ｍＳｖ／ｋＢｑ／ｍ２ － － 

Ｓｒ－90 2.1×10-２ 1.3×10-１ 

1.0 

0.16 

Ｒｕ－106 4.8×10-３ 1.3×10-１ 0.037 

Ｃｓ－134 5.1×10-２ 1.3×10-１ 0.39 

Ｃｓ－137 1.3×10-１ 1.3×10-１ 1.0 

Ｃｅ－144 1.4×10-３ 1.3×10-１ 0.011 

Ｅｕ－154 1.3×10-１ 1.3×10-１ 1.0 

Ｐｕ－238 6.6 1.3×10-１ 0.41 21 

Ｐｕ－239 8.5 1.3×10-１ 0.42 27 

Ｐｕ－240 8.4 1.3×10-１ 0.42 27 

Ｐｕ－241 1.9×10-１ 1.3×10-１ 0.39 0.56 

Ａｍ－241 6.7 1.3×10-１ 0.45 23 

Ｃｍ－242 5.9×10-２ 1.3×10-１ 0.88 0.40 

Ｃｍ－244 2.8 1.3×10-１ 0.47 10 

※１：放射平衡核種の子孫核種の寄与は，親核種に含む。 

※２：地表沈着した放射性物質のガンマ線による外部被ばく及び再浮遊した放射性物質の吸入摂取による内部被

ばくに係る実効線量を用いてＣｓ－137 放出量に換算する係数。 

2567



補 6-4-13 

第 1.4－２表 吸入核種の化学形態に係る補正係数 

核種 

ＴＥＣＤＯＣの吸入 

摂取換算係数 

【ａ】 

ＩＣＲＰ Ｐｕｂ.72 

の吸入摂取 

換算係数（化学形態を考慮） 

【ｂ】 

吸入核種の化学形態 

に係る補正係数 

【ｃ】＝【ｂ】／

【ａ】 

Ｓｖ／Ｂｑ Ｓｖ／Ｂｑ － 

Ｐｕ－238 1.13×10-４※１ 4.6×10-５ 0.41 

Ｐｕ－239 1.20×10-４※１ 5.0×10-５ 0.42 

Ｐｕ－240 1.20×10-４※１ 5.0×10-５ 0.42 

Ｐｕ－241 2.33×10-６※１ 9.0×10-７ 0.39 

Ａｍ－241 9.33×10-５ 4.2×10-５ 0.45 

Ｃｍ－242 5.93×10-６ 5.2×10-６ 0.88 

Ｃｍ－244 5.73×10-５ 2.7×10-５ 0.47 

※１：化学形態としてキレートを想定。 
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1.5 評価結果 

臨界事故時の大気中への放射性物質の放出量（Ｃｓ－137換算）の計算過程

を第1.5－１表から第1.5－５表に，評価結果を第1.－６表に示す。 

第1.1－６表の結果から，放射性物質の放出量は事業指定基準規則第28条で

要求されているセシウム－137換算で100ＴＢｑを十分下回る。 

さらに核分裂出力，実効増倍率及び大気中への放射性物質の放出率の推移 

概念図を第1.5－１図に示す。 
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第 1.5－１表 溶解槽における臨界事故時の大気中への放射性物質の放出量（Ｃｓ－137 換算）の計算過程 

・その他核種 

 

・Ru／Rh グループ 

 

 

溶解槽
核種グループ [Bq/m3] [m3] [-] [-] [Bq] [－] [Bq]

放射能濃度 蒸発量 ＡＲＦ LPF 放出量 Ｃｓ換算係数 Cs137換算放出量
Zr／Ｎｂ 3.85E+10 2.30E-02 5.00E-04 1.50E-06 6.64E-01 2.41E-02 1.60E-02

Ｒｕ／Ｒｈ
Ｃｓ／Ｂａ 1.94E+15 2.30E-02 5.00E-04 1.50E-06 3.35E+04 5.13E-01 1.72E+04
Ｃｅ／Ｐｒ 4.32E+10 2.30E-02 5.00E-04 1.50E-06 7.46E-01 5.35E-03 3.99E-03
Ｓｒ／Ｙ 1.41E+15 2.30E-02 5.00E-04 1.50E-06 2.43E+04 8.08E-02 1.97E+03

その他ＦＰ 9.73E+13 2.30E-02 5.00E-04 1.50E-06 1.68E+03 4.87E-01 8.17E+02
Ｐｕ（α） 1.50E+15 2.30E-02 5.00E-04 1.50E-06 2.59E+04 1.76E+00 4.56E+04

Ａｍ／Ｃｍ（α） 1.22E+14 2.30E-02 5.00E-04 1.50E-06 2.10E+03 1.78E+01 3.73E+04
Ｕ（α） 0.00E+00 2.30E-02 5.00E-04 1.50E-06 0.00E+00 7.35E+00 0.00E+00

Ｎｐ（α） 2.42E+11 2.30E-02 5.00E-04 1.50E-06 4.17E+00 3.41E-01 1.42E+00

別途計算（ルテニウムの移行率の設定が異なるため）

溶解槽
[Bq/m3] [Bq] [m3] [-] [-] [Bq] [－] [Bq]

核種 放射能濃度 MAR 蒸発量 ＡＲＦ LPF 放出量 Ｃｓ換算係数 Cs137換算放出量
Rh-102 8.07E+08 2.30E-02 5.00E-04 1.50E-06 1.39E-02 0.00E+00 0.00E+00
Ru-103 7.88E-26 1.00E-03 1.50E-06 1.18E-34 1.15E-02 1.36E-36

Rh-103ｍ 0.00E+00 2.30E-02 5.00E-04 1.50E-06 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
Ru-106 9.90E+11 1.00E-03 1.50E-06 1.49E+03 3.69E-02 5.49E+01
Rh-106 3.30E+11 2.30E-02 5.00E-04 1.50E-06 5.69E+00 0.00E+00 0.00E+00
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第 1.5－２表 エンドピース酸洗浄槽における臨界事故時の大気中への放射性物質の放出量（Ｃｓ－137 換算）の計算過

程 

・その他核種 

 

・Ru／Rh グループ 

エンドピース酸洗浄槽
核種グループ [Bq/m3] [m3] [-] [-] [Bq] [－] [Bq]

放射能濃度 蒸発量 ＡＲＦ LPF 放出量 Ｃｓ換算係数 Cs137換算放出量
Zr／Ｎｂ 3.85E+10 2.30E-02 5.00E-04 5.00E-07 2.21E-01 2.41E-02 5.34E-03

Ｒｕ／Ｒｈ
Ｃｓ／Ｂａ 1.94E+15 2.30E-02 5.00E-04 5.00E-07 1.12E+04 5.13E-01 5.73E+03
Ｃｅ／Ｐｒ 4.32E+10 2.30E-02 5.00E-04 5.00E-07 2.49E-01 5.35E-03 1.33E-03
Ｓｒ／Ｙ 1.41E+15 2.30E-02 5.00E-04 5.00E-07 8.12E+03 8.08E-02 6.55E+02

その他ＦＰ 9.73E+13 2.30E-02 5.00E-04 5.00E-07 5.59E+02 4.87E-01 2.72E+02
Ｐｕ（α） 1.50E+15 2.30E-02 5.00E-04 5.00E-07 8.63E+03 1.76E+00 1.52E+04

Ａｍ／Ｃｍ（α） 1.22E+14 2.30E-02 5.00E-04 5.00E-07 6.99E+02 1.78E+01 1.24E+04
Ｕ（α） 0.00E+00 2.30E-02 5.00E-04 5.00E-07 0.00E+00 7.35E+00 0.00E+00

Ｎｐ（α） 2.42E+11 2.30E-02 5.00E-04 5.00E-07 1.39E+00 3.41E-01 4.74E-01

別途計算（ルテニウムの移行率の設定が異なるため）

エンドピース酸洗浄槽
[Bq/m3] [Bq] [m3] [-] [-] [Bq] [－] [Bq]

核種 放射能濃度 MAR 蒸発量 ＡＲＦ LPF 放出量 Ｃｓ換算係数 Cs137換算放出量
Rh-102 8.07E+08 2.30E-02 5.00E-04 5.00E-07 4.64E-03 0.00E+00 0.00E+00
Ru-103 5.52E-26 1.00E-03 5.00E-07 2.76E-35 1.15E-02 3.18E-37

Rh-103ｍ 0.00E+00 2.30E-02 5.00E-04 5.00E-07 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
Ru-106 6.93E+11 1.00E-03 5.00E-07 3.47E+02 3.69E-02 1.28E+01
Rh-106 3.30E+11 2.30E-02 5.00E-04 5.00E-07 1.90E+00 0.00E+00 0.00E+00
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第 1.5－３表 ハル洗浄槽における臨界事故時の大気中への放射性物質の放出量（Ｃｓ－137 換算）の計算過程 

・その他核種 

 

・Ru／Rh グループ 

 

 

ハル洗浄槽
核種グループ [Bq/m3] [m3] [-] [-] [Bq] [－] [Bq]

放射能濃度 蒸発量 ＡＲＦ LPF 放出量 Ｃｓ換算係数 Cs137換算放出量
Zr／Ｎｂ 3.85E+10 2.30E-02 5.00E-04 1.50E-06 6.64E-01 2.41E-02 1.60E-02

Ｒｕ／Ｒｈ
Ｃｓ／Ｂａ 1.94E+15 2.30E-02 5.00E-04 1.50E-06 3.35E+04 5.13E-01 1.72E+04
Ｃｅ／Ｐｒ 4.32E+10 2.30E-02 5.00E-04 1.50E-06 7.46E-01 5.35E-03 3.99E-03
Ｓｒ／Ｙ 1.41E+15 2.30E-02 5.00E-04 1.50E-06 2.43E+04 8.08E-02 1.97E+03

その他ＦＰ 9.73E+13 2.30E-02 5.00E-04 1.50E-06 1.68E+03 4.87E-01 8.17E+02
Ｐｕ（α） 1.50E+15 2.30E-02 5.00E-04 1.50E-06 2.59E+04 1.76E+00 4.56E+04

Ａｍ／Ｃｍ（α） 1.22E+14 2.30E-02 5.00E-04 1.50E-06 2.10E+03 1.78E+01 3.73E+04
Ｕ（α） 0.00E+00 2.30E-02 5.00E-04 1.50E-06 0.00E+00 7.35E+00 0.00E+00

Ｎｐ（α） 2.42E+11 2.30E-02 5.00E-04 1.50E-06 4.17E+00 3.41E-01 1.42E+00

別途計算（ルテニウムの移行率の設定が異なるため）

ハル洗浄槽
[Bq/m3] [Bq] [m3] [-] [-] [Bq] [－] [Bq]

核種 放射能濃度 MAR 蒸発量 ＡＲＦ LPF 放出量 Ｃｓ換算係数 Cs137換算放出量
Rh-102 8.07E+08 2.30E-02 5.00E-04 1.50E-06 1.39E-02 0.00E+00 0.00E+00
Ru-103 5.25E-27 1.00E-03 1.50E-06 7.88E-36 1.15E-02 9.09E-38

Rh-103ｍ 0.00E+00 2.30E-02 5.00E-04 1.50E-06 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
Ru-106 6.60E+10 1.00E-03 1.50E-06 9.90E+01 3.69E-02 3.66E+00
Rh-106 3.30E+11 2.30E-02 5.00E-04 1.50E-06 5.69E+00 0.00E+00 0.00E+00
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第 1.5－４表 精製建屋 第５一時貯留処理槽における臨界事故時の大気中への放射性物質の放出量（Ｃｓ－137 換算）

の計算過程 

・その他核種 

 

・Ru／Rh グループ 

第５一時貯留処理槽
核種グループ [Bq/m3] [m3] [-] [-] [Bq] [－] [Bq]

放射能濃度 蒸発量 ＡＲＦ LPF 放出量 Ｃｓ換算係数 Cs137換算放出量
Zr／Ｎｂ 0.00E+00 2.30E-02 5.00E-04 1.00E-06 0.00E+00 2.41E-02 0.00E+00

Ｒｕ／Ｒｈ
Ｃｓ／Ｂａ 0.00E+00 2.30E-02 5.00E-04 1.00E-06 0.00E+00 5.13E-01 0.00E+00
Ｃｅ／Ｐｒ 0.00E+00 2.30E-02 5.00E-04 1.00E-06 0.00E+00 5.35E-03 0.00E+00
Ｓｒ／Ｙ 0.00E+00 2.30E-02 5.00E-04 1.00E-06 0.00E+00 8.08E-02 0.00E+00

その他ＦＰ 6.49E+07 2.30E-02 5.00E-04 1.00E-06 7.46E-04 4.87E-01 3.63E-04
Ｐｕ（α） 1.49E+16 2.30E-02 5.00E-04 1.00E-06 1.72E+05 1.76E+00 3.02E+05

Ａｍ／Ｃｍ（α） 0.00E+00 2.30E-02 5.00E-04 1.00E-06 0.00E+00 1.78E+01 0.00E+00
Ｕ（α） 8.36E+06 2.30E-02 5.00E-04 1.00E-06 9.61E-05 7.35E+00 7.07E-04

Ｎｐ（α） 0.00E+00 2.30E-02 5.00E-04 1.00E-06 0.00E+00 3.41E-01 0.00E+00

別途計算（ルテニウムの移行率の設定が異なるため）

第５一時貯留処理槽
[Bq/m3] [Bq] [m3] [-] [-] [Bq] [－] [Bq]

核種 放射能濃度 MAR 蒸発量 ＡＲＦ LPF 放出量 Ｃｓ換算係数 Cs137換算放出量
Rh-102 4.24E+03 2.30E-02 5.00E-04 1.00E-06 4.88E-08 0.00E+00 0.00E+00
Ru-103 2.76E-32 1.00E-03 1.00E-06 2.76E-41 1.15E-02 3.19E-43

Rh-103ｍ 0.00E+00 2.30E-02 5.00E-04 1.00E-06 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
Ru-106 3.47E+05 1.00E-03 1.00E-06 3.47E-04 3.69E-02 1.28E-05
Rh-106 1.73E+06 2.30E-02 5.00E-04 1.00E-06 2.00E-05 0.00E+00 0.00E+00
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第 1.5－５表 精製建屋 第７一時貯留処理槽における臨界事故時の大気中への放射性物質の放出量（Ｃｓ－137 換算）

の計算過程 

・その他核種 

 

・Ru／Rh グループ 

 

第７一時貯留処理槽
核種グループ [Bq/m3] [m3] [-] [-] [Bq] [－] [Bq]

放射能濃度 蒸発量 ＡＲＦ LPF 放出量 Ｃｓ換算係数 Cs137換算放出量
Zr／Ｎｂ 0.00E+00 2.30E-02 5.00E-04 2.50E-06 0.00E+00 2.41E-02 0.00E+00

Ｒｕ／Ｒｈ
Ｃｓ／Ｂａ 0.00E+00 2.30E-02 5.00E-04 2.50E-06 0.00E+00 5.13E-01 0.00E+00
Ｃｅ／Ｐｒ 0.00E+00 2.30E-02 5.00E-04 2.50E-06 0.00E+00 5.35E-03 0.00E+00
Ｓｒ／Ｙ 0.00E+00 2.30E-02 5.00E-04 2.50E-06 0.00E+00 8.08E-02 0.00E+00

その他ＦＰ 6.49E+07 2.30E-02 5.00E-04 2.50E-06 1.87E-03 4.87E-01 9.08E-04
Ｐｕ（α） 1.49E+16 2.30E-02 5.00E-04 2.50E-06 4.30E+05 1.76E+00 7.56E+05

Ａｍ／Ｃｍ（α） 0.00E+00 2.30E-02 5.00E-04 2.50E-06 0.00E+00 1.78E+01 0.00E+00
Ｕ（α） 8.36E+06 2.30E-02 5.00E-04 2.50E-06 2.40E-04 7.35E+00 1.77E-03

Ｎｐ（α） 0.00E+00 2.30E-02 5.00E-04 2.50E-06 0.00E+00 3.41E-01 0.00E+00

別途計算（ルテニウムの移行率の設定が異なるため）

第７一時貯留処理槽
[Bq/m3] [Bq] [m3] [-] [-] [Bq] [－] [Bq]

核種 放射能濃度 MAR 蒸発量 ＡＲＦ LPF 放出量 Ｃｓ換算係数 Cs137換算放出量
Rh-102 4.24E+03 2.30E-02 5.00E-04 2.50E-06 1.22E-07 0.00E+00 0.00E+00
Ru-103 4.14E-31 1.00E-03 2.50E-06 1.04E-39 1.15E-02 1.19E-41

Rh-103ｍ 0.00E+00 2.30E-02 5.00E-04 2.50E-06 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
Ru-106 5.20E+06 1.00E-03 2.50E-06 1.30E-02 3.69E-02 4.80E-04
Rh-106 1.73E+06 2.30E-02 5.00E-04 2.50E-06 4.99E-05 0.00E+00 0.00E+00
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第1.5－６表 臨界事故における大気中への放射性物質の放出量 

（Ｃｓ－137換算） 

臨界事故の発生を仮定する機器 評価対象 放出量(ＴＢｑ) 

溶解槽 

Ｃｓ－137換算値 

１×10－７ 

エンドピース酸洗浄槽 ４×10－８ 

ハル洗浄槽 １×10－７ 

精製建屋 第５一時貯留処理槽 ３×10－７ 

精製建屋 第７一時貯留処理槽 ８×10－７ 
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第1.5－１図 核分裂出力，実効増倍率及び大気中への放射性物質の放出率の推移 概念図 
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1.6 DR 及び ARF の設定に係る文献の適用性について 

DR 及び ARF は，設計基準事故時の想定と同様に，事故の評価に係る文献

(NUREG-1320) 1)のうち，臨界事故に関する評価方法に記載されている移行率

より設定している（第 1.6－1 図）。 

 

第 1.6－1図 ウラン燃料再処理施設における移行率の記載部分（NUREG/-

13201) 抜粋） 
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NUREG-1320 における移行率の適用条件との臨界事故の発生を仮定する条

件との比較を第 1.6－1 表に示す。文献（NUREG-1320）にはウラン燃料の再

処理施設での臨界事故時の ARF が示されており，当社の再処理施設に適用で

きると判断した。 

 

第 1.6－1 表 NUREG-1320 の適用条件との臨界事故の発生を仮定する条件と

の比較 

項目 文献記載内容 
臨界事故の発生を仮定す

る条件 
考察 

適用施設 ウラン燃料の再
処理施設 

ウラン燃料の再処理施設 同一条件で
あり適用可
能である。 

溶液中に
存在する
核種 

希ガスを除くす
べての核分裂生
成物及び超ウラ
ン元素を含む 

使用済み燃料の燃焼条件
に応じて溶液中に含まれ
る放射性核種 

同一条件で
あり適用可
能である。 

放出が想
定される
核種 

放射性希ガス，
放射性よう素 
放射性 Ru，非揮
発性元素 

放射性 Ru 及び非揮発性元
素（希ガス・よう素につ
いては Cs-137 換算の対象
としていない） 

重大事故の
条件を包含
するため適
用可能であ
る。 

溶液量 100L 以上の領域
に適用 

想定する溶液量は最小の
機器においても 100L を上
回る 

適用範囲内
であり適用
可能であ
る。 

 

参考文献 

1) J.E.Ayer．et al．Nuclear Fuel Cycle Facility Accident Analysis 

Handbook．United States Nuclear Regulatory Commission，1988，

NUREG-1320．
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1.7 ミスト発生によるフィルタの劣化の根拠について 

ミスト発生によるフィルタの劣化の影響は文献 NUREG/CR-6410に基づき

設定している。 

NUREG/CR-64101)には，標準的な高性能粒子フィルタに対して過酷な条件を

想定した場合の通過率の変化が示されている。 

臨界事故においては，溶液の沸騰に伴う水蒸気により，フィルタが濡れる

可能性があることから，NUREG/CR-6410のmoistureに規定されるうち，厳しい

条件を与えるWaterspray時の通過率を適用している。 

Waterspray時は通過率が10倍（除染係数が１桁低下）となることから，ミ

スト発生によるフィルタの劣化を考慮した高性能粒子フィルタの放射性エア

ロゾルの除染係数を１段あたり10２と設定した。 

 

参考文献 

1) Nuclear Fuel Cycle Facility Accident Analysis Handbook, 

NUREG/CR-6410, 1998. 
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第1.7－１表 高性能粒子フィルタの通過率の変動（NUREG/CR-64101) 

抜粋） 
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1.8 臨界事故において発生するミストの濃度について 

 

Walsh, Schea による蒸発缶の研究 1)によれば，配管の曲部等において１

回の直角衝突を通過した後のミスト濃度は 10ｍｇ／ｍ３以下となること

が報告されている。従って，臨界事故により発生するミストの濃度が 100

ｍｇ／ｍ３以上であれば，1 回の曲部における除染係数は 10以上であると

想定される。 

ミスト濃度は以下の式で表される。 

  

エアロゾル発生速度 (
𝑘𝑔

ℎ
)＝ 

臨界事故発生から未臨界に至るまでの溶液※２の移行量(𝑘𝑔)※１

臨界継続時間（ℎ）
 … (1) 

 

ミスト濃度(mg/m3)＝
エアロゾル発生速度（𝑘𝑔/ℎ）

蒸気速度(𝑚3/ℎ)
× 10６ (mg/m3)    … (2) 

 

※１ 臨界事故発生から未臨界に至るまでの溶液の移行量（kg） 

＝溶液の質量(kg) ×放射性物質の気相への移行割合    … (3) 

ここで，放射性物質の気相部への移行割合は 5×10-４ である。 

※２ 臨界により蒸発する溶液は水とする。 

 

配管曲部での除染係数の評価においてはエアロゾル発生速度が小さい

ほうが安全側であるため，バースト期における溶液の蒸発によるミストの

発生は無視し，プラトー期での溶液の蒸発によるミストの発生量を計算す

る。 

単位時間当たりの蒸発する溶液の質量をξ（ｋｇ／ｈ），溶液の単位質

量あたりの体積をＶｗｌ（ｍ３／ｋｇ），蒸発による水の体積膨張率をαａｑ

とすると，  

 

ミスト濃度(mg/m3)＝
ξ(kg/h)×ε

ξ(kg/h)×Vwl(𝑚3/kg)×α
𝑎𝑞

× 106(mg/𝑚3)  

＝ 
ε

Vwl(𝑚3/kg)×α
𝑎𝑞

× 106(mg/𝑚3) 

＝ 
５×10−4

１×10−3(𝑚3/kg)×(1.7×103)
× 106(mg/𝑚3)＝ 2.9 × 102 (mg/m3) 

  

従って，臨界事故によって発生する放射性エアロゾルのミスト濃度は

100ｍｇ／ｍ３以上であるから，配管曲部における除染係数として 10 を見

込むことができる。 
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参考文献 

１) “Sitting of fuel Reprocessing Plants and Waste Management 

Facilities”, ORNL-4451, 1970 
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1.9 エアロゾルの放出割合の設定根拠 

臨界事故が発生した場合，核分裂により放出される熱エネルギによって

溶液の温度が上昇し沸点に至ると，溶液の蒸発により放射性物質が放射性

エアロゾルとして気相中に移行する。ここでは臨界により発生したエアロ

ゾルが機器に残存する割合（以下，1.9 において「機器内残存率」という。）

を評価する。 

 

1.9.1 機器の気相部に導入される放射能量 

  エアロゾルは溶液の沸騰により発生する。時間𝛥𝑡 [h]の間に溶液中か

ら気相部に移行する放射能量（機器の気相部に導入される放射能量）

𝛥𝐴𝑖𝑛 [Bq]は，以下の式で表せる。 

 

𝛥𝐴𝑖𝑛 =  𝜀 × 𝐶𝑙 × 𝑣𝑣𝑎𝑝 × 𝛥𝑡  

𝜀    ：気相への移行割合 [１] 

𝐶𝑙   ：液相中の放射能濃度 [Bq／m3] 

𝑣𝑣𝑎𝑝 ：単位時間当たりの溶液の蒸発量[m3／h] 

 

なお，沸騰により喪失する水分量はバースト分も含めて約 23L と少量

であるため，沸騰による溶液の濃度上昇は考慮しない。 

  

1.9.2  機器の気相部から機器外へ移行する放射能量 

  臨界事故が発生した機器の気相部に移行した放射性物質は，機器に供

給される気体及び溶液の蒸発により発生する水蒸気（以下，「機器に供

給される気体等」という。）により，機器外に移行する。 

機器に供給される気体等と機器の気相部内の気体が完全混合状態と

なる，すなわち，機器の気相部に導入される放射性物質が機器の気相部

で混合し，均一になると仮定する。この場合，𝛥𝑡 [h]の間に機器の気相

部から機器外へ移行する放射性物質は，機器の気相部内の放射性物質及

び𝛥𝑡 [h]の間に溶液中から気相部に移行する放射能物質が，機器の気相

部内の気体及び𝛥𝑡[h]の間に機器に流入する気体等より混合し，均一に

なり， 𝛥𝑡[h]の間に機器に流入する気体等の体積分の放射性物質が機器

の気相部から機器外へ移行すると考えられる。 

従って，機器の気相部から機器外へ移行する気体等の放射能濃度C′g 

[Bq／m3]は以下の通りとなる。 
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C′g[𝑛] =
(Ain[𝑛 − 1] −  𝐴𝑒𝑥[𝑛 − 1]) + ∆Ain[𝑛]

𝑉𝑔 + (𝑅[𝑛] + 𝑞𝑣𝑎𝑝[𝑛]) ×  𝛥𝑡
 

 

𝐴𝑖𝑛   :溶液中から気相部に移行する放射能量[Bq] 

𝐴𝑒𝑥   :機器の気相部から機器外へ移行する放射能量[Bq] 

𝑉𝑔    ：機器の気相部体積[m3] 

𝑅    ：機器に供給される気体の流量 [m3／h] 

𝑞𝑣𝑎𝑝  ：単位時間当たりの溶液の蒸発蒸気量 [m3／h]  

 

ここで， 

𝑅 = 𝑅0 + R′ 

𝑅0    ：臨界事故発生時から機器に供給される計装用圧縮空気，

水素掃気用空気等の流量 [m3／h] 

𝑅′    ：機器の気相部内に存在する水素を含む気体を掃気するた

めに供給する空気の流量[m3／h] 

である。 

 

これより，時間𝛥𝑡 [h]の間に機器の気相部から機器外へ移行する放

射能量∆Aex [Bq]は，以下の式で表せる。 

 

∆Aex = 𝐶′𝑔  × (𝑅 + 𝑞𝑣𝑎𝑝) ×  𝛥𝑡 

 

 

以上より，溶液中から気相部に移行する放射能量𝐴𝑖𝑛 及び機器の気相

部から機器外へ移行する放射能量𝐴𝑒𝑥は以下の式により求められる。 

𝐴𝑖𝑛[𝑛] = ∑ 𝛥𝐴𝑖𝑛[𝑖]

𝑛

𝑖

 ，𝐴𝑒𝑥[𝑛] = ∑ 𝛥𝐴𝑒𝑥[𝑖]

𝑛

𝑖

 

なお，バースト期の計算上の取り扱いについては 𝑣𝑣𝑎𝑝，𝑞𝑣𝑎𝑝を下記の

通りに置き換え，𝛥𝑡 を十分小さくとって計算する。 

 𝑣𝑣𝑎𝑝 →  
𝑉𝑣𝑎𝑝,   𝑏𝑢𝑟𝑠𝑡 

𝛥𝑡
 ，𝑞𝑣𝑎𝑝 →  

𝑄𝑣𝑎𝑝,   𝑏𝑢𝑟𝑠𝑡 

𝛥𝑡
 

𝑉𝑣𝑎𝑝,   𝑏𝑢𝑟𝑠𝑡 :バースト期のおける溶液の蒸発量 [m3] 

𝑄𝑣𝑎𝑝,   𝑏𝑢𝑟𝑠𝑡 ：バースト期のおける溶液の蒸発蒸気量 [m3] 
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上式より求めた𝐴𝑒𝑥を𝐴𝑖𝑛で除した値(𝐴𝑒𝑥/  𝐴𝑖𝑛)が機器外への移行割

合，この値を１から引いたもの（1 −  𝐴𝑒𝑥/  𝐴𝑖𝑛）が，機器内の残留割合

（機器内残存率）となる。 
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1.9.3 計算結果 

本評価に用いた設定値を機器毎に第 1.9－１表に，その設定根拠を第

1.9－２表に示す。 

臨界事故により発生する熱エネルギにより溶液が沸騰した場合，溶液中

の放射性物質がエアロゾルとして気相中に移行することから，本評価にお

いては，臨界事故が発生した時点で溶液は沸騰状態にあると仮定し，核分

裂により溶液へ付与される熱エネルギは全て溶液の蒸発に使用されると

仮定する。また，機器外への放射性物質の押し出し効果として，沸騰に伴

って発生する水蒸気量を考慮する。 

機器内残存率の計算結果の計算結果を第 1.9－３表に示す。機器内残存

率は第７一時貯留処理槽で最大 25％となる。 
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第 1.9－１表 機器残存率の計算に使用する設定値 

 溶解槽 エン
ドピ
ース
酸洗
浄槽 

ハル洗
浄槽 

第５一
時貯留
処理槽 

第７一
時貯留
処理槽 

補足 

𝜀 [１] 5.0E-4 同左 同左 同左 同左  

𝑣𝑣𝑎𝑝 [m
3／h] 5.11E-2 同左 同左 同左 同左  

𝑉𝑣𝑎𝑝,   𝑏𝑢𝑟𝑠𝑡 

[m3] 
1.42 E-2 同左 同左 同左 同左  

𝑅0 [m
3／h]  0.279 0.2 0.139 0.042 0.381  

𝑅′ [m3／h] 6 同左 同左 同左 同左  

𝑞𝑣𝑎𝑝 [m
3／h] 86.9 同左 同左 同左 同左 ※１ 

𝑄𝑣𝑎𝑝,   𝑏𝑢𝑟𝑠𝑡 

[m3] 
24.1 同左 同左 同左 同左 ※１ 

𝑉𝑔 [m
3] 6.97 3 7.008 4.2 13  

 

※１ 蒸気量の計算方法は以下のとおり。 

・１核分裂当たりの放出エネルギ：200×10６［ｅＶ］ 

・ｅＶからＪへの換算係数：1.60218×10－19[Ｊ／ｅＶ] 

・水の蒸発潜熱：2257［ｋＪ／ｋｇ］（100℃における潜熱を設定） 

 

これより，蒸発蒸気量［ｍ３／h］＝核分裂率[fissions／s]×

3600[s／h]×200×10６［ｅＶ］×1.60218×10－19[Ｊ／ｅＶ]／（2257

［ｋＪ/ｋｇ］×1000［ｋＪ／Ｊ］×1000［ｋｇ／ｍ３］） 

 バースト期の蒸発量は，上記の式で 

蒸発蒸気量［ｍ３／h］→蒸発蒸気量［ｍ３］ 

核分裂率[fissions／s]→バースト期の核分裂数[fissions] 

 と置き換えて計算する。 
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第 1.9－２表 機器内残存率の計算に使用する値の設定およびその根拠 

項目 設定 根拠 

溶液の沸騰に
よる水蒸気の
発生 

考慮する 臨界によって発生するエアロゾル
は主に溶液の沸騰により生じるた
め，水蒸気の発生を考慮する。 

沸騰開始時間 臨界発生と同時 放出量評価の観点からは，臨界発生
と共に沸騰が開始するとすること
が安全側の設定になるため。 

沸騰終了時間 未臨界移行時間の
10分とする。 

沸騰は臨界による熱エネルギによ
り生じるため，未臨界への移行によ
り沸騰が終了するため。 

機器に供給さ
れる空気量 

考慮する 臨界事故時に供給され続ける空気
量として設定する。 

機器の気相部
内に存在する
水素を含む気
体を掃気する
ために供給す
る空気（追加
空気）の流量 

６[m3／h]※１ 機器の気相部内に存在する水素を
含む気体を掃気するために供給す
る空気（追加空気）の流量として６
[m3／h]※１を考慮する。 

追加空気の供

給開始時間 

臨界事故発生の検

知※２を起点として

40分後 

現場移動，ホース敷設の時間を考慮

して設定 

水素発生量 考慮しない 
 

エアロゾルを機器外へ押し出す気
体という観点では，水素は供給ガス
と同じ役割である。従って，エアロ
ゾルの機器残留率の評価では，水素
発生量を見込まないほうがより安
全側の評価となる。 

気相部容積 溶解槽，ハル洗浄
槽及びエンドピー
ス酸洗浄槽 

オーバーフロー運転であり液量が
変化しないため，運転時に想定され
る気相部の容積とする 

第５一時貯留処理
槽及び第７一時貯
留処理槽 

誤移送時の液量が定まらず，また気
相部容積が大きいほうが安全側の
結果を与えるため，機器の全容積と
する 

※１ 本設定の根拠は 3.に示す。 

※２ 臨界事故の発生と検知の時刻は同時とする。 
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第 1.9－３表 機器内残存率の計算結果 

機器名 機器内残存率[%] 

（計算結果） 

機器内残存率[%] 

（有効性評価使

用値） 

溶解槽 13 15 

エンド ピース酸洗浄槽 ４ ５ 

ハル洗浄槽 13 15 

第 5一時貯留処理槽 7 10 

第 7一時貯留処理槽 25 25 
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2. 臨界事故において外部に放出される可能性のある放射性希ガス及び

放射性よう素の大気中への放出割合の評価方法と評価に用いたパラメ

ータについて 

 

臨界事故時の有効性評価の一つとして，公衆への被ばく影響が大きい放

射性希ガス及び放射性よう素の放出量について，放出量の低減効果を評価

している。ここでは，同評価の内容について取りまとめる。 

 

2.1  評価対象の放射性物質  

評価対象とする放射性物質は，臨界事故における公衆の放射線被ばく

影響の大きさの観点から放射性希ガス・よう素（以下，「放射性希ガス等」

という。）を対象とする。放射性希ガス等の内訳を第 2.1－１表に示す。  

本表に記載の核種は，設計基準事故において想定している溶解槽にお

ける臨界事故時の線量評価として想定している核種と同一とした。 

 

溶解槽，エンドピース酸洗浄槽，及びハル洗浄槽（以下，「溶解槽等」

という。）における臨界事故では，核分裂による放射性希ガス等の生成量

は，核分裂を起こす核燃料物質がウラン及びプルトニウムであることか

ら，放射性希ガス等の発生量の多いウラン－235 の核分裂収率に核分裂

率を乗じた値を使用する。  

精製建屋 第５一時貯留処理槽及び精製建屋 第７一時貯留処理槽（以

下，「第５一時貯留処理槽等」という）における臨界事故では，臨界で核

分裂を起こす核燃料物質がプルトニウムであることから，プルトニウム

－239の核分裂収率に核分裂率を乗じた値を使用する。  
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第 2.1－１表 臨界事故時に発生する放射性希ガス等の生成に係る諸定

数 

 

 

U-235 Pu-239

Kr-83m 0.53 0.29 1.83 h 1.050E-04 2.500E-03 1
Kr-85m 1.31 0.55 4.48 h 4.300E-05 1.590E-01 1
Kr-85 0.29 0.13 10.73 y 2.050E-09 2.200E-03 1
Kr-87 2.54 0.95 76.3 m 1.510E-04 7.930E-01 1
Kr-88 3.58 1.32 2.8 h 6.880E-05 1.950E+00 1
Kr-89 4.68 1.46 3.18 m 3.630E-03 2.067E+00 1
Xe-131m 0.04 0.05 11.9 d 6.740E-07 2.000E-02 1
Xe-133m 0.19 0.23 2.25 d 3.570E-06 4.200E-02 1
Xe-133 6.77 6.97 5.29 d 1.520E-06 4.500E-02 1
Xe-135m 1.06 1.56 15.65 m 7.380E-04 4.320E-01 1
Xe-135 6.63 7.47 9.083 h 2.120E-05 2.500E-01 1
Xe-137 6.13 6.24 3.83 m 3.020E-03 1.810E-01 1
Xe-138 6.28 4.89 14.17 m 8.150E-04 1.183E+00 1
Ｉ-129 0.66 1.51 15700000 y 1.400E-15 2.400E-02 0.25
Ｉ-131 2.84 3.74 8.06 d 9.950E-07 3.810E-01 0.25
Ｉ-132 4.21 5.27 2.28 h 8.450E-05 2.253E+00 0.25
Ｉ-133 6.77 6.93 20.8 h 9.260E-06 6.080E-01 0.25
Ｉ-134m 0.43 0.96 3.7 m 3.120E-03 2.280E-01 0.25
Ｉ-134 7.61 7.29 52.6 m 2.200E-04 2.750E+00 0.25
Ｉ-135 6.41 6.31 6.61 h 2.910E-05 1.645E+00 0.25

崩壊定数

（ｓ-1）

（Ｘ＋γ）線
実効エネルギ
Ｅ(MeV／dis)

気相移行
割合

収率(％)
核種 半減期
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2.2 機器の気相部に導入される放射能量 

  放射性希ガス等は臨界の核分裂により発生する。時間𝛥𝑡 [h]の間に溶

液中から気相部に移行する放射能量（機器の気相部に導入される放射能

量）𝛥𝐴𝑖𝑛 [Bq]は，以下の式で表せる。 

 

𝛥𝐴𝑖𝑛 = 𝑓 ×  𝜒 × 3600 × 𝛥𝑡  

𝑓 ：単位時間当たりの核分裂数[fissions／s] 

𝜒 ：1核分裂当たり希ガスの発生量（ガンマ線実効エネルギ 0.5Ｍ

ｅＶ換算値） [Bq／fission] であり，以下の式で表される。 

 

𝜒 =  ∑ 𝑌𝑖 × 𝜆𝑖  𝑖 ×
𝐸𝑖

0.5
× 𝜀𝑖  

Yi   ：核種 iの核分裂収率 [1／fission] 

𝜆𝑖    ：核種 iの崩壊定数[1／s]  

Ei  ：核種 iの（Ｘ＋γ）線実効エネルギ[MeV／dis] 

𝜀𝑖   ：核種 iの気相移行割合[1] であり，設計基準事故のうち，

溶解槽における臨界と同じ値とし， 具体的には 

𝜀𝑖 = {
1    (希ガス)

0.25   (よう素)
  とする。 

     

上式より 

𝜒 = {
 9.5E − 4  (溶解槽等における臨界事故)

4.3E − 4   (第５一時貯留処理槽等における臨界事故)
 

[Bq ／fission]となる。 
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2.3  機器の気相部から機器外へ移行する放射能量 

  臨界事故が発生した機器の気相部に移行した放射性物質は，機器に供

給される気体及び溶液の蒸発により発生する水蒸気（以下，「機器に供

給される気体等」という。）により，機器外に移行する。 

機器に供給される気体等と機器の気相部内の気体が完全混合状態と

なる，すなわち，機器の気相部に導入される放射性物質が機器の気相部

で混合し，均一になると仮定する。この場合，𝛥𝑡 [h]の間に機器の気相

部から機器外へ移行する放射性物質は，機器の気相部内の放射性物質及

び𝛥𝑡 [h]の間に溶液中から気相部に移行する放射能物質が，機器の気相

部内の気体及び𝛥𝑡[h]の間に機器に流入する気体等より混合し，均一に

なり， 𝛥𝑡[h]の間に機器に流入する気体等の体積分の放射性物質が機器

の気相部から機器外へ移行すると考えられる。 

従って，機器の気相部から機器外へ移行する気体等の放射能濃度C′g 

[Bq／m3]は以下の通りとなる。 

 

C′g[𝑛] =
(Ain[𝑛 − 1] −  𝐴𝑒𝑥[𝑛 − 1]) + ∆Ain[𝑛]

𝑉𝑔 + (𝑅[𝑛] + 𝑞𝑣𝑎𝑝[𝑛]) ×  𝛥𝑡
 

 

𝐴𝑖𝑛   :溶液中から気相部に移行する放射能量[Bq] 

𝐴𝑒𝑥   :機器の気相部から機器外へ移行する放射能量[Bq] 

𝑉𝑔    ：機器の気相部体積[m3] 

𝑅    ：機器に供給される気体の流量 [m3／h] 

𝑞𝑣𝑎𝑝  ：単位時間当たりの溶液の蒸発蒸気量 [m3／h] 

 

ここで， 

𝑅 = 𝑅0 + R′ 

𝑅0    ：臨界事故発生時から機器に供給される計装用圧縮空気，

水素掃気用空気等の流量 [m3／h] 

𝑅′    ：機器の気相部内に存在する水素を含む気体を掃気するた

めに供給する空気の流量[m3／h] 

である。 

 

これより，時間𝛥𝑡 [h]の間に機器の気相部から機器外へ移行する放

射能量∆Aex [Bq]は，以下の式で表せる。 
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∆Aex = 𝐶′𝑔  × (𝑅 + 𝑞𝑣𝑎𝑝) ×  𝛥𝑡 

 

以上より，溶液中から気相部に移行する放射能量𝐴𝑖𝑛 及び機器の気相

部から機器外へ移行する放射能量𝐴𝑒𝑥は以下の式により求められる。 

𝐴𝑖𝑛[𝑛] = ∑ 𝛥𝐴𝑖𝑛[𝑖]

𝑛

𝑖

 ，𝐴𝑒𝑥[𝑛] = ∑ 𝛥𝐴𝑒𝑥[𝑖]

𝑛

𝑖

 

 

上式より求めた𝐴𝑒𝑥を𝐴𝑖𝑛で除した値（𝐴𝑒𝑥/  𝐴𝑖𝑛）が機器外への移行割

合，この値を１から引いたもの（1 −  𝐴𝑒𝑥/  𝐴𝑖𝑛）が，機器内の残留割合

(機器内残存率)となる。 
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2.4 放射性希ガス及び放射性よう素の時間減衰 

放射性希ガス及び放射性よう素の時間減衰の放出量及び放出割合の

評価においては，放射性物質の時間減衰を考慮する。可溶性中性子吸収

材供給完了から放射性希ガス等が機器外へ移行するまでの時間を減衰

時間とする。 

上記より，単位時間あたりの大気中への放出量∆ A′ex [Bq]は，以下の

式で表せる。 

 

∆ A′ex[n] = δ[n] ×  D[n] × ∆ Aex[n] 

δ[n] = {
0  (廃ガス処理設備の再起動まで)

1   (廃ガス処理設備の再起動後)
 

 

ここで D は減衰を見込まない場合の放射能に対する減衰を見込む場合

の放射能の比率（以下，「減衰率」という。）であり，以下の通りである。 

 

D[n] =
∑ 𝑌𝑗 × 𝜆𝑗  𝑗 ×

𝐸𝑗

0.5
× 𝜀𝑗 × exp (−𝜆𝑗 × (𝑛 × 𝛥𝑡 − 𝑇𝐺𝑑))

∑ 𝑌𝑖 × 𝜆𝑖  𝑖 ×
𝐸𝑖

0.5
× 𝜀𝑖

 

𝑇𝐺𝑑：中性子吸収材供給完了時間 [h] 

（ 𝑛 × 𝛥𝑡 ≤ 𝑇𝐺𝑑 の場合 D[n] = 1 ） 

 

以上より，減衰を考慮した大気中への放出量A′exは以下の式により求

められる。 

A′ex[𝑛] = ∑ 𝛥A′ex[𝑖]

𝑛

𝑖

 

 

上式より求めたA′
exを𝐴𝑖𝑛で除した値(A′

ex
/  𝐴𝑖𝑛)が大気中への放出割

合（減衰考慮）となる。 

減衰を考慮しない場合の機器内残存率(1 −  𝐴𝑒𝑥/  𝐴𝑖𝑛)に減衰率を乗

じたD × (1 −  𝐴𝑒𝑥/  𝐴𝑖𝑛)が機器内の残留割合（減衰考慮）となる。 

 

なお，バースト期の計算上の取り扱いについては 𝑓，𝑞𝑣𝑎𝑝を下記の通

りに置き換え，𝛥𝑡 を十分小さくとって計算する。 
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 𝑓 →  
𝐹𝑏𝑢𝑟𝑠𝑡 

𝛥𝑡
 ，𝑞𝑣𝑎𝑝 →  

𝑄𝑣𝑎𝑝,   𝑏𝑢𝑟𝑠𝑡 

𝛥𝑡
 

𝐹 𝑏𝑢𝑟𝑠𝑡     :バースト期の核分裂数 [fissions] 

𝑄𝑣𝑎𝑝,   𝑏𝑢𝑟𝑠𝑡 ：バースト期における溶液の蒸発蒸気量 [m3] 

 

本評価に用いた設定値を機器毎に第 2.4－１表に，その設定根拠を第

2.4－２表に示す。 

 

・機器の気相部内に存在する水素を含む気体を掃気するために供給する

空気の流量について 

 

手動による水素掃気用の空気の供給は，臨界事故発生の検知を起点と

して 40 分から開始する。また，廃ガス貯留槽による放射性物質を含む

気体の導出完了後に廃ガス処理設備の再起動を行うが，これは臨界事故

発生の検知※を起点として 60分以降となる。 

これを踏まえ，機器の気相部に存在する水素を含む気体を掃気するた

めに供給する空気（以下，「追加空気」という。）の流量を以下のとおり

設定し，放射性希ガス等の放出量の低減効果を評価する。 

 

①臨界事故発生の検知を起点として 40 分から 60分までの，追加空気の

流量を６[m3/h]とする。 

 

②放射性希ガス等に対しては放射能の減衰が見込めるため，廃ガス貯留

槽への導出完了に伴い追加空気の供給を停止することは，放射性希ガ

ス等の放出割合の低減に資する。本評価では臨界事故発生の検知を起

点として 60 分以降の追加空気の流量を０[m3／h]とした場合の評価を

行う。 

 

※ 臨界事故の発生と検知の時刻は同時とする。 
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第 2.4－１表 放出割合の計算に使用する設定値 

 溶解槽 エンド
ピース
酸洗浄

槽 

ハル洗
浄槽 

第５一
時貯留
処理槽 

第７一
時貯留
処理槽 

補足 

𝑓  

[fissions ／

s] 

1E+15 同左 同左 同左 同左  

𝐹 𝑏𝑢𝑟𝑠𝑡 

[fissions] 

1E+18 同左 同左 同左 同左  

𝑅0 [m
3／h]  0.279 0.2 0.139 0.042 0.381  

R′ [m3／h] 6  同左 同左 同左 同左 臨界事故

発生の検

知を起点

と し て

40 分 か

ら 開 始

し，60分

まで継続 

0 同左 同左 同左 同左 臨界事故

発生の検

知を起点

と し て

60 分 以

降 

𝑞𝑣𝑎𝑝 [m
3／h] 0 同左 同左 同左 同左 考慮しな

い。 

𝑄𝑣𝑎𝑝,   𝑏𝑢𝑟𝑠𝑡 

[m3] 

0 同左 同左 同左 同左 同上 

𝑉𝑔 [m
3] 6.97 3 7.008 4.2 13  
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第 2.4－２表 放出割合の計算に使用する値の設定およびその設定根拠 

 

項目 設定値 設定根拠 

プラトー期の核分裂

率（基準） 

1E+15 fissions/s 過去の事故より設定 

バースト期の核分裂

数 

1E+18 fissions 同上 

核分裂収率 溶解槽等： 

U－235の核分裂収率 

第５一時貯留処理槽

等： 

Pu－239 の核分裂収率 

機器ごとに，核分裂を

起こす核燃料物質の

違いを踏まえ設定。 

希ガスの発生時間 臨界事故発生～未臨

界移行時間の 10分間 

未臨界への移行によ

り希ガスの発生が終

了する。 

 

空気供給開始時間 臨界事故発生の検知※

１を起点として 40分後 

現場移動，ホース敷設

の時間を考慮して設

定 

廃ガス処理設備の再

起動を行う時間 

臨界事故発生の検知※

１を起点として 60 分 

評価上は左記時点よ

り，主排気筒から大気

中への放出が開始す

ると設定。 

沸騰による蒸発蒸気

量 

考慮しない※２ より厳しい評価結果

を与えるよう，沸騰を

考慮しない。 

水素発生量 考慮しない 
 

より厳しい評価結果
を与えるよう，水素発
生量を考慮しない。 

気相部容積 溶解槽，ハル洗浄槽及
びエンドピース酸洗
浄槽 

オーバーフロー運転
であり液量が変化し
ないため，運転時に想
定される気相部の容
積とする 
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項目 設定値 設定根拠 

第５一時貯留処理槽
及び第７一時貯留処
理槽 

誤移送時の液量が定
まらず，また気相部容
積が大きいほうが安
全側の結果を与える
ため，機器の全容積と
する 

機器の気相部内に存

在する水素を含む気

体を掃気するために

供給する空気（追加空

気）の流量 

臨界事故発生の検知※

１を起点として 40分か

ら開始し，60 分まで： 

6 m3/h  

水素を含む気体を掃

気するために供給す

る空気流量。 

 

臨界事故発生の検知※

１を起点として 60分以

降： 

０ m3/h 

廃ガス貯留槽への導

出完了に伴い追加空

気の供給を停止する

ことが，放射性希ガス

等の放出割合の低減

に資するため，本評価

では臨界事故発生の

検知を起点として 60

分以降の追加空気の

流量を０[m3／h]とし

た場合の評価を行う。 

希ガス減衰時間 臨界事故発生の検知※

１から 10分～機器の気

相部外へ排出される

まで 

 

可溶性中性子吸収材

の供給完了(臨界事故

発生の検知※１から 10

分)から機器の気相部

外へ排出されるまで

の時間を減衰時間と

して見込む。 

 

※１ 臨界事故の発生と検知の時刻は同時とする。 

※２ 沸騰について 

未臨界への移行により溶液の沸騰は終了すると仮定する。（臨界事故

の発生を仮定する機器であって，臨界発生以前から既に沸騰状態にある

機器は存在せず，また臨界事故の拡大防止対策として工程を停止するた

め。） 

沸騰により発生した蒸気は機器気相部の放射性物質を機器外へ押し
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出す効果があるが，廃ガス処理設備の再起動は未臨界への移行後に行う

ため，沸騰により機器外へ押し出された放射性物質は廃ガス貯留槽に貯

留される。そのため本評価の観点からは，溶液の沸騰を考慮しない方が

より厳しい評価結果を与える。 

誤移送を起因として臨界が発生する精製建屋 第５一時貯留処理槽

及び第７一時貯留処理槽は機器毎に誤移送時の液量が定まらないこと

から，より厳しい評価結果を与えるよう，溶液の沸騰を考慮しない。   

一方，溶解槽，エンドピース酸洗浄槽，及びハル洗浄槽はオーバーフ

ロー運転であり，臨界事故時の機器内溶液量が定められるが，より厳し

い評価結果を与えるよう，精製建屋 第５一時貯留処理槽及び第７一時

貯留処理槽と同じく溶液の沸騰を考慮しない。 
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2.5 計算結果  

臨界事故発生から６時間経過時点の放出割合の計算結果の計算結果を

第 2.5－１表に示す。 

機器から大気中へ放出される放射性希ガス等の割合（①）及び臨界事故

発生から６時間経過時点の放射性希ガス等の機器内残存率の割合（④）の

和は１％程度となる。すなわち，廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留

により，放射性希ガス等の大気中への放出割合は１％程度に低減される。 
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第 2.5－１表 臨界事故発生から６時間経過時点の放出割合の計算結果 

（水素掃気対策のため追加供給する空気流量６m3/h とした場合） 

   溶解槽 エンドピース酸

洗浄槽 

ハル洗浄槽 第５一時貯留処

理槽 

第７一時貯留処

理槽 

  

① 大気中への放出

割合（減衰考慮） 

(A′
ex

/  𝐴𝑖𝑛) 

0.31 0.33 0.16 0.068 0.26 % 

② 希ガス等の機器

内残存率（減衰

なし） 

(1 −  𝐴𝑒𝑥

/  𝐴𝑖𝑛) 

60 35 67 59 72 % 

③ ６時間経過時点

の減衰率(D) 

5.3×10-3 5.3×10-3 5.3×10-3 8.3×10-3 8.3×10-3 - 

④ 放射性希ガス等

の機器内残存率

（減衰考慮） 

（=②×③） 

D × (1 −  𝐴𝑒𝑥

/  𝐴𝑖𝑛) 

0.31 0.19 0.35 0.48 0.60 % 

               

 臨界事故により生成する放射性希ガス等の放出割合 （①＋④）   

   0.62 0.51 0.51 0.55 0.85 % 
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2.6 核分裂収率の妥当性について 

2.6.1 出典の説明 

 2.1 で示した核分裂収率は，出典 1 から引用している。 

出典 1 には，核分裂により生成する放射性核種に対し，核分裂に寄

与する核燃料物質及び中性子の種別に応じて，核分裂収率が収載され

ている。（第 2.6-1 表） 

また，核分裂収率については，独立収率(Independent Yield)と積算

収率(Cumulative yield)がそれぞれ報告されている。 

さらに，核分裂収率は実験又は計算により求められており，それら

の結果を統計的な処理により統合し，推奨値が報告されている。臨界

事故の有効性評価で用いる核分裂収率は，すべて推奨値を用いる。 

 

第 2.6-1 表 収載されている収率の例 

核燃料物質 中性子の種別 文献１での表記 

ウラン-235 熱中性子 U235T 

ウラン-235 核分裂スペクトル U235F 

プルトニウム-239 熱中性子 PU239T 

プルトニウム-239 核分裂スペクトル PU239F 

 

2.6.2 核分裂収率の違いについて 

 核分裂収率には，独立収率と積算収率があり，核分裂により生成し

た放射性核種のみが含まれる独立収率に比べ，親核種の崩壊により生

成する寄与も含まれている積算収率は，大きくなる。 

 臨界事故対策の有効性評価の対象としている放射性希ガス等のう

ち，ガンマ線実効エネルギを 0.5ＭｅＶとした場合の，気相に移行す

る全放射能に対する寄与を見ると，U-235 かつ熱中性子による臨界に

おいて，臨界継続時間 10 分時点における支配的な核種の方が，Kr-89

（全移行量の約 40％）と Xe-138（全移行量の約 40％）である。 

 また，Pu-239 かつ熱中性子による臨界において，臨界継続時間 10

分時点における支配的な核種は，Kr-89（全移行量の約 20％），Xe-138

（全移行量の約 50％）及び I-134（全移行量の約 20％）である。 

 これらの核種の核分裂収率等を第 2.6-2 表に示す。 
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第 2.6-2 表 放出放射性物質量において支配的 

となる核種の核分裂収率 

 U-235T Pu-239T 

核種 RI [%] RC [%] RI [%] RC [%] 

Kr-89 2.7 4.7 1.2 1.5 

Xe-138 4.7 6.3 4.1 4.9 

I-134 0.4 7.6 2.1 7.3 

RI: 推奨独立収率(Recommended Independent yields) 

RC: 推奨積算収率(Recommended Cumulative yields) 

 

2.6.3 評価で用いる核分裂収率について 

 臨界事故の起因との関連で，臨界事故対策の有効性評価では２種類

の核分裂収率を使い分ける。具体的には，第 2.6-3 表に示す。 
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第 2.6-3 表 臨界事故対策の有効性評価で用いる核分裂収率 

臨 界 事 故 の

発 生 を 仮 定

する機器 

核 分 裂 に

支 配 的 と

な る 核 燃

料物質 

核 分 裂 に

支 配 的 と

な る 中 性

子の種別 

設定の根拠 

溶解槽 ウ ラ ン -

235 

熱中性子 臨界事故の発生の起因が，

燃料の溶解不良又は過剰な

燃料せん断片の供給による

ものであり，使用済燃料中

のウラン-235 が支配的に

なって臨界が発生している

と考えられ，また，ウラン

-235 における核分裂収率

とプルトニウム-239 の核

分裂収率を比較すると，ウ

ラン-235 を用いた方が放

射性希ガスの収率が大きい

ため，同値を用いる。 

エ ン ド ピ ー

ス酸洗浄槽 

ハル洗浄槽 

第 5一時貯留

処理槽 

プ ル ト ニ

ウム-239 

臨界事故の発生の起因が，

精製建屋一時貯留処理設備

において貯留した硝酸プル

トニウム溶液の誤移送であ

るため，プルトニウム-239

における核分裂収率を用い

る。 

第 7一時貯留

処理槽 

 

2.6.4 核分裂収率の妥当性 

 核分裂による放射性希ガス等の生成量の計算においては，核分裂に

より直接生成される放射能に加え，親核種の崩壊を経て生成される放

射能が考慮されている積算収率を用いていることから，妥当である。 

 

2.6.5 出典 

1）MEEK,M.E. and RIDER,B.F. : Compilation of Fission Product 

Yields , Vallecitos Nuclear Center, NEDO-12154-1(1974) 
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3. 臨界事故への対処において実施する放射線分解水素の掃気対策で

供給する空気流量の評価方法と評価に用いたパラメータについて 

 

核分裂により発生する放射線分解水素及び溶液から発生する放射線分

解水素の掃気対策として，臨界事故が発生した機器内の水素を掃気するた

め，一般圧縮空気系から臨界事故が発生した機器に空気を供給する。ここ

では，同評価の内容について取りまとめる。 

 

3.1 機器の気相部に導入される水素発生量 

  水素は溶液の放射線分解により発生する。時間𝛥𝑡 [h]の間に溶液中か

ら気相部に移行する放射線分解水素（機器の気相部に導入される水素量）

𝛥𝐴𝑖𝑛 [m
3]は，以下の式で表せる。 

 

𝛥𝐴𝑖𝑛 = (𝑣𝐻2
,𝑐𝑟𝑖𝑡+ 𝑣𝐻2

,𝑠𝑜𝑙 ) × 3600 × 𝛥𝑡  

𝑣𝐻2
,𝑐𝑟𝑖𝑡 ：単位時間当たりの臨界による水素発生量[m3／s] 

𝑣𝐻2
,𝑠𝑜𝑙  ：単位時間当たりの溶液由来の水素発生量[m3／s] 

 

ここで，𝑣𝐻2
,𝑐𝑟𝑖𝑡は１核分裂当たりの発生エネルギを200[MeV/fissions]，

単位時間当たりの核分裂数を𝑓 [fissions/s] ，水素１mol 当たりの体

積を 22.4[L/mol]として，以下の式で表せる。 

 

𝑣𝐻2
,𝑐𝑟𝑖𝑡 =  

𝑓 × 200 [
𝑀𝑒𝑉

𝑓𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠
] × 106 × 𝐺値 [

𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑒𝑠
100𝑒𝑉

] × 22.4 [
𝐿

𝑚𝑜𝑙
]

100 × 6.02 × 1023 [
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑒𝑠

𝑚𝑜𝑙
] × 1000

 

 

臨界による水素発生の G 値は 1.8 を採用する。（G 値の根拠は補足説明

資料-8 参照） 

 

3.2 機器の気相部から機器外へ移行する水素量 

  臨界事故が発生した機器に供給される気体等の流量と同じ体積中に

含まれる水素が機器外へ移行する。 

また，機器に供給される空気と機器内の水素が完全混合状態となる，

すなわち，機器の気相部に導入される水素は機器の気相部で混合し，均

一になると仮定すると，時間𝛥𝑡 [h]の間に機器の気相部から機器外へ移

行する気体等の水素濃度C′gは以下の通りとなる。 
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C′g[𝑛] =
𝐶𝑔[𝑛 − 1] × 𝑉𝑔 + ∆Ain[𝑛]

𝑉𝑔 + (𝑅[𝑛] + 𝑞𝑣𝑎𝑝[𝑛]) ×  𝛥𝑡
 

 

𝐶𝑔   ：機器内水素濃度 [１] 

𝑉𝑔    ：機器の気相部体積[m3] 

𝑅    ：機器に供給される気体の流量 [m3／h] 

𝑞𝑣𝑎𝑝  ：単位時間当たりの溶液の蒸発蒸気量 [m3／h] 

 

ここで，  

𝑅 = 𝑅0 + R′ + (𝑣𝐻2
,𝑐𝑟𝑖𝑡+ 𝑣𝐻2

,𝑠𝑜𝑙 ) × 3600 

𝑅0    ：臨界事故発生時から機器に供給される計装用圧縮空気，

水素掃気用空気等の流量 [m3／h] 

𝑅′    ：機器の気相部内に存在する水素を含む気体を掃気するた

めに供給する空気の流量[m3／h] 

である。本評価では，機器に供給される気体の流量として水素発生

量(𝑣𝐻2
,𝑐𝑟𝑖𝑡+ 𝑣𝐻2

,𝑠𝑜𝑙 ) × 3600 [m3／h]を見込む。 

 

これより，時間𝛥𝑡 [h]の間に機器の気相部から機器外へ移行する水

素量∆Aex [m
3]は，以下の式で表せる。 

 

∆Aex = 𝐶′𝑔  × (𝑅 + 𝑞𝑣𝑎𝑝) ×  𝛥𝑡 

 

 

3.3 機器内水素濃度 

溶液の蒸発に伴って気相部の容積が増加するが，その量はバースト分

も含めて約 23[L]であり，機器の気相部体積（３[m3]以上）に対して無視

できるほど小さいため，沸騰による溶液量の減少に伴う機器の気相部体

積の増加は考慮しない。 

上記を踏まえると，時間𝛥𝑡 [h]の間の機器内水素濃度の変化量∆Cg は，

上記の𝛥𝐴𝑖𝑛及び∆Aexを用いて，以下の式で表せる。 

 

∆Cg =
𝛥𝐴𝑖𝑛 − 𝛥𝐴𝑒𝑥

𝑉𝑔

 

 

以上より，機器内水素濃度Cg は以下の式より求められる。 
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Cg[𝑛] = ∑ 𝛥Cg[𝑖]

𝑛

𝑖

 

 

なお，バースト期の計算上の取り扱いについては 𝑣𝑣𝑎𝑝，𝑞𝑣𝑎𝑝を下記の

通りに置き換え，𝛥𝑡 を十分小さくとって計算する。 

 𝑣𝐻2
→  

𝑉𝐻2,𝑏𝑢𝑟𝑠𝑡 

𝛥𝑡
 ，𝑞𝑣𝑎𝑝 →  

𝑄𝑣𝑎𝑝,   𝑏𝑢𝑟𝑠𝑡 

𝛥𝑡
 

𝑉𝐻2
,𝑏𝑢𝑟𝑠𝑡 :バースト期における水素発生量[m3]  

𝑄𝑣𝑎𝑝,   𝑏𝑢𝑟𝑠𝑡 ：バースト期における溶液の蒸発蒸気量 [m3] 

 

𝑉𝐻2
,𝑏𝑢𝑟𝑠𝑡 は𝑓 を下記の通りに置き換えることにより，計算する。 

 

𝑓 →  
𝐹𝑏𝑢𝑟𝑠𝑡 

𝛥𝑡
  

𝐹 𝑏𝑢𝑟𝑠𝑡     :バースト期の核分裂数 [fissions] 

 

 

上記より，廃ガス処理設備の再起動を行う時間の目安である臨界事故

発生から１時間時点までに各機器に６[m3/h]を供給した場合の機器内

水素濃度Cgの変化を考察することによって，放射線分解水素の掃気対

策で供給する空気流量を評価した。 

本評価に用いた設定値を機器毎に第 3.3－１表に，その設定根拠を第

3.3－２表に示す。 
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第 3.3－１表 水素掃気用の追加供給空気必要量の計算に使用する設定

値 

 溶解槽 エンド
ピース
酸洗浄

槽 

ハル洗
浄槽 

第５一
時貯留
処理槽 

第７一
時貯留
処理槽 

補足 

𝑓  

[fissions ／

s] 

1E+15 同左 同左 同左 同左  

𝐹 𝑏𝑢𝑟𝑠𝑡 

[fissions] 

1E+18 同左 同左 同左 同左  

𝑣𝐻2
,𝑠𝑜𝑙×

3600  [m3／

h] 

1.1E-2 6.6E-4 7.3E-4 7.3E-4 1.5E-2  

𝑅0 [m
3／h]  0.279 0.2 0.139 0.042 0.381  

𝑅′ [m3／h] 6 同左 同左 同左 同左 臨 界 事

故 発 生

の 検 知

を 起 点

と し て

40 分 以

降 か ら

考 慮 す

る。 

𝑞𝑣𝑎𝑝 [m
3／h] 0 同左 同左 同左 同左  

𝑄𝑣𝑎𝑝,   𝑏𝑢𝑟𝑠𝑡 

[m3] 

0 同左 同左 同左 同左  

𝑉𝑔 [m
3] 6.97 3 7.008 3.6 3.8  
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第 3.3－２表 水素掃気用の追加供給空気必要量の計算に使用する値の 

設定およびその根拠 

項目 設定値 設定根拠 

プラトー期の核分裂率 1E+15 fissions/s 過去の事故より設定 

バースト期の核分裂数 1E+18 fissions 同上 

水素発生量（溶液由来） 機器毎に設定 臨界事故発生時の溶液の

性状を考慮して設定。※１ 

水素の発生時間 臨界事故発生～未臨

界移行時間の 10 分

間 

未臨界への移行により水

素の発生が終了する。 

機器に供給される空気

量 

機器毎に設定 臨界発生時点から吹き込

まれている計装用圧縮空

気及び水素掃気用空気等 

機器の気相部内に存在

する水素を含む気体を

掃気するために供給す

る空気の流量 

臨界事故発生の検知
※２を起点として 40

分から開始し，6 m3/h  

各機器に６[m3/h]を供給

した場合の機器内の水素

濃度の変化を考察する。 

空気供給開始時間 臨界事故発生の検知
※２を起点として 40

分後 

現場移動，ホース敷設の

時間を考慮して設定 

沸騰による蒸発蒸気量 考慮しない より厳しい評価結果を与

えるよう，沸騰を考慮し

ない。 

気相部容積 溶解槽，ハル洗浄槽
及びエンドピース酸
洗浄槽 

オーバーフロー運転であ
り液量が変化しないた
め，運転時に想定される
気相部の容積とする 

第５一時貯留処理槽
及び第７一時貯留処
理槽 
 

運転実績から想定される
機器内溶液のPu溶液の濃
度，及び誤移送時の最大
溶液量から設定※３。 

※１ 本設定の根拠は 3.5に示す。 

※２ 臨界事故の発生と検知の時刻は同時とする。 

※３ 本設定の根拠は別紙-1 及び別紙-2に示す。 
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3.4 計算結果  

追加空気として各機器に６[m3/h]供給した場合の機器内水素濃度のト

レンドを第 3.4－１図から第 3.4－10図に示す。臨界事故により発生する

放射線分解水素の水素濃度は，臨界事故中でもドライ換算８ｖｏｌ％に達

しない。また，各機器に６[m3/h]を供給することで，また，臨界事故発生

から１時間以内にドライ換算４ｖｏｌ％未満に低減できる。 

また，第 3.4－１表に示されるとおり，全ての機器で，溶液由来の放射

線分解水素の水素濃度平衡値がドライ換算４ｖｏｌ％を下回ることから，

一般圧縮空気系からの空気の供給により機器内の水素濃度を可燃限界濃

度未満にした後に，一般圧縮空気系からの空気の供給を停止した場合にお

いても，機器内の水素濃度が可燃限界濃度に達することはない。 

 

 

2611



 

補 6-4-57 

 

第 3.4－１表 溶液由来の放射線分解水素の水素濃度平衡値 

項目 

機器に供給され

る空気量 

[m3／h] 

𝑅0 

水素発生量（溶

液由来） 

[m3／h] 

(𝑣𝐻2
,𝑠𝑜𝑙× 3600) 

溶液由来の放射線

分解水素の水素濃

度平衡値 

[vol％] 
𝑣𝐻2

,𝑠𝑜𝑙× 3600

𝑣𝐻2
,𝑠𝑜𝑙× 3600 + 𝑅0

 

溶解槽 0.279 1.1E-２ 3.8 

エンドピー

ス酸洗浄槽 
0.2 6.6E-４ 0.4 

ハル洗浄槽 0.139 7.3E-４ 0.6 

第 5一時貯留

処理槽 
0.042 7.3E-４ 1.7 

第 7一時貯留

処理槽 
0.381 1.5E-２ 3.8 
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3.5 機器内溶液から発生する水素発生量 

   第 3.5－１表に機器内の溶液による水素発生量の設定に使用した値，

第 3.5－２表にその設定根拠を示す。 
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第3.5－１表 機器内の溶液による水素発生量の設定値 

 

建
屋
名 

機器名 液量
[m3] 

硝酸濃度 
[mol/L] 

G値 崩壊熱密度 
水素発生量 

[m3/h] 
Gα 

[molecules/1
00eV] 

Gβγ 
[molecules/1

00eV] 

α 
[W/m3] 

β 
[W/m3] 

前
処
理
建
屋 

溶解槽 A 3 0 1.4E+00 4.5E-01 1.7E+02 4.4E+02 1.1E-02 

溶解槽 B 3 0 1.4E+00 4.5E-01 1.7E+02 4.4E+02 1.1E-02 

エンドピース酸洗浄槽 A 2.1 3 1.1E-01 4.2E-02 1.7E+02 4.4E+02 6.6E-04 

エンドピース酸洗浄槽 B 2.1 3 1.1E-01 4.2E-02 1.7E+02 4.4E+02 6.6E-04 

ハル洗浄槽 A 0.2 0 1.4E+00 4.5E-01 1.7E+02 4.4E+02 7.3E-04 

ハル洗浄槽 B 0.2 0 1.4E+00 4.5E-01 1.7E+02 4.4E+02 7.3E-04 
精
製
建
屋 

第５一時貯留処理槽 0.2 0.91 4.7E-01 9.8E-02 9.3E+02 0.0E+00 7.3E-04 

第７一時貯留処理槽 3 0.5 6.4E-01 1.6E-01 9.3E+02 0.0E+00 1.5E-02 
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第3.5－２表 機器内の溶液による水素発生量の設定根拠 

機器名 液量 硝酸濃度，G値※１ 
崩壊熱密度 

[W/m3] 

溶解槽 

オーバーフロ
ー運転であり
液量が変化し
ないため，運
転時に想定さ
れる液量とす
る。 

溶解槽の臨界事故では硝酸濃度の低
下による溶解不良を起因として想定
しているため，安全側の評価として
遊離硝酸濃度を０[mol/L]とする。 

溶解液の崩壊熱密度。 

エンド
ピース
酸洗浄
槽 

平常運転時の硝酸濃度６[mol/L]にせ

ん断片装荷量 550ｋｇ・ＵＯ２（エン

ド ピース酸洗浄槽へ装荷する燃料せ

ん断片の質量を包含する条件として

燃料せん断片装荷量）が全量溶解し

た場合の硝酸濃度を設定※２。 

せん断機又は溶解槽から

未溶解のせん断片が移行

することによる臨界事故

を仮定するため，溶液の

濃度は当該機器の平常運

転時の濃度よりも上昇し

ている可能性があること

から，より厳しい結果と

なるよう溶解槽の崩壊熱

密度を使用する。 

ハル洗
浄槽 

平常運転時のハル洗浄槽内の溶液は
水であるため，より厳しい結果とな
るよう遊離硝酸濃度を０[mol/L]とす
る。 

第５一
時貯留
処理槽 誤移送時に想

定される最大

移 送 量 を 設

定。 

移送元機器に流入する溶液のうち，
酸濃度が最小となるプルトニウム溶
液の酸濃度。 

想定される最も高いプル
トニウム濃度の溶液とし
て，プルトニウム濃縮缶
により濃縮される前のプ
ルトニウム溶液（第２酸
化塔の平常運転時の最大
値 24gPu/L）の崩壊熱密度
を設定する。 

第７一
時貯留
処理槽 

移送元機器に流入する溶液のうち，酸
濃度が最小となるプルトニウム溶液
の酸濃度。 

 

※１ 設定した硝酸濃度に対応するＧ値を使用する。 

※２ エンドピース酸洗浄槽の硝酸濃度の計算は以下の通り。 

Henrich らは、温度条件を指定せず 2～7 mol／L の硝酸による溶解

で NO と NO2 の発生割合がほぼ等しいとして、以下の（１式）を提案し

ている。（参考文献（１）参照） 

 

UO2 + 3 HNO3 → UO2(NO3)2 + (1/2) NO + (1/2) NO2 + (3/2) H2O  （１式）   

 

左辺に着目すると，UO2の溶解により消費される遊離硝酸の量[mol]は 

𝑚𝑈𝑂2[𝑔]

𝑀𝑈𝑂2[
𝑔

𝑚𝑜𝑙
]

× 3 = 6.12 × 103[𝑚𝑜𝑙] 
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となる。 

 

ここで 

𝑚𝑈𝑂2:溶解するUO2質量 550 × 103[𝑔] 

𝑀𝑈𝑂2: UO2のmol質量 270[
𝑔

𝑚𝑜𝑙
] 

である。 

 

従って，臨界事故時のエンドピース酸洗浄槽内の溶液の遊離硝酸濃度

は 

2.1[m3] × 103 [
L

𝑚3] × 6 [
𝑚𝑜𝑙

𝑙
] − 6.12 × 103[𝑚𝑜𝑙]

2.1[m3] × 103 [
𝐿

𝑚3]
= 3.0[N] 

 

となる。 

 

 

参考文献 

( 1 ) 再処理プロセス・化学ハンドブック検討委員会, 再処理プロセス・化

学ハンドブック第3版, JAEA-Review 2015-002, 2015, 
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4. 線量告示に定められた周辺監視区域外の空気中の濃度限度との比較

に係る評価方法と評価に用いたパラメータについて 

 

臨界事故により外部に放出される放射性物質は，敷地境界において，

線量告示（核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規

定に基づく線量限度等を定める告示）の周辺監視区域外の空気中の濃度

限度（３ヶ月平均）（以下，「濃度限度」という。）を下回ることを評価し

ている。ここでは，同評価の内容について取りまとめる。 

 

4.1 評価の前提 

本評価では，臨界事故により生成する放射性エアロゾル並びに放射性

希ガス及び放射性よう素（以下，「放射性希ガス等」という。）を評価

対象とする。 

 (１) 放射性エアロゾル 

   「1.」のセシウム－137 換算放出量（放射性エアロゾル）の評価で

は廃ガス貯留槽への貯留を考慮し，放射性エアロゾルの放出割合（溶

液から気相中に移行した放射性エアロゾルが機器に残存する割合）を

設定しているが，本評価では保守性を見込み，全機器一律 100％と設

定（廃ガス貯留槽への貯留を考慮せず，全量放出を想定）する。 

   上記以外の放出量算出に係る評価条件は，「1.」と同様とする。 

 (２) 放射性希ガス等 

   「2.」の放射性希ガス等の放出割合の評価では廃ガス貯留槽への貯

留及び放射性希ガス等の時間減衰を考慮し，放射性希ガス等の大気中

への放出割合を１％程度に低減できると評価しているが，本評価では

保守性を見込み，全機器一律 100％と設定（廃ガス貯留槽への貯留及

び放射性希ガス等の時間減衰を考慮せず，全量放出を想定）する。 

   上記以外の放出量算出に係る評価条件は，「2.」と同様とする。 

 

4.2 評価方法 

 (１) 放射性エアロゾル 

   濃度限度は３ヶ月平均の値で与えられているため，周辺監視区域外

の空気中の濃度[Ｂｑ／ｃｍ３]を算出するにあたっては「1.」及び

「4.1」で算出した各核種の放出量[Ｂｑ]より，３ヶ月放出での放出

率[Ｂｑ／ｓ]を算出する。 

   周辺監視区域外の空気中の濃度[Ｂｑ／ｃｍ３]（３ヶ月平均濃度）

は（１）式のとおり，放出率[Ｂｑ／ｓ]に相対濃度（以下，「χ／Ｑ」
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という。）を乗じて算出する。なお，χ／Ｑについては，放出源を主排

気筒，気象条件を 2013 年 4月から 2014 年 3月，実効放出継続時間を

１時間として算出した 1.2×10－６[s／ｍ３]の値を使用している。 

 

  周辺監視区域外の空気中の濃度[Ｂｑ／ｃｍ３] 

＝放出率[Ｂｑ／s]×χ／Ｑ[s／ｍ３]×10－６[ｍ３／ｃｍ３]・・（１） 

   算出した周辺監視区域外の空気中の濃度についてα核種及びβγ

核種をそれぞれ合計し，α核種については放出が想定されるβγ核

種の中で最も保守側の値となるＣｍ－250 の濃度限度 2×10－10[Ｂｑ

／ｃｍ３]の値，βγ 核種については放出が想定されるβγ核種の中

で最も保守側の値となるＳｒ－90の濃度限度 8×10－７の値と比較

し，割合の和が１未満となることを確認する。 

 

 (２) 放射性希ガス等 

   周辺監視区域外の空気中の濃度[Ｂｑ／ｃｍ３]（３ヶ月平均濃度）

は，「4.1(１)」と同様の方法で評価を行う。 

   算出した周辺監視区域外の空気中の濃度について放射性希ガス等

の核種毎に最も保守側の値となる濃度限度の値と比較し，割合の和

が１未満となることを確認する。 

 

4.2 評価結果 

 (１) 放射性エアロゾル 

   濃度限度との比較の結果，割合の和は最大でも約 1.3×10－３であり，

１未満となる。 

 

 (２) 放射性希ガス等 

   濃度限度との比較の結果，割合の和は最大でも約 1.9×10－１であり，

１未満となる。 

 

 (３) 結論 

   上記より，放射性エアロゾル及び放射性希ガス等の割合の和を合

計しても約 1.9×10－１であり、１未満となる。 

   なお，基準規模を超える臨界事故（バースト期の核分裂数：

1.1×1017ｆｉｓｓｉｏｎｓ，プラトー期の核分裂数 1.0×1016ｆｉｓ

ｓｉｏｎｓ／ｓ及び臨界継続時間５分）では，1.6×1018ｆｉｓｓｉｏ

ｎｓから 3.1×1018ｆｉｓｓｉｏｎｓとなり約２倍となるため，上記
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で算出した割合の和（放射性エアロゾル及び放射性希ガス等）も約

２倍となるが，その場合にも濃度限度との比は１未満となる。ま

た，寄与が大きい放射性希ガス等については実際には時間減衰を見

込めるため，本評価結果よりも十分小さくなると考えられる。 

  

2624



 

補 6-4-70 

5. 廃ガス貯留槽内の放射性物質濃度の推移について 

 

  臨界事故が発生した場合には，直ちに自動的に臨界事故が発生した機

器に接続される廃ガス処理設備を停止すると共に，臨界が発生した機器

から廃ガス貯留槽への経路を確立し，空気圧縮機を用いて廃ガス貯留槽

に放射性物質を含む気体を貯留する。また，臨界事故が発生した機器に

空気を供給し，機器の気相部内に存在する放射性物質を含む気体を掃気

し，廃ガス貯留槽に導く。 

  ここでは，廃ガス貯留槽による放射性物質を含む気体の導出完了後，

廃ガス貯留槽内の放射性物質（放射性希ガス及び放射性よう素（以下，

「放射性希ガス等」という。）濃度が時間の経過に従ってどの程度減衰

するかについて説明する。なお，臨界事故により生成する放射性エアロ

ゾルは半減期が長く時間減衰が期待できないため，対象外とする。 

 

5.1 放射性希ガス等 

  第 5.1－１図及び第 5.1－２図にＵ－235及びＰｕ－239 の核分裂収

率における放射性希ガス等の時間による減衰（放射性希ガス等をガン

マ線実効エネルギ 0.5MeV 換算とした場合の放射能に対する減衰）を示

す。 

  第 5.1－１図及び第 5.1－２図のとおり，放射性希ガス等は貯留後１

日時点で千分の一程度まで減衰し，貯留後７日時点で十万分の一程度

まで減衰する。 
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第 5.1－１図 放射性希ガス等の減衰割合（１日後まで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5.1－２図 放射性希ガス等の減衰割合（７日後まで）  
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別紙－１ 

精製建屋 第５一時貯留処理槽における臨界事故時の水素濃度の計算に

用いる気相部体積について 

1. 臨界事故の仮定

第５一時貯留処理槽における臨界事故の想定は誤移送であり，誤移送元

となる溶液は，放射性配管分岐第 1 セル漏えい液受皿に回収されたＰｕを

含む溶液である。 

 同溶液の最大Ｐｕ濃度は，放射性配管分岐第１セル内を通過する配管の

うち最大となるＰｕ濃度として，24[ｇＰｕ／Ｌ]とする。 

 また，溶液の誤移送量は，放射性配管分岐第 1 セル漏えい液受皿におけ

る漏えいを検知し，液移送が停止するまでの時間として１時間を見込んだ

漏えい量である 200[Ｌ]とする。 

上記より，誤移送時の最大Ｐｕ質量は，4800［ｇＰｕ］となる。 

2. 気相部体積の設定

水素濃度の上昇の評価において，機器内の気相部体積は小さく見積もる

ことが保守的な結果を与える。 

 しかしながら，第５一時貯留処理槽にはＰｕは貯留されておらず，誤移

送により移送されるＰｕ質量は 4800［ｇＰｕ］であるため，無限体系にお

ける未臨界濃度（8.2［ｇＰｕ／Ｌ］）との関係において，臨界事故が発生

しうる液量は約 590Ｌとなる。 

 そのため，第５一時貯留処理槽においては，誤移送前に貯槽に存在する

液量と誤移送により移送される液量の合計が約 590［Ｌ］以上になる場合

には，誤移送した場合でも，第５一時貯留処理槽内でＰｕ濃度が希釈によ

り低下し，臨界事故が発生しない。 

 以上より，臨界事故が発生しうる条件における気相部体積は最小の場合

でも以下のとおり想定できる。 

項目 設定値/計算値 

Ａ：第５一時貯留処理槽の全容量 約 ｍ３ 

Ｂ：臨界事故が発生しうる最大液

量 

約 0.6ｍ３ 

気相部容積（Ａ－Ｂ） 約 ｍ３ 
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別紙－２ 

精製建屋 第７一時貯留処理槽における臨界事故時の水素濃度の計算に

用いる気相部体積について 

1. 臨界事故の仮定

第 7一時貯留処理槽における臨界事故の想定は誤移送であり，誤移送元

となる溶液は，第３一時貯留処理槽に貯留されたＰｕを含む溶液である。 

 同溶液の最大Ｐｕ濃度は，Ｐｕ精製工程における平常運転時のＰｕ濃度

のうち，最も高い濃度である 24[ｇＰｕ／Ｌ]とする。 

 また，溶液の誤移送量は，第３一時貯留処理槽の容量である３［ｍ３］

とする。 

上記より，誤移送時の最大 Pu質量は，72［ｋｇＰｕ］となる。 

2. 気相部体積の設定

水素濃度の上昇の評価において，機器内の気相部体積は小さく見積もる

ことが保守的な結果を与える。 

しかしながら，誤移送により移送される Pu 質量である 72［ｋｇＰｕ］

と，過去の実績により確認された，第 7 一時貯留処理槽の Pu 濃度の最大

値（約 ［ｇＰｕ／Ｌ］）を用いて，無限体系における未臨界濃度（8.2

［ｇＰｕ／Ｌ］）に相当する場合の最大液量を求めると，臨界事故が発生

しうる液量は約 ［ｍ３］となる。計算式を以下に示す。 

 誤移送が発生する前に貯槽に存在する液量を X[Ｌ]とすると，臨界にな

りうる最大液量は以下に示される。 

72[kgPu] + （ [gPu/L] × Ｘ[L]）

3000[𝐿] + 𝑋[𝐿]
= 8.2[gPu/L] 

上記式より、X= [Ｌ]であり、誤移送が行われた時点の貯槽内の容積は

X+3000[Ｌ]= [Ｌ]=約 [ｍ３]となる。 

 そのため，第７一時貯留処理槽においては，誤移送前に貯槽に存在する

液量と誤移送により移送される液量の合計が約 ［ｍ３］以上になる

場合には，誤移送した場合でも，第７一時貯留処理槽内でＰｕ濃度が希釈

により低下し，臨界事故が発生しない。 

 以上より，臨界事故が発生しうる条件における気相部体積は最小の場合

でも以下のとおり想定できる。 
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項目 設定値/計算値 

Ａ：第７一時貯留処理槽の全容量 約 ｍ３ 

Ｂ：臨界事故が発生しうる最大液

量 

約 ｍ３ 

気相部容積（Ａ－Ｂ） 約 ｍ３ 
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3.  核分裂数の設定方法 

上述のとおり臨界事故時のふるまいは種々の要因が複雑に関連して変化し

ていくことから，核分裂数及び核分裂率を，確度を持って数値解析的に求め

ることは容易ではない。一方，臨界安全ハンドブック第２版(2)によれば，第

１表に示すとおり，臨界事故評価において事故シナリオを仮想する場合は，

臨界事故事例、臨界事故模擬実験の結果並びに基準を参考にする方法が提案

されており，他の再処理施設の臨界事故の評価においても事故事例に基づき

核分裂数が設定されている例がある。よって再処理施設の臨界事故において

も，過去の臨界事故事例を参考に核分裂数を設定することとする。 

 

第１表 臨界安全ハンドブック第２版における該当箇所 
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第２表 臨界安全ハンドブック第２版における該当箇所（つづき） 
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4. 過去の臨界事故事例 

 ロスアラモス国立研究所発行の A Review of criticality Accidents 

(2000 Revision) (3)によると，過去に核燃料物質の処理施設で発生した臨界

事故は 22 件あり，そのうち 21 件が溶液若しくはスラリー状，１件が金属イ

ンゴットの核燃料物質によるものである（1978 年 12 月 13 日に発生した

Siberian Chemical Combine における臨界事故は金属体系，それ以外は溶液

体系）。過去に核燃料処理施設で発生した臨界事故の規模を第２表に示す。 

 

第２表 臨界事故時の核分裂数 

 

※ 推定核分裂率（出力）のない場合及び「バースト期のみ」等の記載がな

い場合は，全核分裂数を継続時間で除した値を推定核分裂率とした。 

 

 第２表より，過去に発生した臨界事故のうち，核分裂数が最大となった事

例は 1959 年に Idaho Chemical Processing Plant にて発生した臨界事故の

4×1019fissions である。 

事象名 全核分裂数
[fissions]

推定核分裂率※
[fissions/sec]

バースト核分裂数
[fissions]

Mayak Production Association，1953.3.15 2.00E+17 3.33E+15 ―

Mayak Production Association，1957.4.21 1.00E+17 1.67E+14 ―

Mayak Production Association，1958.1.2 2.00E+17 （バースト期のみ） 2.00E+17
Oak Ridge Y-12Plant，1958.6.16 1.30E+18 6.90E+15 6.00E+16
Los Alamos Scientific Laboratory，1958.12.30 1.50E+17 （バースト期のみ） 1.50E+17
Idaho Chemical Processing Plant，1959.10.16 4.00E+19 4.44E+16 1.00E+17
Mayak Production Association，1960.12.5 2.50E+17 3.47E+13 ―

Idaho Chemical Processing Plant，1961.1.25 6.00E+17 1.00E+16 6.00E+16
Siberian Chemical Combine，1961.7.14 1.20E+15 2.00E+13 2.00E+14
Hanford Works，1962.4.7 8.00E+17 1.33E+14 1.00E+16
Mayak Production Association，1962.9.7 2.00E+17 2.78E+13 ―

Siberian Chemical Combine，1963.1.30 7.90E+17 2.12E+13 ―

Siberian Chemical Combine，1963.12.2 1.60E+16 （不明） ―

United Nuclear Fuels Recovery Plant，1964.7.24 1.30E+17 2.41E+13 1.10E+17
Electrostal Machine-Building Plant，1965.11.3 1.00E+16 3.33E+12 ―

Mayak Production Association，1965.12.16 5.50E+17 2.18E+13 ―

Mayak Production Association，1968.12.10 1.00E+17 （不明） 1.00E+17
Windscale Works，1970.8.24 1.00E+15 1.00E+14 ―

Idaho Chemical Processing Plant，1978.10.17 2.70E+18 5.00E+15 ―

Siberian Chemical Combine，1978.12.13 3.00E+15 （バースト期のみ） 3.00E+15
Novosibirsk Chemical Concentration Plant，1997.5.15 5.50E+15 （バースト期のみ） 4.30E+15
JCO Fuel Fabrication Plant,1999.9.30 2.50E+18 4.08E+13 8.00E+16
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5．核分裂数の設定 

（１）バースト期の核分裂数 

臨界事故のバースト期の核分裂数は，過去に核燃料物質の処理施設

で発生した臨界事故におけるバースト期の核分裂が 1014～1017fissions

の幅を取ることを踏まえ，基本想定としては 1018fissions を想定する。 

なお，バースト期に続いて生じる可能性のある出力振動期における

核分裂についても，バースト期に含まれるとする。 

（２）核分裂率 

  臨界事故の核分裂率についても過去に発生した臨界事故等を踏まえ適

切に設定する。過去の事故においては，臨界事故における核分裂率は

おおむね 1012～1016fissions/sec の幅を取る。この過去の結果を踏まえ，

核分裂率として 1×1015fissions/sec を設定する。ただし，臨界事故の

核分裂率は一意に定まるものではないことから，上記核分裂率に幅を

持つことが想定される。したがって，重大事故の検討では，基本とな

る核分裂率を 1×1015fissions/sec とし，範囲としては 1014 ～

1016fissions/sec の幅を持つことを考慮する。 
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れを考慮せず，臨界事故の核分裂数を，過去に発生した臨界事故，溶

液状の核燃料物質による臨界事故を模擬した過渡臨界実験及び国内外

の核燃料施設の安全評価で想定される臨界事故規模を踏まえ1020とした

場合（プラトー期が１日以上継続した場合に相当）には，外部への放

出量の増大及び溶液の沸騰・蒸発による乾燥固化等が顕在化する可能

性がある。 

したがって，臨界事故への対処のうち拡大防止対策に用いる設備は，

臨界事故が発生した場合に確実かつ迅速に可溶性中性子吸収材を供給

できるよう設計において考慮する。 

 

6．参考文献 

(1) 原子力安全研究協会．核燃料の臨界安全（実務テキストシリーズ No.2）

昭和59年12月． 

(2) 日本原子力研究所．臨界安全ハンドブック第２版．1999-03，JAERI 

1340． 

(3) Los Alamos NATIONAL LABORATORY．A Review of Criticality 

Accidents 2000 Revision. LA-13638 
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本書では，臨界事故の有効性評価に使用するパラメータ等の不確かさにつ

いて説明する。具体的には以下の項目について記載する。 

 

1．臨界事故における大気中への放射性物質の放出量（セシウム－137 換算） 

 

2．揮発性ルテニウムの除染係数 

 

3．臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気 

 

4．参考文献 
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1．臨界事故における大気中への放射性物質の放出量（セシウム－137 換算） 

 

1.1 はじめに 

本資料は，臨界事故における大気中への放射性物質の放出量（セシウム－

137 換算）の算定にあたって使用する各パラメータの不確かさについて説明

するものである。 

 

1.2  各パラメータの不確かさについて 

(１) 臨界事故が発生した機器が保有する放射性物質量（ＭＡＲ） 

ａ．上振れ効果 

  ＭＡＲの上振れとなる要因はない。 

ｂ．下振れ効果 

  第１表に示す再処理する使用済燃料の冷却年数を 15 年に制限した条件

を用いて放射能濃度を算出し，第２表のとおり燃料使用の変動に係る補正

係数を考慮した場合，一桁程度の下振れとなる。 

 

第１表 使用済燃料の条件 

燃料型式 PWR 

初期濃縮度 4.5wt% 

燃焼度 45,000MWd/t･UPr 

比出力 38MW/t･UPr 

冷却年数 15 年 
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(２) 臨界事故の影響を受ける割合（ＤＲ） 

ａ．上振れ効果 

第３表に過去に核燃料物質の処理施設で発生した臨界事故及びその核

分裂数を示す。第４表に過去の臨界事故での全核分裂数及び核分裂率の推

定値を示す。 

過去に発生した臨界事故のモードは，バースト期のみで収束している

ものと、臨界事故の有効性評価で想定したバースト期及びプラトー期を有

するものがある。 

そこで、過去の臨界事故のうち、バースト期及びプラトー期を有する

臨界事故を参照し，核分裂数の上振れを推定すると，臨界事故のバースト

期，プラトー期の核分裂率の最大値はそれぞれ 1.1×1017ｆｉｓｓｉｏｎｓ

（United Nuclear Fuels Recovery Plant 1964 年：第３表及び第４表

No.14），及び推定 4.5×1016 ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓｅｃ（Idaho Chemical 

Processing Plant 1959 年：第３表及び第４表 No.６）である。（１） 

ただし、Idaho Chemical Processing Plant 1959 年の事故においては、

形状寸法管理を行わない貯槽に多量の高濃縮ウラン溶液が流入した結果発

生したものであり、臨界事故が発生した以降も溶液の移送が継続し、結果

として 20 分間にわたって臨界状態が継続したものである。一方，臨界事

故への対処では、臨界事故の発生を検知後、直ちに再処理施設の運転を停

止することで正の反応度の添加を防止するとともに、中性子吸収材の供給

による速やかな未臨界への移行が行われるため、上記の事故とは状況が異

なる。本事故以外の臨界事故のプラトー期の核分裂率の最大値は推定１×

1016ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓｅｃ（Idaho Chemical Processing Plant 1961

年：第３表及び第４表 No.８）となる。 

上記を踏まえ，上振れを考慮する場合においては，バースト期の核分
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裂数を 1.1×1017ｆｉｓｓｉｏｎｓ，プラトー期の核分裂数を１×1016 

ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓｅｃとする。 

また，臨界事故の影響を受ける割合は，全核分裂数に依存するため，

未臨界確保対策が想定よりも短い時間で完了できた場合には，その割合は

小さくなる。未臨界確保対策である重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

から，未臨界に必要な量の可溶性中性子吸収材が供給されるまでの時間に

ついては一律 10 分と設定しているが，実際の設備構成を踏まえた場合，

その時間は，５分以下と見積もられる。 

上記の全核分裂数の不確かさ及び現実的な可溶性中性子吸収材の供給

時間を総合的に考慮すると，全核分裂数は 3.1×1018ｆｉｓｓｉｏｎｓと

なることから，条件によっては２倍程度の上振れを有する可能性がある。 
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第３表 過去に核燃料物質の処理施設で発生した臨界事故の核分裂数 （１） 
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第４表 過去の臨界事故での核分裂数及び核分裂率の推定値 

No. 事象名 全核分裂数 

[fissions] 

推定核分裂率※ 

[fissions/sec] 

バースト核分裂数 

[fissions] 

1 Mayak Production Association，1953.3.15 2.00E+17 3.33E+15 ― 

2 Mayak Production Association，1957.4.21 1.00E+17 1.67E+14 ― 

3 Mayak Production Association，1958.1.2 2.00E+17 （バースト期のみ） 2.00E+17 

4 Oak Ridge Y-12Plant，1958.6.16 1.30E+18 6.90E+15 6.00E+16 

5 Los Alamos Scientific Laboratory，1958.12.30 1.50E+17 （バースト期のみ） 1.50E+17 

6 Idaho Chemical Processing Plant，1959.10.16 4.00E+19 4.44E+16 1.00E+17 

7 Mayak Production Association，1960.12.5 2.50E+17 3.47E+13 ― 

8 Idaho Chemical Processing Plant，1961.1.25 6.00E+17 1.00E+16 6.00E+16 

9 Siberian Chemical Combine，1961.7.14 1.20E+15 2.00E+13 2.00E+14 

10 Hanford Works，1962.4.7 8.00E+17 1.33E+14 1.00E+16 

11 Mayak Production Association，1962.9.7 2.00E+17 2.78E+13 ― 

12 Siberian Chemical Combine，1963.1.30 7.90E+17 2.12E+13 ― 

13 Siberian Chemical Combine，1963.12.2 1.60E+16 （不明） ― 

14 United Nuclear Fuels Recovery Plant，1964.7.24 1.30E+17 2.41E+13 1.10E+17 

15 Electrostal Machine-Building Plant，1965.11.3 1.00E+16 3.33E+12 ― 

16 Mayak Production Association，1965.12.16 5.50E+17 2.18E+13 ― 

17 Mayak Production Association，1968.12.10 1.00E+17 （不明） 1.00E+17 

18 Windscale Works，1970.8.24 1.00E+15 1.00E+14 ― 

19 Idaho Chemical Processing Plant，1978.10.17 2.70E+18 5.00E+15 ― 

20 Siberian Chemical Combine，1978.12.13 3.00E+15 （バースト期のみ） 3.00E+15 

21 Novosibirsk Chemical Concentration Plant，1997.5.15 5.50E+15 （バースト期のみ） 4.30E+15 

22 JCO Fuel Fabrication Plant,1999.9.30 2.50E+18 4.08E+13 8.00E+16 

※ 推定核分裂率（出力）のない場合及び「バースト期のみ」等の記載がない場合は，全核分裂数を継続時間で除した値

を推定核分裂率とした。 
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ｂ．下振れ効果 

今回設定した全核分裂数 1.6×1018ｆｉｓｓｉｏｎｓと，第３表に示す

過去に核燃料物質の処理施設で発生した臨界事故の全核分裂数に 1017ｆｉ

ｓｓｉｏｎｓ程度の場合もあることから，１桁程度下振れする可能性があ

る。 

また，評価においては，より厳しい評価となるよう核分裂により発生

する熱エネルギは全て溶液の蒸発に使用される断熱条件とし，臨界事故発

生時に溶液が既に沸騰状態にあることを前提と仮定しているが，実際には

機器内の溶液量や機器への熱の伝達によっては溶液が沸騰に至らない可能

性がある。この場合，沸騰により放射性物質を含む蒸気が発生しないこと

から，１桁程度下振れする可能性がある。 

 

(３) 核分裂の熱エネルギによる沸騰等により放射性物質が機器の気相に移

行する割合（ＡＲＦ） 

不確かさの幅の設定は行わない。 

 

(４) 大気中への放出経路における除染係数 

 ａ．上振れ効果 

  下記ｃ．に示す不確かさを有する。 

ｂ．下振れ効果 

  高性能粒子フィルタの除染係数は、第５表に基づき蒸気がフィルタの除

染係数を低下させる傾向をもつことを考慮して１段当りの除染係数を100

と設定している。ただし，廃ガス処理設備中の凝縮器により蒸気は凝縮さ

れることで，蒸気による除染係数の低下が生じないことが考えられ，この

場合，除染係数は１桁程度の上振れ，すなわち大気中への放射性物質の放
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出量は１桁程度の下振れを見込める。 

さらに，上記廃ガス処理設備には洗浄塔等の機器が設置されているた

め，洗浄塔による放射性物質の除去に期待できる可能性があり，この効果

として除染係数は１桁程度の上振れ，すなわちＬＰＦとしては１桁程度の

下振れを見込める。 
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ｃ．ルテニウムについて 

沸騰に伴い気相中へ移行する放射性物質のうち，ルテニウムについて

は，気相中への移行が沸騰による飛まつ同伴であり，エアロゾルとして移

行すると考えられるものの，仮に揮発性の化学形態であった場合，放出経

路構造物及び高性能粒子フィルタによる除去が期待できない可能性がある。

その場合であっても，揮発性として移行したルテニウムは，廃ガス処理設

備に設置している洗浄塔等により一定程度除去されると推定される。 

廃ガス処理設備に設置している洗浄塔等による除去効果を安全側に見

積もって，揮発性ルテニウムの除染係数を，溶解槽等における臨界事故で

は 10 とする。なお，精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理

系（プルトニウム系）においても，洗浄塔が存在するが，ルテニウムの吸

着がＮＯｘの存在下において行なわれるものであることを考慮し，第５一

時貯留処理槽等における臨界事故ではこの効果を見込まない。 

臨界事故により気相中へ移行したルテニウムを全て揮発性とした場合

の，大気中への機器内の溶液由来のルテニウムの放出量（セシウム－137 

換算）を第６表，臨界事故時の核分裂により生成するルテニウムの大気中

への放出量（セシウム－137 換算）を第７表に示す。また，大気中への放

射性物質の放出量（セシウム－137 換算）の計算結果を表８表に示す。大

気中への放射性物質の放出量（セシウム－137 換算）は，溶解槽における

臨界事故の場合で約６倍となる。 

揮発性ルテニウムの除染係数の設定根拠については 3.に示す。 
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第６表 大気中へのルテニウムの放出量（セシウム－137 換算） 

（ルテニウムを揮発性とした場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ＬＰＦ＝（１／除染係数）×放出割合 

溶解槽
[Bq] [-] [-] [Bq] [－] [Bq]

核種 MAR ＡＲＦ LPF 放出量 Ｃｓ換算係数 Cs137換算放出量
Ru-103 7.88E-26 1.00E-03 1.50E-02 1.18E-30 1.15E-02 1.36E-32
Ru-106 9.90E+11 1.00E-03 1.50E-02 1.49E+07 3.69E-02 5.49E+05

エンドピース酸洗浄槽
[Bq] [-] [-] [Bq] [－] [Bq]

核種 MAR ＡＲＦ LPF 放出量 Ｃｓ換算係数 Cs137換算放出量
Ru-103 5.52E-26 1.00E-03 5.00E-03 2.76E-31 1.15E-02 3.18E-33
Ru-106 6.93E+11 1.00E-03 5.00E-03 3.47E+06 3.69E-02 1.28E+05

ハル洗浄槽
[Bq] [-] [-] [Bq] [－] [Bq]

核種 MAR ＡＲＦ LPF 放出量 Ｃｓ換算係数 Cs137換算放出量
Ru-103 5.25E-27 1.00E-03 1.50E-02 7.88E-32 1.15E-02 9.09E-34
Ru-106 6.60E+10 1.00E-03 1.50E-02 9.90E+05 3.69E-02 3.66E+04

第５一時貯留処理槽
[Bq] [-] [-] [Bq] [－] [Bq]

核種 MAR ＡＲＦ LPF 放出量 Ｃｓ換算係数 Cs137換算放出量
Ru-103 2.76E-32 1.00E-03 1.00E-01 2.76E-36 1.15E-02 3.19E-38
Ru-106 3.47E+05 1.00E-03 1.00E-01 3.47E+01 3.69E-02 1.28E+00

第７一時貯留処理槽
[Bq] [-] [-] [Bq] [－] [Bq]

核種 MAR ＡＲＦ LPF 放出量 Ｃｓ換算係数 Cs137換算放出量
Ru-103 4.14E-31 1.00E-03 2.50E-01 1.04E-34 1.15E-02 1.19E-36
Ru-106 5.20E+06 1.00E-03 2.50E-01 1.30E+03 3.69E-02 4.80E+01
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第７表 臨界の核分裂により生成するルテニウムの大気中への放出量 

（Ｃｓ－137換算）（ルテニウムを揮発性とした場合） 

核種 
溶解槽 

エンドピー

ス酸洗浄槽 
ハル洗浄槽 

第５一時貯

留処理槽 

第７一時貯

留処理槽 

セシウム－137 換算放出量（TBq）※１ 

Ru-103 3.96E-09 1.32E-09 3.96E-09 2.64E-08 6.59E-08 

Ru-105 6.08E-09 2.03E-09 6.08E-09 4.05E-08 1.01E-07 

Ru-106 8.14E-10 2.71E-10 8.14E-10 5.43E-09 1.36E-08 

合計 1.08E-08 3.62E-09 1.08E-08 7.23E-08 1.81E-07 

※１ 核分裂収率はルテニウムの放出量が大きくなるなるようプルトニウム－239 による核分裂収率を使用 
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第８表 臨界事故における大気中への放射性物質の放出量 

（Ｃｓ－137換算）（ルテニウムを揮発性とした場合） 

 

臨界事故の発生

を想定する機器 
評価対象 

放出量(ＴＢｑ) 

ルテニウムをエ

アロゾルとして

合算した場合 

ルテニウムを揮

発性として合算

した場合 

溶解槽 

Ｃｓ－137換算値 

1.1×10－７ 6.7×10－７ 

エンドピース酸

洗浄槽 
3.5×10－８ 1.7×10－７ 

ハル洗浄槽 1.1×10－７ 1.5×10－７ 

精製建屋 第５

一時貯留処理槽 
3.1×10－７ 3.8×10－７ 

精製建屋 第７

一時貯留処理槽 
7.6×10－７ 9.4×10－７ 
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2． 揮発性ルテニウムの除染係数 

以下，(１)及び(２)に放出経路における揮発性ルテニウムの挙動イメージ

を示す。 

ただし，揮発性ルテニウムの挙動については，不確実さが大きく，いかな

る条件下においても最大値を期待できるとは限らないが，溶解槽等における

臨界事故では，放出経路全体で除染係数 10 程度は期待できると考えられ

る。 
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(１) 貯槽から廃ガス処理設備に設置している洗浄塔までのライン 

本経路では，以下の特徴から除染係数１～1.3 程度期待できる可能性があ

る。（５） 

 流速が大きく，経路温度が高い場合は，蒸気の凝縮量は小さくなる。 

 気相中のＲｕＯ４は蒸気の凝縮に伴い凝縮液中へ移行する。 

 ＮＯｘ由来の亜硝酸（ＨＮＯ２）とＲｕＯ４が反応し，ニトロシルル

テニウム化合物を形成する。 

  ⇒ ２ＮＯ２＋Ｈ２Ｏ→ＨＮＯ３＋ＨＮＯ２ 

       ＲｕＯ４＋４ＨＮＯ２→Ｒｕ（ＮＯ）（ＮＯ３）３＋２Ｈ２Ｏ 

 残存するＲｕＯ４は硝酸蒸気雰囲気では安定化され，形態を維持した

まま，気相中を移行する。 

 

 

 

 

 

 

 

第２図 貯槽から廃ガス処理設備に設置している洗浄塔入口までのラインに

おける揮発性Ｒｕの挙動イメージ 
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(２)  廃ガス処理設備に設置している洗浄塔 

廃ガス処理設備に設置している洗浄塔では，以下の特徴から除染係数は～

25 程度期待できる可能性がある。 

 文献
（ ６ ）

ではＮＯｘを付加せずガスモル比が近い条件で除染係数 1.2（Ｌ

ＰＦ＝0.82） 

 また，ＮＯｘを付加した条件では除染係数 25（ＬＰＦ＝0.04） 

 気相中のＲｕＯ４は蒸気の凝縮に伴い凝縮液中へ移行する。 

 ＮＯｘ由来の亜硝酸（ＨＮＯ２）とＲｕＯ４が反応し，ニトロシルル

テニウム化合物を形成する。 

  ⇒ ２ＮＯ２＋Ｈ２Ｏ→ＨＮＯ３＋ＨＮＯ２ 

       ＲｕＯ４＋４ＨＮＯ２→Ｒｕ（ＮＯ）（ＮＯ３）３＋２Ｈ２Ｏ 

 蒸気の凝縮に伴い，雰囲気中の硝酸水蒸気が減少し，ＲｕＯ４の一部

が固体状ＲｕＯ２へ変化する。 

  ⇒ ＲｕＯ４(ｇ)→ＲｕＯ２(ｓ) + Ｏ２ 

 実際の高レベル濃縮廃液において，気体状のＲｕの放出に対して模擬

廃液の加熱試験と同様の比でＮＯｘが放出される場合，ＬＰＦのさら

なる低下が予想され，この場合，最大で除染係数 25 となる。 

 

 

 

 

第３図 廃ガス処理設備に設置している洗浄塔における揮発性Ｒｕの挙動イ

メージ 
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 せん断処理・溶解廃ガス処理設備に設置している洗浄搭（ＮＯｘ吸収

塔）には溶解設備で供給されたＮＯｘが付加されていることから，同

様の低下が期待できる。 
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3． 臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気 

一般圧縮空気系からの水素掃気のための空気の供給により，溶液がかくは

ん状態となり，溶液中から機器の気相部への水素の移行量が増大すること

で，溶液由来の放射線分解水素にかかる見かけ上のＧ値が上昇する可能性が

考えられるが，第９表に示すとおり，空気の供給流量が水素発生量に対し十

分に大きいことから，溶液のかくはんを考慮しても，空気の供給により臨界

事故が発生した貯槽等内の水素濃度が低下することに変わりはない。 

また，廃ガス貯留槽への導出完了にともない，水素掃気のための空気の供

給を停止することから，水素濃度平衡値がドライ換算４ｖｏｌ％を下回るこ

とに変わりはない。 

 

第９表 一般圧縮空気系からの水素掃気のための空気の供給流量  

建
屋
名 

臨界事故の発

生を想定する

機器 

溶液由来の水素

発生量 

[m3/h] 

① 

一般圧縮空気系

からの水素掃気

のための空気の

供給流量 

[m3/h] 

② 

水素発生量／水

素掃気のための

空気供給量 

②／① 

前
処
理
建
屋 

溶解槽Ａ 1.1E-02 ６ 5.4E+02 

溶解槽Ｂ 1.1E-02 同上 5.4E+02 

エンドピース
酸洗浄槽Ａ 

6.6E-04 同上 9.0E+03 

エンドピース
酸洗浄槽Ｂ 

6.6E-04 同上 9.0E+03 

ハル洗浄槽Ａ 7.3E-04 同上 8.2E+03 

ハル洗浄槽Ｂ 7.3E-04 同上 8.2E+03 

精
製
建
屋 

第５一時貯留
処理槽 

7.3E-04 同上 8.2E+03 

第７一時貯留
処理槽 

1.5E-02 同上 4.0E+02 
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 臨 界 事 故 に よ り 発 生 す る 放 射 線 分 解 水 素 の 掃 気 の 評 価 に

用いる崩壊熱密度は，再処理する使用済燃料の冷却期間を 15年

として得られる放射性物質の核種組成を基に算出した，臨界事故時に機器が

内包する溶液の平常運転時の最大値を設定しており，最確条件の場合は，水

素濃度がさらに低下する。 

 

 また，臨界事故時における核分裂数については，供給完了までの時間に安

全余裕を見込んでいること及び未臨界移行後の実効増倍率を0.95以下と評価

していることから，評価時間より早期に未臨界状態に移行できると考えられ，

核分裂数が少なくなることで水素発生量が減少し，機器内の水素濃度が低下

する。 
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作業時間の想定根拠 

 

１．未臨界に移行し，及び未臨界を維持するための対応手順 

(１) 可溶性中性子吸収材の自動供給 

 ａ．所要時間 

  (ａ)前処理建屋 

 

  (ｂ)精製建屋 

 

 

 ｂ．操作の成立性 

   作業環境：建屋内照明は点灯した状態，且つ適切な防護具（酸 

素呼吸器，汚染防護衣，個人線量計等）を着用又は 

携行して作業を行う。 

   移動経路：中央制御室及び建屋内の照明は点灯した状態，且つ 

線量上昇の有無等の対処の阻害要因を把握し，その 

状況に応じて，適切なアクセスルートの選定を行う 

ため，アクセスルートに支障はない。 

   操作性 ：緊急停止系を用いた停止操作は緊急停止操作スイッ 

チの操作であり，容易に操作可能である。また，セル 

作業内容
想定作業
時間※

実績等※ 備考

臨界検知用放射線検出器の警報の
発報の確認による臨界事故の拡大
防止対策の作業の着手判断及び実
施判断

１分 約１分
警報の発報を認識し，臨界事故の発生を認識するまでの時間とし
て１分を想定

固体状の核燃料物質の移送停止 １分 約１分 訓練実績（中央制御室）

臨界事故が発生したセル周辺の線
量当量率の計測による未臨界への
移行の成否判断

25分 約25分 建屋内の移動及び線量当量率の測定時間として25分を想定

可溶性中性子吸収材の供給開始
（自動）確認

３分 約３分 類似の訓練実績を参考に約３分と想定

※対策作業に必要となる時間であり、作業場所への移動時間及び要員の装備の着装時間を含まない。

※対策作業に必要となる時間であり、作業場所への移動時間及び要員の装備の着装時間を含まない。

作業内容
想定作業
時間※

実績等※ 備考

臨界検知用放射線検出器の警報の
発報の確認による臨界事故の拡大
防止対策の作業の着手判断及び実
施判断

１分 約１分
警報の発報を認識し，臨界事故の発生を認識するまでの時間とし
て１分を想定

液体状の核燃料物質の移送停止 １分 約１分 訓練実績（中央制御室）

臨界事故が発生したセル周辺の線
量当量率の計測による未臨界への
移行の成否判断

25分 約25分 建屋内の移動及び線量当量率の測定時間として25分を想定

可溶性中性子吸収材の供給開始
（自動）確認

３分 約３分 類似の訓練実績を参考に約３分と想定
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周辺の線量当量率の計測はサーベイメータの操作で 

あり，容易に操作可能である。 

   連絡手段：所内携帯電話により連絡が可能である。 

 

２．臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気 

(１) 空気の供給 

 ａ．所要時間 

  (ａ)前処理建屋 

 
  (ｂ)精製建屋 

 

 

 ｂ．操作の成立性 

   作業環境：建屋内照明は点灯した状態，且つ適切な防護具（酸 

素呼吸器，汚染防護衣，個人線量計等）を着用又は 

携行して作業を行う。 

   移動経路：中央制御室及び建屋内の照明は点灯した状態，且つ 

線量上昇の有無等の対処の阻害要因を把握し，その 

状況に応じて，適切なアクセスルートの選定を行う 

ため，アクセスルートに支障はない。 

   操作性 ：臨界事故時水素掃気系の一般圧縮空気系からの空気

作業内容
想定作業
時間※

実績等※ 備考

一般圧縮空気系からの空気供給準備 20分 約20分 類似の訓練実績を参考に約20分と想定

一般圧縮空気系からの空気供給

事象発生40分
後から廃ガス
貯留槽への導
出完了まで

－

計器監視（貯槽掃気圧縮空気流量）

事象発生40分
後から廃ガス
貯留槽への導
出完了まで

－

※対策作業に必要となる時間であり、作業場所への移動時間及び要員の装備の着装時間を含まない。

作業内容
想定作業
時間※

実績等※ 備考

一般圧縮空気系からの空気供給準備 20分 約20分 類似の訓練実績を参考に約20分と想定

一般圧縮空気系からの空気供給

事象発生40分
後から廃ガス
貯留槽への導
出完了まで

－

計器監視（貯槽掃気圧縮空気流量）

事象発生40分
後から廃ガス
貯留槽への導
出完了まで

－

※対策作業に必要となる時間であり、作業場所への移動時間及び要員の装備の着装時間を含まない。
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供給は通常の弁操作であり，容易に操作可能である。

また，可搬型建屋内ホースの接続は，コネクタ接続で

あり容易に操作可能である。 

   連絡手段：所内携帯電話により連絡が可能である。 

 

３．廃ガス貯留設備による放射線物質の貯留 

(１) 廃ガス貯留槽への導出及び換気再開のための対応 

 ａ．所要時間 

  (ａ)前処理建屋 

 

  (ｂ)精製建屋 

 

 

 ｂ．操作の成立性 

   作業環境：建屋内照明は点灯した状態，且つ適切な防護具（酸 

素呼吸器，汚染防護衣，個人線量計等）を着用又は 

携行して作業を行う。 

   移動経路：中央制御室及び建屋内の照明は点灯した状態，且つ 

線量上昇の有無等の対処の阻害要因を把握し，その 

状況に応じて，適切なアクセスルートの選定を行う 

ため，アクセスルートに支障はない。 

   操作性 ：廃ガス貯留槽への導出には操作は要しない。導出完了

後の廃ガス処理設備からの換気再開については，中

央制御室の安全系監視制御盤及び監視制御盤のスイ

作業内容
想定作業
時間※

実績等※ 備考

廃ガス貯留設備の圧力計，放射線モニタ及
び流量計並びに溶解槽圧力計監視

事象発生から
放出経路構築

まで
－

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の隔離弁
の操作及び排風機の起動

３分 約１分 訓練実績（中央制御室）

廃ガス貯留設備の隔離弁の操作及び空気圧
縮機の停止

５分 約５分 類似の訓練実績を参考に約５分と想定

※対策作業に必要となる時間であり、作業場所への移動時間及び要員の装備の着装時間を含まない。

作業内容
想定作業
時間※

実績等※ 備考

廃ガス貯留設備の圧力計，放射線モニタ及
び流量計並びに廃ガス洗浄塔入口圧力計監
視

事象発生から
放出経路構築

まで
－

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の
隔離弁の操作及び排風機の起動

３分 約１分 訓練実績（中央制御室）

廃ガス貯留設備の隔離弁の操作及び空気圧
縮機の停止

５分 約５分 類似の訓練実績を参考に約５分と想定

※対策作業に必要となる時間であり、作業場所への移動時間及び要員の装備の着装時間を含まない。
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ッチの操作であり，容易に操作可能である。 

   連絡手段：所内携帯電話により連絡が可能である。 

 

 

以上 
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６．臨界事故への対処 
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臨界事故時の水素発生Ｇ値 
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核分裂により発生する水素に係るＧ値の妥当性 

 

1. 概要 

   臨界事故が発生した場合において，臨界により生じるエネルギにより

放射線分解水素が発生し，機器内の水素濃度が上昇することを想定し

ている。また，臨界事故の要因との関係において，未臨界に移行した

以降にも溶液由来の放射線分解水素が発生し，機器内の水素濃度の上

昇が継続することを想定している。 

   このため，臨界事故の発生を想定する機器に対して，臨界事故発生後

速やかに一般圧縮空気系を用いて空気を供給することで，水素濃度を

低減し，水素爆発未然防止濃度（ドライ換算８ｖｏｌ％）未満を維持

するとともに，可燃限界濃度（ドライ換算４ｖｏｌ％）未満とするこ

ととしている。 

   水素発生量の算出条件の一つに核分裂により発生する水素に係るＧ値

があり，水溶液に対するＧ値としてＧ＝1.8 を設定しているため，ここ

では設定したＧ値の妥当性について説明する。 

 

2. 核分裂により発生する水素に係るＧ値の妥当性 

2.1 Ｇ＝1.8 を使用する根拠 

   臨界事故による水素発生のＧ値については第１表に示す参考文献(1)

～(3)により報告されており，いずれも水溶液における臨界実験結果を

基に求められた値であると推測される。また，溶液の種別及び放射線

の種別については，重大事故における臨界事故の場合と同様である。 

   Ｇ＝1.8 は，報告されているＧ値のうち，最も厳しい結果を与える参

考文献(2)の数値から設定している。 
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   なお，参考文献(2)よりウラン濃度とＧ値は負の相関関係があるが，

Ｇ値の設定においてウラン濃度が低い場合を考慮している。 

 

   なお，Ｇ値に影響を及ぼす因子であるウラン濃度及び酸濃度に着目す

ると，参考文献（1）及び（3）における条件は，前処理建屋のエンド

ピース酸洗浄槽の水素濃度評価上の液性（溶解液）と近く，参考文献

（1）及び（3）に示されるＧ値を適用できると考えられるが，水素の

発生量を大きめに見積もるために，他の機器と同様にＧ値を 1.8 とし

た。 

 

第１表 水溶液における臨界実験による水素発生のＧ値 

 

 

 

 

 

 

  

参考文献 G値[molecules/100eV] 溶液の硝酸及びウラン濃度

(1）阿部仁ほか．溶液燃料の過渡臨界事象に伴う放
射性ヨウ素及び希ガス等の放出挙動の検討，日本
原子力研究所，1999，JAERI-Tech 99-067．

0.77以上 硝酸濃度：0.66～0.78[N]

ウラン濃度：390～406[g/ℓ]

(2）Harry MacDonald Forehand, Jr．“Effect of 
Radiolytic gas on nuclear excursions in 
aqueous solutions”．1981．

約0.6（ウラン濃度約
420g/ℓ）
～1.7(ウラン濃度約5g/ℓ)

硝酸濃度：記載なし

ウラン濃度：約5～約420[g/ℓ]

1.8(fission fragments) 硝酸濃度，ウラン濃度：記載な
し

(3）吉田涼一朗ほか．“硝酸ウラニル水溶液の過渡
臨界における水素ガス発生量の推定”．日本原子
力学会予稿集．福岡，2016/9/7～9/9，日本原子力
研究開発機構，日本原子力学会，2016．

1.2（1E+18fissionsあたり
4molの水素との記載より換
算）

硝酸濃度：文献１と同様と推定

ウラン濃度：文献1と同様と推定
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3. 参考文献 

(1) 阿部仁ほか．溶液燃料の過渡臨界事象に伴う放射性ヨウ素及び希ガス

等の放出挙動の検討，日本原子力研究所，1999，JAERI-Tech 99-067． 

(2) Harry MacDonald Forehand, Jr．“Effect of Radiolytic gas on 

nuclear excursions in aqueous solutions”．1981． 

(3) 吉田涼一朗ほか．“硝酸ウラニル水溶液の過渡臨界における水素ガス発

生量の推定”．日本原子力学会予稿集．福岡，2016/9/7～9/9，日本原

子力研究開発機構，日本原子力学会，2016． 
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JACS コードシステムの妥当性 
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1. はじめに 

本資料は，臨界事故の有効性評価として実施する，拡大防止対策により可

溶性中性子吸収材を供給した場合に未臨界に移行し，及び未臨界を維持でき

ることを確認するために用いるＪＡＣＳコードシステムについてまとめたも

のである。 

 

2. ＪＡＣＳコードシステムの概要１） 

ＪＡＣＳは臨界安全解析をするために日本原子力研究所で開発された計算

コードシステムである。JACS における計算の流れを図 2-l に沿って概説す

る。 

核データは，主として，ENDF/B-IV を用いている。核データを MGCL-ACE

を用いて処理し多群定数ライブラリ一 MGCL を作成する。MGCL は Bondarenko

タイプの自己遮蔽因子，無限希釈面積及び散乱マトリックスからなる。 

系の核種組成と幾何形状を MAIL コードに入力し，多群の巨視的実効断面

積を計算する。非均質体系の場合は，さらに Sn 中性子輸送計算コード

ANISN-JR でセル計算を実施してセル平均の多群巨視的実効断面積を算出し，

REMAIL コードにより全体系各領域の実効断面積を作成する。 

これらの巨視的実効断面積を用いて Sn 中性子輸送計算コード ANISN-JR 又

はモンテカルロ・コード KENO-IV，MULTI-KENO により中性子増倍率を計算す

る。 

以上の計算コードを用いて種々の体系について計算した場合の中性子増倍

率の計算精度が多くのベンチマーク臨界計算の結果から評価されている。こ

の結果から，各燃料体の種類毎に未臨界と判定する keff が定められ，誤差

評価表としてまとめられている。したがって， JACS コードシステムにより

求められた体系の中性子増倍率 keff は，誤差評価表と比較され，系が未臨
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界かどうか判断される。 

 

2.l MGCL 

MGCL は評価済データファイル ENDF/B-IV を MGCL-ACE で処理・作成した

Bondareko 型の多群定数である。MGCL マスターライブラリのエネルギ群数は

137 群である。このライブラリをエネルギ縮約した 26 群 MGCL もある。この

2 つの MGCL の群構造を表 2-1 に示す。MGCL は 1 次元データと 2 次元データ

に分かれる。1 次元データは主に，中性子と原子核の各種反応(弾性散乱，

非弾性散乱，(n，2n)，吸収，捕獲及び核分裂)の自己遮蔽因子(f テーブル)

及び無限希釈断面積から構成され，エネルギ群及び核種をパラメータに持つ。 

但し， f テーブルはこの他に，次に示す 12 点のパックグラウンド断面積

σ0をパラメータに持つ。 

0，0.1，1.0，10，30，100，300，103，3×103，104 ，105，108 [barn] 

なお 1 次元データの中には複数の共鳴核種の存在によって生じる共鳴断面

積への干渉効果(相互遮蔽効果)に関する情報を貯える部分が確保されている

が，現在この部分は空欄になっている。2 次元データは，弾性散乱，非弾性

散乱及び(n，2n) 反応の散乱マトリクスデータである。弾性散乱の角度依存

性は，散乱断面積を Legendre 展開した時の 1 次の項まで考慮している。 

1 次元データ及び 2 次元データのいずれもドップラー効果により中性子温

度に依存するが，MGCL には中性子温度パラメータを取入れていない。MGCL

ではこの代替として次に示す温度別のライブラリを用意している。 

300， 560， 900， 1200， 2100K 

137 群， 300Ｋの MGCL に含まれている核種及びその識別子を表 2-2 に示

す。 
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A.2 MAIL，REMAIL 

MAIL は，MGCL を用いて実効巨視的断面積を計算するとともにこれらを

KENO または ANISN 形式のライブラリに編集するコードである。入力データ

として，体系を構成する各領域に含まれる核種の個数密度を必要とする。な

お，棒状燃料や平板燃料が均一に配列された体系の場合にはダンコフ係数計

算のための情報(棒直径，平板厚さ，配列ピッチ等)も必要になる。 

MAIL のプロセスは次の 3 つに分かれる。 

1.領域に含まれる各核種の実効微視的断面積の計算 

2.領域の実効巨視的断面積の計算 

3.KENO または ANISN 形式ライブラリの編集 

 

REMAIL は， MAIL によって作成済みの複数の KENO または ANISN 形式のラ

イブラリから必要な材質のデータだけを抽出して，再び KENO または ANISN

形式のライブラリに再編集するプログラムである。 

もし作成済みのライブラリの中に参照したいデータが存在すれば， 

REMAIL を用いることにより， MAIL で新たにライブラリを作成するよりも少

ない I/O 回数で必要な材質のライブラリが作成できる。また，ライブラリの

形式変換(KENO 形式 ↔ ANISN 形式)も容易にできる。 

 

A.3 KENO-IV， MULTI-KENO 

KENO-IV はアメリカのオークリッジ国立研究所で開発された多群モンテカ

ルロ臨界計算コードである。主な出力として体系の中性子実効増倍係数

keff が得られる。また，これとは逆に，入力で指定した keff に対応する体

系の大きさを求めること(寸法サーチ計算，配列サーチ計算)もできる。この

コードは体系を 3 次元的に取扱うことが可能で，その入力形式も簡単である
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ため，核燃料取扱施設の複雑で，多種多様な体系の臨界計算及び配列体系の

臨界計算に適している。 

入力では，CYLINDER，SPHERE，CUBE，CUBOID 等の「特殊形状」と呼ばれ

る形状オプシヨンを組合わせてボックス内の各領域を「入れ子」形式で定義

する。ボックス内の領域が複雑で「特殊形状」による定義が困難な場合には

「一般形状(General Geometry)」が用いられる。これは領域の境界面を 2 次

関数で表現する方法で，入力や計算時間の点では不利になるが，交差した配

管やユニットの不規則配列体系に対して有力である。 

中性子輸送問題を解くためのモンテカルロ法とは，少数(数百，数千)の発

生すべき中性子を抽出し，これらの中性子が確率表(中性子断面積データ)に

従って衝突を繰返して体系内で吸収されて消滅するかあるいは体系外へ漏洩

するまでそのパスを追跡することである。初めに核分裂エネルギスペクトル

と中性子空間分布に従って，発生中性子のエネルギ群と空間位置を任意に決

定する。この後に各中性子パスの追跡が始まるが，KENO-IV をはじめとする

大部分のモンテカルロコードでは計算効率を上げるために中性子パスの直接

シミュレーションすなわちアナログモンテカルロ計算を避け，一般に「統計

ウェイト」の考え(非アナログモンテカルロ計算)を導入し，keff を求める。 

前述のように， KENO-IV では複雑な体系に対しては「一般形状」を適用

して形状の定義を行う。 

「一般形状」を用いなければならない複雑な体系として次の三例が挙げら

れる。 

① ユニットの形状が複雑な体系 

② ユニットの配列が不規則な体系 

③ ユニットの一部とユニット配列外周の反射材領域が交互する体系(インタ

ーセクト体系) 
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これらのうち体系②及び③の形状の定義を容易に行うことを主たる目的と

して MULTI-KENO が開発された。MULTI-KENO では，KENO-IV の「ボックス」

より等級の一つ高い「スーパー・ボックス」という新しい概念を導入して，

不規則配列体系の容易な形状表現を可能としている。なお，MULTI-KENO に

おける keff の算法は KENO-IV と全く同一である。 

 

A.4 ANISN -JR 

ANISN-JR コードは，米国オークリッジで開発された一次元輸送計算コー

ド ANISN を基とし，その機能を拡張するよう原研で改良したコードである。

基となった ANISN コードは，離散化表示法(Sn 法)で中性子輸送方程式を解

き，中性子束，実効増倍係数 keff 等を計算する。取扱える幾何形状は，平

板，円柱，球に限られる。離散化表示法では，中性子の運動方向を扱うのに，

角度変数を有限個の領域に分割し，離散化して直接扱うことに特徴がある。

このため，複雑な角度依存性を持った問題でも比較的精度良く計算出来る。 

ANISN-JR は，出力形式，反応率計算，縮約計算等の改良がなされ，機能

が追加されているが，基本的な計算機能は ANISN と同様で，取扱える幾何形

状も平板，円柱，球に限られる。 

JACS コードシステムでは，ANISN-JR を使用する際には，多群定数ライブ

ラリ MGCL から MAIL コードにより ANISN 用のライブラリを計算領域ごとに作

成して用いる。また，非均質体系を取扱う際に，非均質の燃料領域を均質化

して扱うことがあるが，このための均質化断面積を求めるのにも ANISN-JR

は用いられる。 
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3. 臨界事故の有効性評価への適用 

 拡大防止対策により可溶性中性子吸収材を供給した場合に未臨界に移行し，

及び未臨界を維持できることを確認するためには，ＪＡＣＳコードシステム

の MAIL と KENO-Ⅳを組み合わせて計算を行い，非均質体系の計算において

は ANISN-JR 及び REMAIL も用いる。 

 有効性評価内容と計算に用いる計算コードを表 3-１に示す。 
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4.ＪＡＣＳの計算誤差評価 

4.l ＪＡＣＳの計算誤差評価１），２） 

ＪＡＣＳコードシステムの計算誤差は臨界実験解析（以下，「ベンチマー

ク計算」という)により評価されている。 

単一ユニット(十分な水反射体付き)の臨界データを算出するには，JACS

に収納されている 137 群核定数ライブラリーMGCL とモンテカルロ法中性子

輸送計算コード KENO-IV の組合わせにより生じる計算誤差の傾向を評価して

いる。この評価の結果，MGCL と KENO-IV の組合わせにより得られた実効増

倍率がどの値になれば対象系が臨界であると判断され(推定臨界増倍率)，ま

た，どの値以下になれば未臨界と判断されるか(推定臨界下限増倍率)が分か

る。 

計算誤差の傾向は，燃料の形態及び種類に大きく依存すると考えられるこ

とから，燃料部分が，均質か非均質か，また，ウラン燃料かプルトニウム燃

料か混合燃料か，などによって体系を区分する。 

 

ＪＡＣＳコードシステムを用いて得られた，反射体付き単純形状体系（外

周に十分な厚さの反射体を有し，中性子吸収材を含まない単純体系）の推定

臨界下限増倍率を表 4-1 に示す。これは，ＪＡＣＳコードシステムを用いて

行われた，反射体付きの単純な形状を対象とした約 400 ケースのベンチマー

ク計算結果に基づいて作成された。どのグループの推定臨界下限増倍率も，

すべてのベンチマーク計算結果がそれを下回ることがないように適切な裕度

を見込んで設定されている。推定臨界下限値はグループごとの推定臨界下限

増倍率に対応する値として求めることができる。 

反射体付き一般形状体系（反射体付き単純形状体系を含むすべての反射体付

き体系）の推定臨界下限増倍率を表 4-2 に示す。これは，反射体付き一般形
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状体系を対象とした約 600 ケースのベンチマーク計算結果に基づいて，表

2.3 と閉じ方法で作成された。 

 

表 4-2 より，溶解槽，エンドピース酸洗浄槽及びハル洗浄槽の臨界計算に

用いている体系である反射体つき一般形状体系かつ非均質-Ｕ低濃縮系にお

いては，推定臨界下限増倍率は 0.978 であり，第 5 一時貯留処理槽及び第 7

一時貯留処理槽の臨界計算に用いている体系である反射体つき一般形状体系

かつ均質-Pu 系においては，推定臨界下限増倍率は 0.973 である。 

これらの結果を踏まえ，臨界事故の有効性評価においては，計算により得

られた中性子実効増倍率に対する未臨界判定値を 0.95 としており，ベンチ

マーク計算により確認された推定臨界下限増倍率よりも小さいことから，計

算誤差が考慮された評価となっている。 

 

5. 参考文献 

１）臨界安全ハンドブック，科学技術庁原子力安全局核燃料規制課編，にっ

かん書房 (1988) 

２）臨界安全ハンドブック第２版，日本原子力研究所，JAERI-1340 (1999) 
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表 2-1 MGCL137 群及び MGCL26 群のエネルギー構造 

2
6
8
8
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表 2-2 MGCL に含まれている核種及びその識別子 
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表 3-1 有効性評価内容と計算に用いる計算コード 

臨界事故の発生を想定する機

器 
臨界計算体系 

核燃料物質の

種類 

計算に用いる

断面積ライブ

ラリ 

計算に用いる計算コード 

溶解槽 非均質系 ウラン MGCL-137 群 

ANISN-JR（均質化定数作成） 

MAIL（巨視的断面積作成） 

KENO-Ⅳ（実効増倍率計算） 

エンドピース酸洗浄槽 非均質系 同上 同上 

ハル洗浄槽 非均質系 同上 同上 

第 5 一時貯留処理槽 均質系 プルトニウム 同上 
MAIL（巨視的断面積作成） 

KENO-Ⅳ（実効増倍率計算） 
第 7 一時貯留処理槽 均質系 同上 同上 

 

 

2
6
9
0
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図 2-1 JACS コードシステムの標準的な解析フロー 
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６．臨界事故への対処 
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1.  臨界事故時における敷地境界での被ばく線量評価  

1.1 評価内容  

臨界事故が発生した場合，放射性希ガス及び放射性よう

素が気相中に移行する。また，溶液の沸騰及び放射線分解水

素の発生により，飛まつが生成することで放射性物質の気

相中への移行量が増加する。気相中へ移行した放射性物質

は主排気筒を介して，大気中に放出される。なお，放出量評

価については，補足説明資料６－４に示したとおりである。 

上記放出量に対して，拡大防止対策が機能した場合（拡大

防止対策成功時）において事態が収束するまでの間の敷地

境界における被ばく線量を評価する。また，拡大防止対策が

機能せず，全核分裂数が 1020ｆｉｓｓｉｏｎｓに至り，臨界

事故により気相中へ移行した放射性物質の全量が放出され

た場合（拡大防止対策失敗時）の敷地境界における被ばく線

量も合わせて評価する。  

評価対象機器は臨界事故の発生を想定する溶解槽，エン

ドピース酸洗浄槽及びハル洗浄槽（以下「溶解槽等」という。）

並びに精製建屋の第５一時貯留処理槽及び精製建屋の第７

一時貯留処理槽（以下「第５一時貯留処理槽等」という。）

である。  

  臨界事故には被ばく経路が複数存在するため，それぞれ

の被ばく経路ごとに実効線量を算出し，合算する。  

  被ばく経路については以下の通りである。  
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ａ．放射性雲からのガンマ線による外部被ばく  

ｂ．放射性物質の吸入による内部被ばく  

ｃ．臨界事故が発生した機器からのガンマ線及び中性子線に

よる外部被ばく  

ｄ．放射性物質の地表沈着による外部被ばく  
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1.2 放射性雲からのガンマ線による外部被ばく  

1.2.1評価式  

臨界事故時の敷地境界における放射性雲からのガンマ線に

よる外部被ばく線量は，換算方法別に放射性希ガス・よう素

による外部被ばくと，その他の核種による外部被ばくに大別

される。  

以下に，計算式を示す。  

 

ａ）放射性希ガス・よう素による外部被ばく  

臨界事故が発生した場合の大気中への放射性希ガス・よう

素の放出量に，相対線量を乗じて算出する。  

被ばく線量は，以下の計算式（１式）により算出する。  

被ばく線量［Ｓｖ］  

＝空気カーマから実効線量への換算係数［Ｓｖ／Ｇｙ］ 

×相対線量Ｄ／Ｑ［Ｇｙ／Ｂｑ］  

×大気中への放射性希ガス・ヨウ素の放出量［Ｂ

ｑ］（ガンマ線実効エネルギ 0.5ＭｅＶ換算値）  

      （１式）  

 

ｂ）その他の核種による外部被ばく  

臨界事故が発生した場合の大気中への放射性希ガス・よう

素を除く核種の放出量に，相対線量を乗じて算出する。  

 被ばく線量は，以下の計算式（２）により算出する。  

被ばく線量［Ｓｖ］  

＝空気カーマから実効線量への換算係数［Ｓｖ／Ｇｙ］ 
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×相対線量Ｄ／Ｑ［Ｇｙ／Ｂｑ］  

×大気中への放射性希ガス・よう素を除く核種の放

出量［Ｂｑ］（ガンマ線実効エネルギ 0.5ＭｅＶ換

算値）  

      （２式）  

1.2.2 評価に用いる各種パラメータの設定  

拡大防止対策成功時及び拡大防止対策失敗時の敷地境界

での被ばく線量評価に用いた各種パラメータを第 1.2.2－

１表及び第 1.2.2－２表に示す。  
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第 1.2.2.－１表  被ばく線量評価に必要なパラメータの設定（放射性希ガス及び  

放射性よう素による放射性雲からのガンマ線による被ばく）  

項目  拡大防止対策成功時  拡大防止対策失敗時  

パ
ラ
メ
ー
タ 

大
気
中
へ
の
放
射
性
物
質
の
放
出
量 

全核分裂数  1.6E+18 ｆｉｓｓｉｏｎｓ  1E+20 ｆｉｓｓｉｏｎｓ  

放射性物質の移行率  
希ガス： 1 

よう素： 0.25 
希ガス： 1 

よう素： 0.25 

 

１核分裂当たりの
放射性希ガス等の
気相中への移行量  
（ここで示す放射
能はガンマ線実効
エネルギ 0.5Ｍｅ
Ｖ換算値である）  

溶解槽等における臨界事故  
： 9.5E-4Ｂｑ／ｆｉｓｓｉｏｎ  

溶解槽等における臨界事故  
： 9.5E-4Ｂｑ／ｆｉｓｓｉｏｎ  

第５一時貯留処理槽等における
臨界事故  

： 4.3E-4Ｂｑ／ｆｉｓｓｉｏｎ  

第５一時貯留処理槽等における
臨界事故  

： 4.3E-4Ｂｑ／ｆｉｓｓｉｏｎ  

大気中への放出割合
（貯留効果）  

機器毎に設定  １  

その他除染係数  １  １  

相対線量Ｄ／Ｑ（１時間
値）  

5.2E-20 Ｇｙ／Ｂｑ  5.2E-20 Ｇｙ／Ｂｑ  

空気カーマから実効線量
への換算係数Ｋ  

１  Ｓｖ／Ｇｙ  １  Ｓｖ／Ｇｙ  

 

2741



補 6-12-6 
 

第 1.2.2.－２表  被ばく線量評価に必要なパラメータの設定（放射性希ガス及び  

放射性よう素を除く核種による放射性雲からのガンマ線による被ばく）  

 

拡大防止対策成功時  拡大防止対策失敗時  

パ
ラ
メ
ー
タ 

大
気
中
へ
の
放
射
性
物
質
の
放
出

 

ＭＡＲ  機器毎に設定  機器毎に設定  

ＤＲ  下記の通り  下記の通り  

 全核分裂数  1.6E+18 ｆｉｓｓｉｏｎｓ  1E+20 ｆｉｓｓｉｏｎｓ  

 
全核分裂数に相当す
る溶液の沸騰量  

0.023m3 1.42m3 

ＡＲＦ  5E-4 5E-4 

ＤＦ  下記の通り  下記の通り  

 
大気中への放出割合

（貯留効果）  
機器毎に設定  １  

 その他除染係数  
高性能粒子フィルタ： 1E+4 

放出経路構造物： 1E+1 
高性能粒子フィルタ： 1E+4 

放出経路構造物： 1E+1 

相対線量Ｄ／Ｑ（１時間
値）  

5.2E-20 Ｇｙ／Ｂｑ  5.2E-20 Ｇｙ／Ｂｑ  

空気カーマから実効線量へ
の換算係数Ｋ  

１  Ｓｖ／Ｇｙ  １  Ｓｖ／Ｇｙ  
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1.2.3 評価に用いる各種パラメータの設定根拠  

ａ）放射性希ガス・よう素による外部被ばく  

ａ－１）全核分裂数  

 過去に発生した臨界事故等の規模を踏まえ，拡大防止対策失

敗時の被ばく線量の算定には 1×1020ｆｉｓｓｉｏｎｓを使用し，

拡大防止対策成功時の被ばく線量の算定には，拡大防止対策の

効果を考慮した全核分裂数 1.6×1018ｆｉｓｓｉｏｎｓを使用す

る。  

 

ａ－２）１核分裂当たりの放射性希ガス等の気相中への移行量  

臨界により機器から気相中に移行する放射性物質の割合（移

行率）は，設計基準事故のうち，溶解槽における臨界と同じ値と

し，以下のとおりとする。  

希ガス  溶液中の保有量及び臨界に伴う生成量の 100％  

よう素   溶液中の保有量及び臨界に伴う生成量の 25％  

このうち，溶液中に存在していた放射性希ガス等の移行量は，

臨界により生成した放射性希ガス等の移行量に比べて無視でき

る。  

上記の移行率を考慮して求めた，１核分裂当たりの放射性希

ガス等の気相中への移行量として，補足説明資料 6-4 の 2.にて

算出した，１核分裂当たりの放射性希ガス等の発生量𝜒𝜒を使用す

る。  

【補足説明資料 6-4】  
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ａ－３）  貯留効果  

補足説明資料 6-4 の 2.にて算出した，臨界事故により生成す

る放射性希ガス等の事態の収束までの大気中への放出割合を使

用する。  

本評価に使用する大気中への放出割合を第 1.2.3.-１表に示

す。  

【補足説明資料 6-4】  

 

第 1.2.3-１表  臨界事故により生成する放射性希ガス等  

の放出割合  

機器名  

臨界事故により生成する  

放射性希ガス等の放出割合（％）  

計算結果  本評価使用値※  

溶解槽  0.62 0.7 

エンドピース酸洗浄槽  0.51 0.6 

ハル洗浄槽  0.51 0.6 

精製建屋  第５一時貯

留処理槽  
0.55 0.6 

精製建屋  第 7 一時貯

留処理槽  
0.85 0.9 

※本評価使用値は計算結果を有効数字１桁に切り上げたもの。  
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ａ－４）空気カーマから実効線量への換算係数  

空気カーマから実効線量への換算係数Ｋは，設計基準事故の

うち，溶解槽における臨界と同じ値とし，１Ｓｖ／Ｇｙとする。  

 

ａ－５）相対線量  

評価に使用する相対濃度は設計基準事故のうち，溶解槽にお

ける臨界と同じ値とし，以下のとおりとする。  

Ｄ／Ｑ  ＝  5.2E-20 Ｇｙ／Ｂｑ  

 

ｂ）放射性希ガス・よう素を除く核種による外部被ばく  

ｂ－１）ＭＡＲ  

 臨界事故が発生した機器に内包する放射性物質の濃度を設定

することとし，具体的には溶解槽，エンドピース酸洗浄槽及びハ

ル洗浄槽については重大事故の有効性評価と同様に，溶解液の

組成を設定し，第 5 一時貯留処理槽及び第 7 一時貯留処理槽に

ついては硝酸プルトニウム溶液（濃度 24g/L）を設定する。  

 放出を想定する核種は，外部へ与える影響が大きい核種とし

て，セシウム 137 換算放出量に対して１％以上の寄与を有する

核種を対象とする。  

 

ｂ－２）ＤＲ  

 全核分裂数についてはａ）と同様である。  

 溶液の沸騰量については，臨界事故発生時点で既に溶液が沸

騰状態にあるとし，核分裂で発生するエネルギは，すべて溶液の

蒸発に使用されるものとする。  
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ｂ－３）ＤＦ  

 ＤＦのうち，大気中への放出割合は，拡大防止対策成功時にあ

っては，臨界事故の有効性評価で用いた割合と同条件とし，拡大

防止対策失敗時については，１とする。  

 

1.2.4 評価結果  

臨界事故により気相中へ移行し，主排気筒を介して大気中に

放射性物質が放出された場合の敷地境界における放射性雲から

のガンマ線による被ばく線量評価の結果を第 1.2.4－１表に示

す。  
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第 1.2.4－１表  臨界事故が発生した場合における放射性雲からのガンマ線による被ばく線量評価  

臨界事故の発生を

想定する機器  

被ばく線量［ｍＳｖ］  

拡大防止対策成功時  拡大防止対策失敗時  

希ガス・よう素  
希ガス・よう素以

外  
希ガス・よう素  

希ガス・よう素以

外  

溶解槽  6E-04 1E-12 5E+00 5E-10 

エンドピース酸洗

浄槽  
5E-04 4E-13 5E+00 5E-10 

ハル洗浄槽  5E-04 1E-12 5E+00 5E-10 

精製建屋  第５一

時貯留処理槽  
2E-04 2E-15 2E+00 1E-12 

精製建屋  第７一

時貯留処理槽  
3E-04 5E-15 2E+00 1E-12 
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1.3 放射性物質の吸入による内部被ばく  

1.3.1評価式  

臨界事故時の敷地境界における放射性物質の吸入による内部

被ばく線量は，臨界事故が発生した場合の大気中への放射性物

質の放出量に，呼吸率，相対濃度及び線量換算係数を乗じて算出

する。  

被ばく線量は，以下の計算式（３式）により算出する。  

被ばく線量［Ｓｖ］  

＝大気中への放射性物質の放出量［Ｂｑ］  

 ×呼吸率［ｍ３／ｓ］×相対濃度χ／Ｑ［ｓ／ｍ３］  

 ×線量換算係数［Ｓｖ／Ｂｑ］  

      （３式）  

 なお，地表に沈着した放射性物質が再浮遊し，吸入することで

引き起こされる内部被ばくについては被ばく線量に与える影響

が非常に小さいことから考慮しない。  

 

1.3.2 評価に用いる各種パラメータの設定  

 拡大防止対策成功時及び拡大防止対策失敗時の敷地境界での

被ばく線量評価に用いた各種パラメータを第 1.3.2－１表及び

第 1.3.2－２表に示す。  
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第 1.3.2－１表  被ばく線量評価に必要なパラメータの設定  

（放射性物質の吸入による内部被ばく・放射性よう素以外）  

項目  拡大防止対策成功時  拡大防止対策失敗時  

パ
ラ
メ
ー
タ 

大
気
中
へ
の
放
射
性
物
質
の
放
出
量 

ＭＡＲ  機器毎に設定  機器毎に設定  

ＤＲ  下記の通り  下記の通り  

 全核分裂数  1.6E+18 ｆｉｓｓｉｏｎｓ  1E+20 ｆｉｓｓｉｏｎｓ  

 
全核分裂数に相当す
る溶液の沸騰量  

0.023m3 1.42m3 

ＡＲＦ  
ルテニウム： 1E-3 
その他核種： 5E-4 

ルテニウム： 1E-3 
その他核種： 5E-4 

ＤＦ  下記の通り  下記の通り  

 
大気中への放出割合

（貯留効果）  
機器毎に設定  １  

 その他除染係数  
高性能粒子フィルタ： 1E+4 

放出経路構造物： 1E+1 
高性能粒子フィルタ： 1E+4 

放出経路構造物： 1E+1 

相対濃度χ／Ｑ（１時間
値）  

1.2E-6 s/m3 1.2E-6 s/m3 

呼吸率  3.33E-4 m3/s 3.33E-4 m3/s 

換算係数  核種グループごとに設定  核種グループごとに設定  
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第 1.3.2－２表  被ばく線量評価に必要なパラメータの設定  

（放射性物質の吸入による内部被ばく・放射性よう素）  

 

項目  拡大防止対策成功時  拡大防止対策失敗時  

パ
ラ
メ
ー
タ 

大
気
中
へ
の
放
射
性
物
質
の
放
出
量 

全核分裂数  1.6E+18 ｆｉｓｓｉｏｎｓ  1E+20 ｆｉｓｓｉｏｎｓ  

放射性物質の移行率  よう素： 0.25 よう素： 0.25 

放射性よう素の生成
量  

溶解槽等における臨界事故  
：Ｕ -235 の核分裂収率による  

溶解槽等における臨界事故  
：Ｕ -235 の核分裂収率による  

第５一時貯留処理槽等における
臨界事故  

：Ｐｕ -239 の核分裂収率によ
る  

第５一時貯留処理槽等における
臨界事故  

：Ｐｕ -239 の核分裂収率によ
る  

大気中への放出割合
（貯留効果）  

時間減衰効果（ 50 分の減衰）と
して核種ごとに設定  

１  

その他除染係数  １  １  

相対濃度χ／Ｑ（１時間
値）  

1.2E-6 s/m3 1.2E-6 s/m3 

呼吸率  3.33E-4 m3/s 3.33E-4 m3/s 

換算係数  核種ごとに設定  核種ごとに設定  
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1.3.3 評価に用いる各種パラメータの設定根拠  

ａ）放射性よう素以外の核種  

ａ．ＭＡＲ  

 臨界事故が発生した機器に内包する放射性物質の濃度を設定

することとし，具体的には溶解槽，エンドピース酸洗浄槽及びハ

ル洗浄槽については溶解液の組成を設定し，第 5 一時貯留処理

槽及び第 7 一時貯留処理槽については硝酸プルトニウム溶液（濃

度 24g/L）を設定する。  

 

ｂ．ＤＲ  

 全核分裂数については 1.2.3 と同様である。  

 溶液の沸騰量については，臨界事故発生時点で既に溶液が沸

騰状態にあるとし，核分裂で発生するエネルギは，すべて溶液の

蒸発に使用されるものとする。  

 

ｃ．ＤＦ  

 ＤＦのうち，大気中への放出割合は，拡大防止対策成功時にあ

っては，臨界事故の有効性評価で用いた割合と同条件とし，拡大

防止対策失敗時については，１とする。  

 

ｅ．換算係数  

換算係数のうち，よう素以外の核種については，換算係数を核

種グループごとに設定する。  

 設定方法は，ＩＣＲＰ  Ｐｕｂ． 72 に記載された核種ごとの

換算係数に対して，ＯＲＩＧＥＮ 2.0 において計算された各核種
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核種Ｇｒ
換算係数

[Ｓｖ／Ｂｑ]
Ｚｒ／Ｎｂ 1.68E-08
Ｒｕ／Ｒｈ 3.30E-08
Ｃｓ／Ｂａ 2.40E-09
Ｃｅ／Ｐｒ 2.64E-08
Ｓｒ／Ｙ 8.07E-08

その他ＦＰ 2.85E-08
Ｐｕ（α） 3.47E-06

Ａｍ／Ｃｍ（α） 3.57E-05
Ｕ（α） 5.12E-06

Ｎｐ（α） 4.19E-07

の使用済燃料中の存在割合を乗じて算出する。換算係数の結果

を第 1.3.3－１表に，核種グループごとの設定方法を第 1.3.3－

２表～第 1.3.3－３表に示す。  

 ただし，Ru/Rh グループについては，気相中への移行率がルテ

ニウムとロジウムで異なることを踏まえ，核種グループの換算

係数を使用せず，核種ごとの換算係数を使用する。  

 

第 1.3.3－１表  核種グループごとの換算係数  
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第 1.3.3－２表  換算係数の設定方法（核分裂生成物）  
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第 1.3.3－３表  換算係数の設定方法（アクチノイド）  
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ｂ）放射性よう素  

ａ．大気中への放出割合  

 貯留効果として，拡大防止対策成功時においては，時間による

減衰効果を見込む。具体的には，廃ガス貯留設備に放射性物質を

導出している期間（臨界事故発生を起点として 1 時間）は外部

に放出されないことから，減衰時間として可溶性中性子吸収材

の供給完了が臨界事故発生を起点として 10 分以内に完了するこ

とを踏まえ， 50 分間の減衰を見込む。  

 

1.3.4 評価結果  

 評価結果を第 1.3.4－１表及び第 1.3.4－２表に示す。  
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第 1.3.4－１表  臨界事故が発生した場合における放射性物質の吸入による被ばく線量評価  

（拡大防止対策成功時・放射性よう素以外）（１／３）  

機器名 核種Gr
放射能濃度
[Bq/m3]

沸騰量[m3] ARF LPF
放出量
[Bq]

線量当量換算
定数[Sv/Bq]

呼吸率[m3/s]
相対濃度
（χ/Q）

計算結果
[mSv]

Zr／Ｎｂ 3.85E+10 0.023 5.00E-04 1.50E-06 6.64E-01 1.68E-08 3.33E-04 1.20E-06 4.46E-15
Ｃｓ／Ｂａ 1.94E+15 0.023 5.00E-04 1.50E-06 3.35E+04 2.40E-09 3.33E-04 1.20E-06 3.21E-11
Ｃｅ／Ｐｒ 4.32E+10 0.023 5.00E-04 1.50E-06 7.45E-01 2.64E-08 3.33E-04 1.20E-06 7.86E-15
Ｓｒ／Ｙ 1.41E+15 0.023 5.00E-04 1.50E-06 2.43E+04 8.07E-08 3.33E-04 1.20E-06 7.84E-10
その他ＦＰ 9.73E+13 0.023 5.00E-04 1.50E-06 1.68E+03 2.85E-08 3.33E-04 1.20E-06 1.91E-11
Ｐｕ 1.50E+15 0.023 5.00E-04 1.50E-06 2.59E+04 3.47E-06 3.33E-04 1.20E-06 3.59E-08
Ａｍ／Ｃｍ 1.22E+14 0.023 5.00E-04 1.50E-06 2.10E+03 3.57E-05 3.33E-04 1.20E-06 3.00E-08
Ｕ 0.00E+00 0.023 5.00E-04 1.50E-06 0.00E+00 5.12E-06 3.33E-04 1.20E-06 0.00E+00
Ｎｐ 2.42E+11 0.023 5.00E-04 1.50E-06 4.17E+00 4.19E-07 3.33E-04 1.20E-06 6.99E-13
Rh-102 8.07E+08 0.023 5.00E-04 1.50E-06 1.39E-02 1.70E-08 3.33E-04 1.20E-06 9.46E-17
Ru-103 - - 1.00E-03 1.50E-06 1.18E-34 3.00E-09 3.33E-04 1.20E-06 1.41E-49
Rh-103m 0.00E+00 0.023 5.00E-04 1.50E-06 0.00E+00 2.70E-12 3.33E-04 1.20E-06 0.00E+00
Ru-106 - - 1.00E-03 1.50E-06 1.49E+03 6.60E-08 3.33E-04 1.20E-06 3.93E-11
Rh-106 3.30E+11 0.023 5.00E-04 1.50E-06 5.69E+00 0.00E+00 3.33E-04 1.20E-06 0.00E+00

合計 6.68E-08

機器名 核種Gr
放射能濃度
[Bq/m3]

沸騰量[m3] ARF LPF 放出量
線量当量換算
定数[Sv/Bq]

呼吸率[m3/s]
相対濃度
（χ/Q）

計算結果
[mSv]

Zr／Ｎｂ 3.85E+10 0.023 5.00E-04 5.00E-07 2.21E-01 1.68E-08 3.33E-04 1.20E-06 1.49E-15
Ｃｓ／Ｂａ 1.94E+15 0.023 5.00E-04 5.00E-07 1.12E+04 2.40E-09 3.33E-04 1.20E-06 1.07E-11
Ｃｅ／Ｐｒ 4.32E+10 0.023 5.00E-04 5.00E-07 2.48E-01 2.64E-08 3.33E-04 1.20E-06 2.62E-15
Ｓｒ／Ｙ 1.41E+15 0.023 5.00E-04 5.00E-07 8.11E+03 8.07E-08 3.33E-04 1.20E-06 2.61E-10
その他ＦＰ 9.73E+13 0.023 5.00E-04 5.00E-07 5.59E+02 2.85E-08 3.33E-04 1.20E-06 6.37E-12
Ｐｕ 1.50E+15 0.023 5.00E-04 5.00E-07 8.63E+03 3.47E-06 3.33E-04 1.20E-06 1.20E-08
Ａｍ／Ｃｍ 1.22E+14 0.023 5.00E-04 5.00E-07 7.02E+02 3.57E-05 3.33E-04 1.20E-06 1.00E-08
Ｕ 0.00E+00 0.023 5.00E-04 5.00E-07 0.00E+00 5.12E-06 3.33E-04 1.20E-06 0.00E+00
Ｎｐ 2.42E+11 0.023 5.00E-04 5.00E-07 1.39E+00 4.19E-07 3.33E-04 1.20E-06 2.33E-13
Rh-102 8.07E+08 0.023 5.00E-04 5.00E-07 4.64E-03 1.70E-08 3.33E-04 1.20E-06 3.15E-17
Ru-103 - - 1.00E-03 5.00E-07 2.76E-35 3.00E-09 3.33E-04 1.20E-06 3.31E-50
Rh-103m 0.00E+00 0.023 5.00E-04 5.00E-07 0.00E+00 2.70E-12 3.33E-04 1.20E-06 0.00E+00
Ru-106 - - 1.00E-03 5.00E-07 3.47E+02 6.60E-08 3.33E-04 1.20E-06 9.15E-12
Rh-106 3.30E+11 0.023 5.00E-04 5.00E-07 1.90E+00 0.00E+00 3.33E-04 1.20E-06 0.00E+00

合計 2.23E-08

溶解槽

エンド
ピース酸
洗浄槽
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第 1.3.4－１表  臨界事故が発生した場合における放射性物質の吸入による被ばく線量評価  

（拡大防止対策成功時・放射性よう素以外）（２／３）  

機器名 核種Gr
放射能濃度
[Bq/m3]

沸騰量[m3] ARF LPF 放出量
線量当量換算
定数[Sv/Bq]

呼吸率[m3/s]
相対濃度
（χ/Q）

計算結果
[mSv]

Zr／Ｎｂ 3.85E+10 0.023 5.00E-04 1.50E-06 6.64E-01 1.68E-08 3.33E-04 1.20E-06 4.46E-15
Ｃｓ／Ｂａ 1.94E+15 0.023 5.00E-04 1.50E-06 3.35E+04 2.40E-09 3.33E-04 1.20E-06 3.21E-11
Ｃｅ／Ｐｒ 4.32E+10 0.023 5.00E-04 1.50E-06 7.45E-01 2.64E-08 3.33E-04 1.20E-06 7.86E-15
Ｓｒ／Ｙ 1.41E+15 0.023 5.00E-04 1.50E-06 2.43E+04 8.07E-08 3.33E-04 1.20E-06 7.84E-10
その他ＦＰ 9.73E+13 0.023 5.00E-04 1.50E-06 1.68E+03 2.85E-08 3.33E-04 1.20E-06 1.91E-11
Ｐｕ 1.50E+15 0.023 5.00E-04 1.50E-06 2.59E+04 3.47E-06 3.33E-04 1.20E-06 3.59E-08
Ａｍ／Ｃｍ 1.22E+14 0.023 5.00E-04 1.50E-06 2.10E+03 3.57E-05 3.33E-04 1.20E-06 3.00E-08
Ｕ 0.00E+00 0.023 5.00E-04 1.50E-06 0.00E+00 5.12E-06 3.33E-04 1.20E-06 0.00E+00
Ｎｐ 2.42E+11 0.023 5.00E-04 1.50E-06 4.17E+00 4.19E-07 3.33E-04 1.20E-06 6.99E-13
Rh-102 8.07E+08 0.023 5.00E-04 1.50E-06 1.39E-02 1.70E-08 3.33E-04 1.20E-06 9.46E-17
Ru-103 - - 1.00E-03 1.50E-06 7.88E-36 3.00E-09 3.33E-04 1.20E-06 9.45E-51
Rh-103m 0.00E+00 0.023 5.00E-04 1.50E-06 0.00E+00 2.70E-12 3.33E-04 1.20E-06 0.00E+00
Ru-106 - - 1.00E-03 1.50E-06 9.90E+01 6.60E-08 3.33E-04 1.20E-06 2.61E-12
Rh-106 3.30E+11 0.023 5.00E-04 1.50E-06 5.69E+00 0.00E+00 3.33E-04 1.20E-06 0.00E+00

合計 6.67E-08

機器名 核種Gr
放射能濃度
[Bq/m3]

沸騰量[m3] ARF LPF 放出量
線量当量換算
定数[Sv/Bq]

呼吸率[m3/s]
相対濃度
（χ/Q）

計算結果
[mSv]

Zr／Ｎｂ 0.00E+00 0.023 5.00E-04 1.00E-06 0.00E+00 1.68E-08 3.33E-04 1.20E-06 0.00E+00
Ｃｓ／Ｂａ 0.00E+00 0.023 5.00E-04 1.00E-06 0.00E+00 2.40E-09 3.33E-04 1.20E-06 0.00E+00
Ｃｅ／Ｐｒ 0.00E+00 0.023 5.00E-04 1.00E-06 0.00E+00 2.64E-08 3.33E-04 1.20E-06 0.00E+00
Ｓｒ／Ｙ 0.00E+00 0.023 5.00E-04 1.00E-06 0.00E+00 8.07E-08 3.33E-04 1.20E-06 0.00E+00
その他ＦＰ 6.49E+07 0.023 5.00E-04 1.00E-06 7.46E-04 2.85E-08 3.33E-04 1.20E-06 8.50E-18
Ｐｕ 1.49E+16 0.023 5.00E-04 1.00E-06 1.71E+05 3.47E-06 3.33E-04 1.20E-06 2.38E-07
Ａｍ／Ｃｍ 0.00E+00 0.023 5.00E-04 1.00E-06 0.00E+00 3.57E-05 3.33E-04 1.20E-06 0.00E+00
Ｕ 8.36E+06 0.023 5.00E-04 1.00E-06 9.61E-05 5.12E-06 3.33E-04 1.20E-06 1.97E-16
Ｎｐ 0.00E+00 0.023 5.00E-04 1.00E-06 0.00E+00 4.19E-07 3.33E-04 1.20E-06 0.00E+00
Rh-102 4.24E+03 0.023 5.00E-04 1.00E-06 4.88E-08 1.70E-08 3.33E-04 1.20E-06 3.31E-22
Ru-103 - - 1.00E-03 1.00E-06 2.76E-41 3.00E-09 3.33E-04 1.20E-06 3.31E-56
Rh-103m 0.00E+00 0.023 5.00E-04 1.00E-06 0.00E+00 2.70E-12 3.33E-04 1.20E-06 0.00E+00
Ru-106 - - 1.00E-03 1.00E-06 3.47E-04 6.60E-08 3.33E-04 1.20E-06 9.15E-18
Rh-106 1.73E+06 0.023 5.00E-04 1.00E-06 1.99E-05 0.00E+00 3.33E-04 1.20E-06 0.00E+00

合計 2.38E-07

ハル洗浄
槽

第5一時
貯留処理

槽

 

2757



補 6-12-22 
 

第 1.3.4－１表  臨界事故が発生した場合における放射性物質の吸入による被ばく線量評価  

（拡大防止対策成功時・放射性よう素以外）（３／３）  

機器名 核種Gr
放射能濃度
[Bq/m3]

沸騰量[m3] ARF LPF 放出量
線量当量換算
定数[Sv/Bq]

呼吸率[m3/s]
相対濃度
（χ/Q）

計算結果
[mSv]

Zr／Ｎｂ 0.00E+00 0.023 5.00E-04 2.50E-06 0.00E+00 1.68E-08 3.33E-04 1.20E-06 0.00E+00
Ｃｓ／Ｂａ 0.00E+00 0.023 5.00E-04 2.50E-06 0.00E+00 2.40E-09 3.33E-04 1.20E-06 0.00E+00
Ｃｅ／Ｐｒ 0.00E+00 0.023 5.00E-04 2.50E-06 0.00E+00 2.64E-08 3.33E-04 1.20E-06 0.00E+00
Ｓｒ／Ｙ 0.00E+00 0.023 5.00E-04 2.50E-06 0.00E+00 8.07E-08 3.33E-04 1.20E-06 0.00E+00
その他ＦＰ 6.49E+07 0.023 5.00E-04 2.50E-06 1.87E-03 2.85E-08 3.33E-04 1.20E-06 2.12E-17
Ｐｕ 1.49E+16 0.023 5.00E-04 2.50E-06 4.28E+05 3.47E-06 3.33E-04 1.20E-06 5.94E-07
Ａｍ／Ｃｍ 0.00E+00 0.023 5.00E-04 2.50E-06 0.00E+00 3.57E-05 3.33E-04 1.20E-06 0.00E+00
Ｕ 8.36E+06 0.023 5.00E-04 2.50E-06 2.40E-04 5.12E-06 3.33E-04 1.20E-06 4.92E-16
Ｎｐ 0.00E+00 0.023 5.00E-04 2.50E-06 0.00E+00 4.19E-07 3.33E-04 1.20E-06 0.00E+00
Rh-102 4.24E+03 0.023 5.00E-04 2.50E-06 1.22E-07 1.70E-08 3.33E-04 1.20E-06 8.28E-22
Ru-103 - - 1.00E-03 2.50E-06 1.04E-39 3.00E-09 3.33E-04 1.20E-06 1.25E-54
Rh-103m 0.00E+00 0.023 5.00E-04 2.50E-06 0.00E+00 2.70E-12 3.33E-04 1.20E-06 0.00E+00
Ru-106 - - 1.00E-03 2.50E-06 1.30E-02 6.60E-08 3.33E-04 1.20E-06 3.43E-16
Rh-106 1.73E+06 0.023 5.00E-04 2.50E-06 4.97E-05 0.00E+00 3.33E-04 1.20E-06 0.00E+00

合計 5.94E-07

第7一時
貯留処理

槽
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第 1.3.4－２表  臨界事故が発生した場合における放射性物質の吸入による被ばく線量評価  

（拡大防止対策失敗時・放射性よう素以外）（１／３）  

機器名 核種Gr
放射能濃度
[Bq/m3]

沸騰量[m3] ARF LPF 放出量[Bq]
線量当量換算
定数[Sv/Bq]

呼吸率
[m3/s]

相対濃度
（χ/Q）

計算結果
[mSv]

Zr／Ｎｂ 3.85E+10 1.42 5.00E-04 1.00E-05 2.73E+02 1.68E-08 3.33E-04 1.20E-06 1.84E-12
Ｃｓ／Ｂａ 1.94E+15 1.42 5.00E-04 1.00E-05 1.38E+07 2.40E-09 3.33E-04 1.20E-06 1.32E-08
Ｃｅ／Ｐｒ 4.32E+10 1.42 5.00E-04 1.00E-05 3.07E+02 2.64E-08 3.33E-04 1.20E-06 3.24E-12
Ｓｒ／Ｙ 1.41E+15 1.42 5.00E-04 1.00E-05 1.00E+07 8.07E-08 3.33E-04 1.20E-06 3.23E-07
その他ＦＰ 9.73E+13 1.42 5.00E-04 1.00E-05 6.91E+05 2.85E-08 3.33E-04 1.20E-06 7.87E-09
Ｐｕ 1.50E+15 1.42 5.00E-04 1.00E-05 1.07E+07 3.47E-06 3.33E-04 1.20E-06 1.48E-05
Ａｍ／Ｃｍ 1.22E+14 1.42 5.00E-04 1.00E-05 8.66E+05 3.57E-05 3.33E-04 1.20E-06 1.24E-05
Ｕ 0.00E+00 1.42 5.00E-04 1.00E-05 0.00E+00 5.12E-06 3.33E-04 1.20E-06 0.00E+00
Ｎｐ 2.42E+11 1.42 5.00E-04 1.00E-05 1.72E+03 4.19E-07 3.33E-04 1.20E-06 2.88E-10
Rh-102 8.07E+08 1.42 5.00E-04 1.00E-05 5.73E+00 1.70E-08 3.33E-04 1.20E-06 3.89E-14
Ru-103 - - 1.00E-03 1.00E-05 7.87E-34 3.00E-09 3.33E-04 1.20E-06 9.43E-49
Rh-103m 0.00E+00 1.42 5.00E-04 1.00E-05 0.00E+00 2.70E-12 3.33E-04 1.20E-06 0.00E+00
Ru-106 - - 1.00E-03 1.00E-05 9.93E+03 6.60E-08 3.33E-04 1.20E-06 2.62E-10
Rh-106 3.30E+11 1.42 5.00E-04 1.00E-05 2.34E+03 0.00E+00 3.33E-04 1.20E-06 0.00E+00

合計 2.75E-05

機器名 核種Gr
放射能濃度
[Bq/m3]

沸騰量[m3] ARF LPF 放出量[Bq]
線量当量換算
定数[Sv/Bq]

呼吸率
[m3/s]

相対濃度
（χ/Q）

計算結果
[mSv]

Zr／Ｎｂ 3.85E+10 1.42 5.00E-04 1.00E-05 2.73E+02 1.68E-08 3.33E-04 1.20E-06 1.84E-12
Ｃｓ／Ｂａ 1.94E+15 1.42 5.00E-04 1.00E-05 1.38E+07 2.40E-09 3.33E-04 1.20E-06 1.32E-08
Ｃｅ／Ｐｒ 4.32E+10 1.42 5.00E-04 1.00E-05 3.07E+02 2.64E-08 3.33E-04 1.20E-06 3.24E-12
Ｓｒ／Ｙ 1.41E+15 1.42 5.00E-04 1.00E-05 1.00E+07 8.07E-08 3.33E-04 1.20E-06 3.23E-07
その他ＦＰ 9.73E+13 1.42 5.00E-04 1.00E-05 6.91E+05 2.85E-08 3.33E-04 1.20E-06 7.87E-09
Ｐｕ 1.50E+15 1.42 5.00E-04 1.00E-05 1.07E+07 3.47E-06 3.33E-04 1.20E-06 1.48E-05
Ａｍ／Ｃｍ 1.22E+14 1.42 5.00E-04 1.00E-05 8.66E+05 3.57E-05 3.33E-04 1.20E-06 1.24E-05
Ｕ 0.00E+00 1.42 5.00E-04 1.00E-05 0.00E+00 5.12E-06 3.33E-04 1.20E-06 0.00E+00
Ｎｐ 2.42E+11 1.42 5.00E-04 1.00E-05 1.72E+03 4.19E-07 3.33E-04 1.20E-06 2.88E-10
Rh-102 8.07E+08 1.42 5.00E-04 1.00E-05 5.73E+00 1.70E-08 3.33E-04 1.20E-06 3.89E-14
Ru-103 - - 1.00E-03 1.00E-05 5.52E-34 3.00E-09 3.33E-04 1.20E-06 6.62E-49
Rh-103m 0.00E+00 1.42 5.00E-04 1.00E-05 0.00E+00 2.70E-12 3.33E-04 1.20E-06 0.00E+00
Ru-106 - - 1.00E-03 1.00E-05 6.94E+03 6.60E-08 3.33E-04 1.20E-06 1.83E-10
Rh-106 3.30E+11 1.42 5.00E-04 1.00E-05 2.34E+03 0.00E+00 3.33E-04 1.20E-06 0.00E+00

合計 2.75E-05

溶解槽

エンド
ピース酸
洗浄槽
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第 1.3.4－２表  臨界事故が発生した場合における放射性物質の吸入による被ばく線量評価  

（拡大防止対策失敗時・放射性よう素以外）（２／３）  

機器名 核種Gr
放射能濃度
[Bq/m3]

沸騰量[m3] ARF LPF 放出量[Bq]
線量当量換算
定数[Sv/Bq]

呼吸率
[m3/s]

相対濃度
（χ/Q）

計算結果
[mSv]

Zr／Ｎｂ 3.85E+10 1.42 5.00E-04 1.00E-05 2.73E+02 1.68E-08 3.33E-04 1.20E-06 1.84E-12
Ｃｓ／Ｂａ 1.94E+15 1.42 5.00E-04 1.00E-05 1.38E+07 2.40E-09 3.33E-04 1.20E-06 1.32E-08
Ｃｅ／Ｐｒ 4.32E+10 1.42 5.00E-04 1.00E-05 3.07E+02 2.64E-08 3.33E-04 1.20E-06 3.24E-12
Ｓｒ／Ｙ 1.41E+15 1.42 5.00E-04 1.00E-05 1.00E+07 8.07E-08 3.33E-04 1.20E-06 3.23E-07
その他ＦＰ 9.73E+13 1.42 5.00E-04 1.00E-05 6.91E+05 2.85E-08 3.33E-04 1.20E-06 7.87E-09
Ｐｕ 1.50E+15 1.42 5.00E-04 1.00E-05 1.07E+07 3.47E-06 3.33E-04 1.20E-06 1.48E-05
Ａｍ／Ｃｍ 1.22E+14 1.42 5.00E-04 1.00E-05 8.66E+05 3.57E-05 3.33E-04 1.20E-06 1.24E-05
Ｕ 0.00E+00 1.42 5.00E-04 1.00E-05 0.00E+00 5.12E-06 3.33E-04 1.20E-06 0.00E+00
Ｎｐ 2.42E+11 1.42 5.00E-04 1.00E-05 1.72E+03 4.19E-07 3.33E-04 1.20E-06 2.88E-10
Rh-102 8.07E+08 1.42 5.00E-04 1.00E-05 5.73E+00 1.70E-08 3.33E-04 1.20E-06 3.89E-14
Ru-103 - - 1.00E-03 1.00E-05 5.25E-35 3.00E-09 3.33E-04 1.20E-06 6.30E-50
Rh-103m 0.00E+00 1.42 5.00E-04 1.00E-05 0.00E+00 2.70E-12 3.33E-04 1.20E-06 0.00E+00
Ru-106 - - 1.00E-03 1.00E-05 6.60E+02 6.60E-08 3.33E-04 1.20E-06 1.74E-11
Rh-106 3.30E+11 1.42 5.00E-04 1.00E-05 2.34E+03 0.00E+00 3.33E-04 1.20E-06 0.00E+00

合計 2.75E-05

機器名 核種Gr
放射能濃度
[Bq/m3]

沸騰量[m3] ARF LPF 放出量[Bq]
線量当量換算
定数[Sv/Bq]

呼吸率
[m3/s]

相対濃度
（χ/Q）

計算結果
[mSv]

Zr／Ｎｂ 0.00E+00 1.42 5.00E-04 1.00E-05 0.00E+00 1.68E-08 3.33E-04 1.20E-06 0.00E+00
Ｃｓ／Ｂａ 0.00E+00 1.42 5.00E-04 1.00E-05 0.00E+00 2.40E-09 3.33E-04 1.20E-06 0.00E+00
Ｃｅ／Ｐｒ 0.00E+00 1.42 5.00E-04 1.00E-05 0.00E+00 2.64E-08 3.33E-04 1.20E-06 0.00E+00
Ｓｒ／Ｙ 0.00E+00 1.42 5.00E-04 1.00E-05 0.00E+00 8.07E-08 3.33E-04 1.20E-06 0.00E+00
その他ＦＰ 6.49E+07 1.42 5.00E-04 1.00E-05 4.61E-01 2.85E-08 3.33E-04 1.20E-06 5.25E-15
Ｐｕ 1.49E+16 1.42 5.00E-04 1.00E-05 1.06E+08 3.47E-06 3.33E-04 1.20E-06 1.47E-04
Ａｍ／Ｃｍ 0.00E+00 1.42 5.00E-04 1.00E-05 0.00E+00 3.57E-05 3.33E-04 1.20E-06 0.00E+00
Ｕ 8.36E+06 1.42 5.00E-04 1.00E-05 5.94E-02 5.12E-06 3.33E-04 1.20E-06 1.21E-13
Ｎｐ 0.00E+00 1.42 5.00E-04 1.00E-05 0.00E+00 4.19E-07 3.33E-04 1.20E-06 0.00E+00
Rh-102 4.24E+03 1.42 5.00E-04 1.00E-05 3.01E-05 1.70E-08 3.33E-04 1.20E-06 2.05E-19
Ru-103 - - 1.00E-03 1.00E-05 2.76E-40 3.00E-09 3.33E-04 1.20E-06 3.31E-55
Rh-103m 0.00E+00 1.42 5.00E-04 1.00E-05 0.00E+00 2.70E-12 3.33E-04 1.20E-06 0.00E+00
Ru-106 - - 1.00E-03 1.00E-05 3.47E-03 6.60E-08 3.33E-04 1.20E-06 9.15E-17
Rh-106 1.73E+06 1.42 5.00E-04 1.00E-05 1.23E-02 0.00E+00 3.33E-04 1.20E-06 0.00E+00

合計 1.47E-04

ハル洗浄
槽

第5一時
貯留処理

槽
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第 1.3.4－２表  臨界事故が発生した場合における放射性物質の吸入による被ばく線量評価  

（拡大防止対策失敗時・放射性よう素以外）（３／３）  

機器名 核種Gr
放射能濃度
[Bq/m3]

沸騰量[m3] ARF LPF 放出量[Bq]
線量当量換算
定数[Sv/Bq]

呼吸率
[m3/s]

相対濃度
（χ/Q）

計算結果
[mSv]

Zr／Ｎｂ 0.00E+00 1.42 5.00E-04 1.00E-05 0.00E+00 1.68E-08 3.33E-04 1.20E-06 0.00E+00
Ｃｓ／Ｂａ 0.00E+00 1.42 5.00E-04 1.00E-05 0.00E+00 2.40E-09 3.33E-04 1.20E-06 0.00E+00
Ｃｅ／Ｐｒ 0.00E+00 1.42 5.00E-04 1.00E-05 0.00E+00 2.64E-08 3.33E-04 1.20E-06 0.00E+00
Ｓｒ／Ｙ 0.00E+00 1.42 5.00E-04 1.00E-05 0.00E+00 8.07E-08 3.33E-04 1.20E-06 0.00E+00
その他ＦＰ 6.49E+07 1.42 5.00E-04 1.00E-05 4.61E-01 2.85E-08 3.33E-04 1.20E-06 5.25E-15
Ｐｕ 1.49E+16 1.42 5.00E-04 1.00E-05 1.06E+08 3.47E-06 3.33E-04 1.20E-06 1.47E-04
Ａｍ／Ｃｍ 0.00E+00 1.42 5.00E-04 1.00E-05 0.00E+00 3.57E-05 3.33E-04 1.20E-06 0.00E+00
Ｕ 8.36E+06 1.42 5.00E-04 1.00E-05 5.94E-02 5.12E-06 3.33E-04 1.20E-06 1.21E-13
Ｎｐ 0.00E+00 1.42 5.00E-04 1.00E-05 0.00E+00 4.19E-07 3.33E-04 1.20E-06 0.00E+00
Rh-102 4.24E+03 1.42 5.00E-04 1.00E-05 3.01E-05 1.70E-08 3.33E-04 1.20E-06 2.05E-19
Ru-103 - - 1.00E-03 1.00E-05 4.16E-39 3.00E-09 3.33E-04 1.20E-06 4.99E-54
Rh-103m 0.00E+00 1.42 5.00E-04 1.00E-05 0.00E+00 2.70E-12 3.33E-04 1.20E-06 0.00E+00
Ru-106 - - 1.00E-03 1.00E-05 5.20E-02 6.60E-08 3.33E-04 1.20E-06 1.37E-15
Rh-106 1.73E+06 1.42 5.00E-04 1.00E-05 1.23E-02 0.00E+00 3.33E-04 1.20E-06 0.00E+00

合計 1.47E-04

第7一時
貯留処理

槽
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第 1.3.4－３表  臨界事故が発生した場合における放射性物質の吸入による被ばく線量評価  

（拡大防止対策成功時・放射性よう素）  

機器名 核種 生成量[Bq]
50分減衰後
[Bq]

線量当量換算定数
[mSv/Bq]

呼吸率[m3/s]
相対濃度
（χ/Q）

計算結果[mSv]

Ｉ-129 3.7E+00 3.7E+00 6.60E-05 3.33E-04 1.20E-06 9.75E-14
Ｉ-131 1.1E+10 1.1E+10 1.50E-05 3.33E-04 1.20E-06 6.75E-05
Ｉ-132 1.4E+12 1.1E+12 3.10E-07 3.33E-04 1.20E-06 1.37E-04
Ｉ-133 2.5E+11 2.4E+11 2.90E-06 3.33E-04 1.20E-06 2.83E-04
Ｉ-134m 5.4E+12 4.6E+08 0.00E+00 3.33E-04 1.20E-06 0.00E+00
Ｉ-134 6.7E+12 3.5E+12 1.50E-07 3.33E-04 1.20E-06 2.07E-04
Ｉ-135 7.5E+11 6.8E+11 9.20E-07 3.33E-04 1.20E-06 2.51E-04

合計 9.46E-04

機器名 核種 生成量[Bq]
50分減衰後
[Bq]

線量当量換算定数
[mSv/Bq]

呼吸率[m3/s]
相対濃度
（χ/Q）

計算結果[mSv]

Ｉ-129 8.5E+00 8.5E+00 6.60E-05 3.33E-04 1.20E-06 2.23E-13
Ｉ-131 1.5E+10 1.5E+10 1.50E-05 3.33E-04 1.20E-06 8.90E-05
Ｉ-132 1.8E+12 1.4E+12 3.10E-07 3.33E-04 1.20E-06 1.71E-04
Ｉ-133 2.6E+11 2.5E+11 2.90E-06 3.33E-04 1.20E-06 2.89E-04
Ｉ-134m 1.2E+13 1.0E+09 0.00E+00 3.33E-04 1.20E-06 0.00E+00
Ｉ-134 6.4E+12 3.3E+12 1.50E-07 3.33E-04 1.20E-06 1.99E-04
Ｉ-135 7.4E+11 6.7E+11 9.20E-07 3.33E-04 1.20E-06 2.48E-04

合計 9.96E-04

溶解槽，
エンド

ピース酸
洗浄及び
ハル洗浄

槽

第5一時
貯留処理

槽
第7一時
貯留処理

槽
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第 1.3.4－４表  臨界事故が発生した場合における放射性物質の吸入による被ばく線量評価  

（拡大防止対策失敗時・放射性よう素）  

機器名 核種 生成量[Bq]
線量当量換算定
数[mSv/Bq]

呼吸率[m3/s]
相対濃度
（χ/Q）

計算結果
[mSv]

Ｉ-129 2.3E+02 6.60E-05 3.33E-04 1.20E-06 6.09E-12
Ｉ-131 7.1E+11 1.50E-05 3.33E-04 1.20E-06 4.23E-03
Ｉ-132 8.9E+13 3.10E-07 3.33E-04 1.20E-06 1.10E-02
Ｉ-133 1.6E+13 2.90E-06 3.33E-04 1.20E-06 1.82E-02
Ｉ-134m 3.4E+14 0.00E+00 3.33E-04 1.20E-06 0.00E+00
Ｉ-134 4.2E+14 1.50E-07 3.33E-04 1.20E-06 2.51E-02
Ｉ-135 4.7E+13 9.20E-07 3.33E-04 1.20E-06 1.71E-02

合計 7.56E-02

機器名 核種 生成量[Bq] 線量当量換算定数呼吸率[m3/s] 相対濃度 計算結果[mSv]
Ｉ-129 5.3E+02 6.60E-05 3.33E-04 1.20E-06 1.39E-11
Ｉ-131 9.3E+11 1.50E-05 3.33E-04 1.20E-06 5.58E-03
Ｉ-132 1.1E+14 3.10E-07 3.33E-04 1.20E-06 1.38E-02
Ｉ-133 1.6E+13 2.90E-06 3.33E-04 1.20E-06 1.86E-02
Ｉ-134m 7.5E+14 0.00E+00 3.33E-04 1.20E-06 0.00E+00
Ｉ-134 4.0E+14 1.50E-07 3.33E-04 1.20E-06 2.40E-02
Ｉ-135 4.6E+13 9.20E-07 3.33E-04 1.20E-06 1.69E-02

合計 7.88E-02

溶解槽，
エンド

ピース酸
洗浄及び
ハル洗浄

槽

第5一時
貯留処理

槽
第7一時
貯留処理

槽
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1.4 臨界事故が発生した機器からのガンマ線及び中性子線によ

る線量  

1.4.1評価方法  

 評価においては，設計基準の臨界事故における評価と同様に，

計算コード（ ANISN）を用い，実効線量換算係数を用いて線量率

を算出する。  

 

1.4.2 評価に用いる各種パラメータの設定  

 パラメータの設定内容について第 1.4.2-１表に示す。  
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第 1.4.2－１表  被ばく線量評価に必要なパラメータの設定（ガンマ線及び中性子線による線量）  

項目  拡大防止対策成功時  拡大防止対策失敗時  

パ
ラ
メ
ー
タ 

全核分
裂数  

1.6E+18 ｆｉｓｓｉｏｎｓ  1E+20 ｆｉｓｓｉｏｎｓ  

ガンマ
線・中
性子線
スペク
トル  

溶解槽，エンドピース酸洗浄槽及びハル
洗浄槽   

設計基準事故（溶解槽）とおなじとし，
以下の通り設定  

中性子線：Ｕ -235 核分裂スペクトル  
ガンマ線：核分裂ガンマ線スペクトル  

 
第 5 一時貯留処理槽及び第 7 一時貯留処

理槽  
中性子線： Pu-239 核分裂スペクトル  
ガンマ線：核分裂ガンマ線スペクトル  

溶解槽，エンドピース酸洗浄槽及びハル
洗浄槽   

設計基準事故（溶解槽）とおなじとし，
以下の通り設定  

中性子線：Ｕ -235 核分裂スペクトル  
ガンマ線：核分裂ガンマ線スペクトル  

 
第 5 一時貯留処理槽及び第 7 一時貯留処

理槽  
中性子線： Pu-239 核分裂スペクトル  
ガンマ線：核分裂ガンマ線スペクトル  

遮蔽物  溶解槽，エンドピース酸洗浄槽及びハル
洗浄槽：コンクリート壁 125cm+鉄 45cm 

 
第 5 一時貯留処理槽，第 7 一時貯留処理

槽：コンクリート壁 280cm 

溶解槽，エンドピース酸洗浄槽及びハル
洗浄槽：コンクリート壁 125cm+鉄 45cm 

 
第 5 一時貯留処理槽，第 7 一時貯留処理

槽：コンクリート壁 280cm 
評価地

点  
機器から 670ｍ  機器から 670ｍ  

線量換
算係数  

ICRPPub74 に基づく  ICRPPub74 に基づく  
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1.4.3 評価に用いる各種パラメータの設定根拠  

ａ．遮蔽物  

 臨界事故が発生した機器から建屋外の経路において，遮蔽物

が最も少なくなる経路を特定し設定する。  

 

ｂ．ガンマ線及び中性子線スペクトル  

 溶解槽，エンドピース酸洗浄及びハル洗浄槽においては，Ｕ -

235 が支配的となって臨界事故が発生していると考えられるた

め，中性子線のエネルギスペクトルについては，Ｕ -235 核分裂

スペクトルを設定し，第 5 一時貯留処理槽及び第 7 一時貯留処

理槽については，Ｐｕ -239 が支配的となって臨界事故が発生し

ていると考えられるため，中性子線のエネルギスペクトルにつ

いては，Ｐｕ -239 核分裂スペクトルを設定する。  

 ガンマ線については核分裂ガンマ線スペクトルを設定する。  

 

ｃ．評価地点  

 臨界事故が発生する機器は前処理建屋と精製建屋に設置され

ているが，敷地境界までの距離は前処理建屋が最短となること

から，設計基準事故として想定する溶解槽と同様に，線源から

670ｍの地点を評価地点とする。  

 

1.4.4 評価結果  

 評価結果を第 1.4.4-１表に示す。  
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第 1.4.4-１表  臨界事故が発生した機器からのガンマ線及び中

性子線による線量  

臨界事故の

発生を仮定

する機器  

被ばく線量［ｍＳｖ］  

拡大防止対策成功時  拡大防止対策失敗時  

中性子

線  

ガンマ

線  

合計  中性子

線  

ガンマ

線  

合計  

溶解槽  

エンドピー

ス酸洗浄槽

及び  

ハル洗浄槽  

1E-7 4E-5 4E-5 9E-6 2E-3 2E-3 

精製建屋  

第５一時貯

留処理槽及

び  

第７一時貯

留処理槽  

6E-9 1E-7 1E-7 4E-7 6E-6 7E-6 
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拡大防止対策成功時と拡大防止対策失敗時で，放出量Ｑをそ

れぞれ以下の通り取り扱う。  

・拡大防止対策成功時  

臨界事故の発生から 60 分後に，臨界事故が発生した機器の

気相部に残存する放射性物質が瞬時に主排気筒から大気中へ放

出されるとする。  

また，放射性よう素に対しては，臨界事故発生を起点として

可溶性中性子吸収材の供給が 10 分以内に完了することを踏ま

え，放出までの 50 分間の減衰を見込む。  

 

・拡大防止対策失敗時  

臨界の発生後，瞬時に，臨界により発生した系統内の放射性

物質が主排気筒から大気中へ放出されるとする。従って，放出

までの減衰は，考慮しない。  
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1.5.2 評価に用いる各種パラメータの設定  

評価に用いる各種パラメータを第 1.5.2-１表に示す。  
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第 1.5.2－１表  被ばく線量評価に必要なパラメータの設定  

（放射性物質の地表沈着による外部被ばく）  

項目  拡大防止対策成功時  拡大防止対策失敗時  

パ
ラ
メ
ー
タ 

算定対象核種  よう素及びセシウム 137 換算放出
量への寄与が大きい放射性物質  

よう素及びセシウム 137 換算放出
量への寄与が大きい放射性物質  

地表沈着換算係数  核種ごとに設定  核種ごとに設定  

相対濃度χ／Ｑ
（１時間値）  

1.2E-6 s/m3 1.2E-6 ｓ／ｍ３  

核種の放出率  臨界事故が発生し， 1 時間にわたっ
て廃ガス貯留設備に放射性物質が
導出され，その瞬時に臨界事故が
発生した機器に残留した全量が外

部に放出されると想定  

臨界事故発生と同時に放射性物質
が外部に放出されると想定  

主排気筒
から大気
中への放
出までの
間の減衰  

エアロ
ゾル  

考慮しない  考慮しない  

よう素  
臨界事故発生を起点として 10 分以
内に完了することを踏まえ， 50 分

間の減衰を見込む  
考慮しない  

地表への沈着速度  1.2cm/s 1.2cm/s 

沈着した放射性物
質のうち残存する

割合  

0.5 0.5 

崩壊定数  核種ごとに設定  核種ごとに設定  

被ばく評価期間  7 日  7 日  

 

2772



補 6-12-37 
 

1.5.3 評価に用いる各種パラメータの設定根拠  

ａ．算定対象核種  

 臨界事故で放出される放射性物質のうち，希ガスについては

地表沈着が考えられないので対象から除外し，放射性よう素及

びそれ以外の核種について評価する。  

 放射性よう素については評価において想定した全核種を放出

するものとして想定する。  

 その他の核種については，外部へ与える影響が大きい核種と

して，セシウム換算放出量に対して１％以上の寄与を有する核

種を対象とする。  

 

ｂ．地表への沈着速度  

 居住性評価と同様に，湿性沈着を考慮した沈着速度として，保

守的に 1.2cm/s を設定する  

 

ｃ．沈着した放射性物質のうち残存する割合  

 居住性評価と同様に，「発電用軽水型原子炉施設の安全審査に

おける一般公衆の線量評価について」に基づき 0.5 と設定する。  

 

1.5.4 評価結果  

評価結果を第 1.5.4-１表に示す。  
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第 1.5.4－１表  臨界事故が発生した場合における地表沈着した放射性物質のガンマ線による  

被ばく線量評価  

臨界事故の発生を

想定する機器  

被ばく線量［ｍＳｖ］  

拡大防止対策成功時  拡大防止対策失敗時  

よう素以外  放射性よう素  よう素以外  放射性よう素  

溶解槽  5E-11 9E-4 2E-8 8E-2 

エンドピース酸洗

浄槽  
2E-11 9E-4 2E-8 8E-2 

ハル洗浄槽  5E-11 9E-4 2E-8 8E-2 

精製建屋  第５一

時貯留処理槽  
3E-14 9E-4 2E-11 8E-2 

精製建屋  第７一

時貯留処理槽  
9E-14 9E-4 2E-11 8E-2 
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1.6 評価結果まとめ  

 1.2～1.5 において評価した結果を臨界事故の発生を仮定する

機器毎に第 1.6-１表及び第 1.6-２表に取りまとめる。  
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第 1.6-１表  臨界事故時の線量評価結果（拡大防止対策成功時）  

 

第 1.6-２表  臨界事故時の線量評価結果（拡大防止対策失敗時）  

 

エアロゾ
ル

希ガス・
よう素

合計
よう素以

外
よう素 合計 ガンマ線 中性子線 合計

エアロゾ
ル

よう素 合計

溶解槽 1E-12 6E-04 6E-04 7E-08 9E-04 9E-04 4E-05 1E-07 4E-05 5E-11 9E-04 9E-04 2.40E-03 3E-03

エンドピース酸洗
浄槽

4E-13 5E-04 5E-04 2E-08 9E-04 9E-04 4E-05 1E-07 4E-05 2E-11 9E-04 9E-04 2.32E-03 3E-03

ハル洗浄槽 1E-12 5E-04 5E-04 7E-08 9E-04 9E-04 4E-05 1E-07 4E-05 5E-11 9E-04 9E-04 2.32E-03 3E-03

精製建屋 第５一
時貯留処理槽

2E-15 2E-04 2E-04 2E-07 1E-03 1E-03 1E-07 6E-09 1E-07 3E-14 9E-04 9E-04 2.12E-03 3E-03

精製建屋 第7一時
貯留処理槽

5E-15 3E-04 3E-04 6E-07 1E-03 1E-03 1E-07 6E-09 1E-07 9E-14 9E-04 9E-04 2.23E-03 3E-03

総計
（切上処理）放射性雲

[mSv]

吸入摂取

[mSv]

ガンマ線及び中性子線 地表沈着

[mSv]

[mSv]

臨界事故の発生を
仮定する機器

被ばく経路
総計

[mSv]

[mSv]

エアロゾ
ル

希ガス・
よう素

合計
よう素以

外
よう素 合計 ガンマ線 中性子線 合計

エアロゾ
ル

よう素 合計

溶解槽 5E-10 5E+00 5E+00 3E-05 8E-02 8E-02 2E-03 9E-06 2E-03 2E-08 8E-02 8E-02 5.05E+00 5E+00

エンドピース酸洗
浄槽

5E-10 5E+00 5E+00 3E-05 8E-02 8E-02 2E-03 9E-06 2E-03 2E-08 8E-02 8E-02 5.05E+00 5E+00

ハル洗浄槽 5E-10 5E+00 5E+00 3E-05 8E-02 8E-02 2E-03 9E-06 2E-03 2E-08 8E-02 8E-02 5.05E+00 5E+00

精製建屋 第５一
時貯留処理槽

1E-12 2E+00 2E+00 1E-04 8E-02 8E-02 6E-06 4E-07 7E-06 2E-11 8E-02 8E-02 2.36E+00 3E+00

精製建屋 第7一時
貯留処理槽

1E-12 2E+00 2E+00 1E-04 8E-02 8E-02 6E-06 4E-07 7E-06 2E-11 8E-02 8E-02 2.36E+00 3E+00

[mSv]

[mSv] [mSv]
臨界事故の発生を

仮定する機器

被ばく経路
総計

[mSv] [mSv]

[mSv]

総計
（切上処理）放射性雲 吸入摂取 ガンマ線及び中性子線 地表沈着
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7. 冷却機能の喪失による蒸発乾固への対処

2777



 
 

7.2 冷却機能の喪失による蒸発乾固への対処 

 (１) 冷却機能の喪失による蒸発乾固の特徴 

   蒸発乾固の発生を仮定する冷却が必要な溶解液，抽出廃液，硝酸プル

トニウム溶液及び高レベル廃液（以下7.2では「高レベル廃液等」とい

う。）を内包する貯槽及び濃縮缶（以下7.2では「貯槽等」という。）

は，崩壊熱を有するため，平常運転時には，その他再処理設備の附属

施設の冷却水設備の安全冷却水系（再処理設備本体用）（以下7.2では

「安全冷却水系」という。）により冷却を行い，高レベル廃液等の沸

騰を防止している。 

   安全冷却水系は，貯槽等に内包する高レベル廃液等の崩壊熱を除去す

る内部ループ及び内部ループによって除かれた熱を外部ループに伝え

る熱交換器並びに外部ループに移行した熱を 終ヒートシンクである

大気中へ逃がす冷却塔で構成される。 

   貯槽等，貯槽等を収納するセル及びセルを取り囲む建屋は，それぞれ

塔槽類廃ガス処理設備，建屋換気設備のセルからの排気系（以下7.2で

は「セル排気系」という。），建屋排気系により換気され，貯槽等の

圧力を も低くし，次いでセル，建屋の順に圧力を低くできる設計と

している。 

   安全冷却水系の冷却機能が喪失した場合には，高レベル廃液等の温度

が崩壊熱により上昇し，沸騰に至った場合には，液相中の気泡が液面

で消失する際に発生する飛まつが放射性エアロゾルとして蒸気ととも

に気相中に移行することで，大気中へ放出される放射性物質の量が増

加する。 

   さらに，ルテニウムを内包する高レベル廃液濃縮缶において蒸発濃縮

した廃液（以下「高レベル濃縮廃液」という。）は，沸騰の継続によ
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り硝酸濃度が約６規定以上でかつ温度が120℃以上に至った場合に，ル

テニウムが揮発性の化学形態となり気相中に移行する。さらに，高レ

ベル廃液等は，沸騰が継続した場合には，乾燥し固化に至る。 

蒸発乾固は５建屋，13機器グループ，合計53の貯槽等で発生する。 

冷却機能喪失の状態が継続した場合，高レベル廃液等が沸騰に至る

までの 短の時間は，前処理建屋の溶解液を内包する貯槽等において

約140時間，分離建屋の高レベル濃縮廃液を内包する貯槽等において約

15時間，精製建屋のプルトニウム濃縮缶で濃縮された後の硝酸プルト

ニウム溶液（以下「プルトニウム濃縮液」という。）を内包する貯槽

等において約11時間，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋のプルトニ

ウム濃縮液を内包する貯槽等において約19時間及び高レベル廃液ガラ

ス固化建屋の高レベル濃縮廃液を内包する貯槽等において約23時間で

ある。 

また，乾燥し固化に至るまでの 短の時間は，前処理建屋の溶解液

を内包する貯槽等において約1,000時間，分離建屋の高レベル濃縮廃液

を内包する貯槽等において約110時間，精製建屋のプルトニウム濃縮液

を内包する貯槽等において約59時間，ウラン・プルトニウム混合脱硝

建屋のプルトニウム濃縮液を内包する貯槽等において約65時間及び高

レベル廃液ガラス固化建屋の高レベル濃縮廃液を内包する貯槽等にお

いて約180時間である。 

【補足説明資料７－１】 

 (２) 蒸発乾固への対処の基本方針 

蒸発乾固への対処として，再処理施設の位置，構造及び設備の基準

に関する規則の第二十八条及び第三十五条に規定される要求を満足す

る蒸発乾固の発生防止対策及び拡大防止対策を整備する。 
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蒸発乾固の発生防止対策として，高レベル廃液等の沸騰を未然に防

止するため，喪失した冷却機能を代替する設備である代替安全冷却水

系により，沸騰に至る前に高レベル廃液等の冷却を実施するための対

策を整備する。 

蒸発乾固の発生防止対策が機能せず，高レベル廃液等が沸騰に至っ

た場合には，「7.2 (１) 冷却機能の喪失による蒸発乾固の特徴」に記

載したとおり，気相中へ移行する放射性エアロゾルの量が増加する可

能性がある。 

沸騰が継続し，貯槽等の液位が低下した場合には，ルテニウムを内

包する高レベル濃縮廃液において揮発性のルテニウムが発生する可能

性があること，さらに，沸騰が継続することで乾燥し固化に至る可能

性がある。 

以上を考慮し，蒸発乾固の拡大防止対策として，沸騰が継続し，高

レベル廃液等の濃縮を防止するための貯槽等への注水を実施するため

の対策を整備する。 

さらに，事態を収束させるため，安全冷却水系による冷却及び蒸発

乾固の発生防止対策とは異なる位置から貯槽等の冷却コイル又は冷却

ジャケット（以下7.2では「冷却コイル等」という。）へ通水すること

により，高レベル廃液等を冷却し，未沸騰状態に導くとともに，これ

を維持するための対策を整備する。 

高レベル廃液等が沸騰に至ると，蒸気の影響によって塔槽類廃ガス

処理設備の高性能粒子フィルタの処理能力が低下する可能性があるこ

とから，気相中に移行した放射性物質の大気中への放出を防止するた

め，塔槽類廃ガス処理設備の流路を遮断し，気相中に移行した放射性

物質をセルに導出するための対策を整備する。この際，セル内の圧力
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上昇を抑制するため，貯槽等内で発生した蒸気を凝縮器で凝縮し，発

生する凝縮水は，セル又は貯槽に回収し貯留する。また，放出される

放射性物質量の低減のため，凝縮器の下流側に設置するセル導出ユニ

ットフィルタの高性能粒子フィルタを経由してセルに導出するための

対策を整備する。 

さらに，代替セル排気系により，放射性エアロゾルを可搬型フィル

タの高性能粒子フィルタで低減した上で，主排気筒を介して，大気中

に放出するための対策を整備する。 

蒸発乾固の発生を仮定する貯槽等を第7.2－１表に，各対策の概要図

を第7.2－１図～第7.2－４図に示す。また，各対策の基本方針の詳細

を以下に示す。 

ａ．蒸発乾固の発生防止対策 

安全冷却水系の機器が損傷し冷却機能が喪失した場合には，高レベル

廃液等の沸騰を未然に防止するため，安全冷却水系の内部ループに通

水し，蒸発乾固を仮定する貯槽等に内包する高レベル廃液等を冷却す

る。 

本対策は，高レベル廃液等が沸騰に至る前までに完了させる。 

【補足説明資料７－２】 

ｂ．蒸発乾固の拡大防止対策 

内部ループへの通水が機能せず，貯槽等に内包する高レベル廃液等

が沸騰に至る場合には，貯槽等に注水することにより，高レベル濃縮

廃液において揮発性のルテニウムが発生することを防止し，高レベル

廃液等が乾燥し固化に至ることを防止する。 

さらに，蒸発乾固への対策に使用する常設重大事故等対処設備の配

管以外に，貯槽等に接続しているその他の配管を活用した貯槽等への
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注水手順書を整備することにより，貯槽等への注水を確実なものとす

る。 

本対策は，高レベル廃液等が沸騰に至る前までに準備を完了させる。 

また，貯槽等に内包する高レベル廃液等の沸騰開始後の事態の収束

の観点から，冷却コイル等への通水を実施し，貯槽等に内包する高レ

ベル廃液等を冷却することで未沸騰状態に導くとともに，これを維持

する。冷却コイル等への通水の準備は，対策の準備に要する作業が多

く，他の拡大防止対策と同時に準備作業を実施した場合，大気中への

放射性物質の放出を抑制できる状態を整備する前に高レベル廃液等が

沸騰する可能性があることから，貯槽等への注水，貯槽等において沸

騰に伴い気相中へ移行した放射性物質のセルへの導出，凝縮器による

発生した蒸気及び放射性物質の除去並びに放射性物質の放出経路及び

可搬型フィルタによる放射性エアロゾルの除去に関する対処を優先し

て実施し，大気中への放射性物質の異常放出に至る可能性のある事態

を防止した後に実施することを基本とする。 

【補足説明資料７－２】 

外的事象の「地震」を要因とした場合，動的機器が全て機能喪失す

るとともに，全交流動力電源も喪失し，安全冷却水系の冷却機能以外

にも塔槽類廃ガス処理設備の浄化機能及び排気機能が喪失する。 

したがって，貯槽等に内包する高レベル廃液等が沸騰に至り，貯槽

等に接続する塔槽類廃ガス処理設備内の圧力が上昇する場合には，塔

槽類廃ガス処理設備の配管の流路を遮断し，放射性物質をセルに導出

するための経路を構築することで，塔槽類廃ガス処理設備内の圧力を

導出先セルに開放するとともに，放射性物質を導出先セルに導出する。 

また，冷却機能が喪失している状況において，高レベル廃液等が未
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沸騰状態であっても水素掃気用の圧縮空気が継続して供給されること

に伴い，貯槽等の気相部の放射性物質は，水素掃気用の圧縮空気に同

伴し，冷却機能が喪失した貯槽等に接続する塔槽類廃ガス処理設備の

配管に設置されている水封安全器からセル等へ移行した後，平常運転

時の排気経路以外の経路から漏えいする可能性がある。 

このため，気相中に移行した放射性物質の大気中への放出を可能な

限り低減するため，放射線分解により発生する水素による爆発を仮定

する貯槽等内の水素濃度がドライ換算８ｖｏｌ％に至る時間が長い建

屋への水素掃気用の圧縮空気の供給を停止し，放射性物質の移行を停

止するとともに，各建屋の塔槽類廃ガス処理設備から導出先セルに導

出する経路を速やかに構築する。 

導出先セルへ放射性物質を導出した場合，塔槽類廃ガス処理設備の

浄化機能を期待できないため，塔槽類廃ガス処理設備における放射性

物質の除去効率に相当する代替換気設備を設置及び配置し，放射性物

質を可能な限り除去する。 

具体的には，高レベル廃液等が未沸騰状態で貯槽等の気相中へ移行

し，水素掃気用の圧縮空気により同伴された放射性物質については，

セルへの導出経路である塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユ

ニット上に設置したセル導出ユニットフィルタの高性能粒子フィルタ

により放射性エアロゾルを除去し，高レベル廃液等の沸騰に伴い発生

した蒸気及び放射性物質は，導出先セルに導出する前に，凝縮器によ

り沸騰に伴い発生する蒸気を凝縮し，蒸気に同伴する放射性物質を凝

縮水として回収し貯留する。 

また，放射性物質を導出先セルへ導出した後は，平常運転時の排気

経路以外の経路からの大気中への放射性物質の放出を防止するため，

2783



 
 

可搬型排風機を運転し，可搬型フィルタにより放射性エアロゾルを除

去することで大気中へ放出される放射性物質量を低減し，主排気筒を

介して，大気中へ管理しながら放出する。 

本対策は，高レベル廃液等が沸騰に至る前までに実施する。 

【補足説明資料７－２】 
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7.2.1 蒸発乾固の発生防止対策 

7.2.1.1 蒸発乾固の発生防止対策の具体的内容 

安全冷却水系の冷却機能の喪失に対して，貯槽等に内包する高レベル

廃液等が沸騰に至ることを防止するため，代替安全冷却水系を構成する可

搬型中型移送ポンプ，可搬型建屋外ホース，可搬型排水受槽，可搬型建屋

内ホース，弁等を敷設し，内部ループに水を供給するために可搬型建屋外

ホースと可搬型中型移送ポンプを接続し，第１貯水槽から建屋へ水を供給

するための経路を構築する。 

また，可搬型建屋外ホース，可搬型建屋内ホースと内部ループの給水

口を接続することで，建屋へ供給された水を内部ループへ供給するための

経路を構築する。 

冷却に使用した排水を第１貯水槽へ移送するため，内部ループの排水

口と可搬型建屋内ホースを接続し，建屋近傍に敷設した可搬型排水受槽へ

の排水経路を構築する。 

また，可搬型排水受槽，可搬型建屋外ホースと可搬型中型移送ポンプ

を接続し，可搬型排水受槽から第１貯水槽への排水経路を構築する。 

給水側の可搬型中型移送ポンプを運転することで，第１貯水槽から内

部ループへ通水する。冷却に用いた水は，可搬型排水受槽に一旦貯留した

後，排水側の可搬型中型移送ポンプを運転することで，排水経路を経由し

て第１貯水槽に移送し，再び，内部ループへの通水の水源として用いる。 

本対策は，貯槽等に内包する高レベル廃液等が沸騰に至るまでの時間

が短い機器グループを優先して実施する。 

また，可搬型漏えい液受皿液位計を設置し，貯槽等の損傷による安全

冷却水及び貯槽等に内包する高レベル廃液等の漏えいの発生の有無を確認

する。 
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各建屋の対策の概要を以下に示す。また，対策の系統概要図を第7.2－

５図(１)に，対策の手順の概要を第7.2－６図に，また，各建屋の対策にお

ける手順及び設備の関係を第7.2－２表に，必要な要員及び作業項目を精

製建屋を例として第7.2－７図及び第7.2－８図に示す。 

【補足説明資料７－12】 

 (１) 内部ループへの通水の着手判断 

   安全冷却水系の冷却塔，外部ループの冷却水循環ポンプ若しくは内部

ループの冷却水を循環させるためのポンプが多重故障し，安全冷却水

系の冷却機能が喪失した場合，又は，外部電源が喪失し，第２非常用

ディーゼル発電機を運転できない場合は，内部ループへの通水の着手

を判断し，以下の(２)及び(３)に移行する。 

 

 (２) 建屋外の水の給排水経路の構築 

第１貯水槽から各建屋に水を供給するために，可搬型中型移送ポン

プを第１貯水槽近傍に敷設する。 

可搬型中型移送ポンプに可搬型屋外ホースを接続し，第１貯水槽か

ら各建屋まで水を供給するための経路を構築する。 

また，可搬型建屋供給冷却水流量計を可搬型建屋外ホースの経路上

に設置する。 

冷却に使用した水を第１貯水槽へ移送するために，可搬型排水受槽

及び可搬型中型移送ポンプを各建屋近傍に敷設する。 

可搬型中型移送ポンプ及び可搬型排水受槽に可搬型建屋外ホースを

接続し，各建屋から第１貯水槽まで水を移送するための経路を構築す

る。 

外的事象の「火山の影響」を要因として冷却機能が喪失した場合に
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は，降灰により可搬型中型移送ポンプが機能喪失することを防止する

ため，給水用及び排水用の可搬型中型移送ポンプを保管庫内に敷設し，

給排水経路を構築する。 

可搬型中型移送ポンプは可搬型中型移送ポンプ運搬車，可搬型建屋

外ホースはホース展張車及び運搬車，可搬型排水受槽及び可搬型建屋

供給冷却水流量計は運搬車により運搬する。 

 

 (３) 内部ループへの通水による冷却の準備 

常設の計器により貯槽等の温度を計測できない場合は，第7.2－１表

に示す貯槽等へ可搬型貯槽温度計を設置し，高レベル廃液等の温度を

計測する。 

また，膨張槽に可搬型膨張槽液位計を設置し，第7.2－１表に示す機

器グループの内部ループの損傷の有無を膨張槽の液位により確認する。 

ただし，分離建屋内部ループ１の内部ループの損傷の有無は，当該

内部ループが高レベル廃液濃縮缶の加熱運転時の加熱蒸気の供給経路

を兼ねており，当該内部ループには膨張槽がないことから，第１貯水

槽から安全冷却水系の内部ループへ水を供給するための経路を構築後，

可搬型冷却コイル圧力計を可搬型建屋内ホースの経路上に設置し，可

搬型中型移送ポンプにより安全冷却水系の内部ループを加圧すること

で，可搬型冷却コイル圧力計の指示値から確認する。 

建屋内の通水経路を構築するために，可搬型建屋内ホースを敷設し，

可搬型冷却水流量計を可搬型建屋内ホースの経路上に設置する。 

可搬型建屋内ホースを安全冷却水系の内部ループの給水側の接続口

に接続し，可搬型建屋内ホースと可搬型建屋外ホースを接続すること

で，第１貯水槽から各建屋の内部ループに通水するための経路を構築
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する。 

冷却に使用した水を可搬型排水受槽へ移送するために，可搬型建屋

内ホースを敷設する。 

可搬型建屋内ホースを安全冷却水系の内部ループの排水側の接続口

に接続し，可搬型建屋内ホースと可搬型建屋外ホースを接続すること

で，冷却に使用した水を可搬型排水受槽に排水するための経路を構築

する。 

   また，高レベル廃液ガラス固化建屋においては，水の給排水経路とし

て冷却水給排水配管・弁も用いる。 

 

 (４) 内部ループへの通水の実施判断 

   安全冷却水系の内部ループへの通水の準備が完了後直ちに，安全冷却

水系の内部ループへの通水の実施を判断し，以下の(５)へ移行する。  

 

 (５) 内部ループへの通水の実施 

   可搬型中型移送ポンプを運転し，第１貯水槽の水を安全冷却水系の内

部ループに通水する。通水流量は，可搬型冷却水流量計の指示値を基

に調整する。 

   内部ループへの通水に使用した水は，可搬型冷却水排水線量計を用い

て汚染の有無を監視する。 

また，可搬型排水受槽に回収し，可搬型試料分析設備可搬型放射能

測定装置を用いて汚染の有無を確認した上で，第１貯水槽へ移送する。 

   安全冷却水系の内部ループへの通水時に必要な監視項目は，建屋給水

流量，内部ループ通水流量，第7.2－１表に示す貯槽等の貯槽等温度及

び排水線量である。 
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 (６) 内部ループへの通水の成否判断 

   第7.2－１表に示す貯槽等に内包する高レベル廃液等の温度が85℃以

下で安定していることを確認することにより，安全冷却水系の内部ル

ープへの通水による冷却機能が維持されていることを判断する。 

   冷却機能が維持されていることを判断するために必要な監視項目は，

第7.2－１表に示す貯槽等の貯槽等温度である。 

 

7.2.1.2 蒸発乾固の発生防止対策の有効性評価 

7.2.1.2.1 有効性評価 

 (１) 代表事例 

   蒸発乾固の発生の前提となる要因は，「6.1 重大事故の発生を仮定す

る際の条件の設定及び重大事故の発生を仮定する機器の特定」で示し

たとおり，外的事象の「地震」及び「火山の影響」並びに内的事象の

「動的機器の多重故障」及び「長時間の全交流動力電源の喪失」であ

る。 

   これらの要因において，安全冷却水系の冷却機能の喪失の範囲，重大

事故等への対処の種類及び重大事故等への対処時に想定される作業環

境の苛酷さを考慮すると，外的事象の「地震」を要因とした場合が厳

しい結果を与えることから，外的事象の「地震」を代表として有効性

評価を実施する。 

外的事象の「地震」を要因とした場合の蒸発乾固の発生箇所は，５

建屋，13 機器グループ，53 貯槽等である。 

   外的事象の「地震」を代表として有効性評価を実施するのは，蒸発乾

固の拡大防止対策も同様である。 
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 (２) 代表事例の選定理由 

 ａ．安全冷却水系の冷却機能の喪失の範囲 

   蒸発乾固の発生の前提となる要因は，「6.1 重大事故の発生を仮定す

る際の条件の設定及び重大事故の発生を仮定する機器の特定」におい

て，フォールトツリー分析により明らかにした。安全冷却水系の冷却

機能の喪失を頂上事象とした場合のフォールトツリーを第 7.2－９図に

示す。また，安全冷却水系の系統概要図を第 7.2－10 図に示す。 

   フォールトツリー分析において明らかにしたとおり，安全冷却水系の

冷却機能の喪失は，外的事象の「地震」において，冷却塔，外部ルー

プの冷却水循環ポンプ，内部ループの冷却水循環ポンプ，外部電源及

び第２非常用ディーゼル発電機の動的機器の直接的な機能喪失並びに

全交流動力電源の喪失による動的機器の間接的な機能喪失により発生

する。 

   また，外的事象の「火山の影響」及び内的事象の「長時間の全交流動

力電源の喪失」において，全交流動力電源の喪失による動的機器の間

接的な機能喪失により，安全冷却水系の冷却機能が喪失する。内的事

象の「動的機器の多重故障」において，同一機能を有する動的機器の

いずれか１種類の動的機器における直接的な機能喪失により冷却機能

が喪失する。 

以上より，機能喪失の範囲の観点では，外的事象の「地震」を要因

とした場合が，動的機器の機能喪失及び全交流動力電源の喪失が同時

に発生し，機能喪失する機器が多く，その範囲も広い。 

   本観点の分析は，蒸発乾固の拡大防止対策でも同様である。 

 ｂ．重大事故等対策の種類 
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   重大事故等対策は，冷却塔，外部ループの冷却水循環ポンプ等の動的

機器及び動的機器を起動させるために必要な電気設備等，多岐の設備

故障に対応でき，かつ，複数の設備故障が発生した場合においても対

処が可能となるような対策を選定している。 

   重大事故等対策がカバーする機能喪失の範囲は，第 7.2－９図のフォ

ールトツリーに示すとおりである。 

   整備した重大事故等対策が，外的事象の「地震」を含む全ての要因で

想定される機能喪失をカバーできており，重大事故等への対処の種類

の観点から，外的事象の「地震」以外の要因に着目する必要性はない。 

   本観点の分析は，蒸発乾固の拡大防止対策でも同様である。 

 ｃ．重大事故等への対処時の環境条件の観点 

   重大事故等への対処時の環境条件に着目すると，外的事象の「地震」

を要因とした場合には，基準地震動を1.2倍にした地震動を考慮する設

計とした設備以外の設備の損傷及び動的機器の動的な機能の喪失が想

定される。建屋内では，溢水，化学薬品漏えい及び内部火災のハザー

ドが発生する可能性があり，また，全交流動力電源の喪失により換気

空調が停止し，照明が喪失する。一方，建屋外では，不等沈下及び屋

外構築物の倒壊による環境悪化が想定される。 

   外的事象の「火山の影響」を要因とした場合には，建屋内では，全交

流動力電源の喪失に伴い換気空調が停止し，照明が喪失するものの，

外的事象の「地震」の場合のように，溢水，化学薬品漏えい及び内部

火災のハザードの発生は想定されない。一方，建屋外では，降灰によ

る環境悪化が想定される。 

内的事象の「長時間の全交流動力電源の喪失」において建屋内の換

気空調が停止し，照明が喪失するものの，外的事象の「地震」の場合
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のように溢水，化学薬品漏えい及び内部火災のハザードの発生は想定

されず，また，内的事象の「動的機器の多重故障」を要因とした場合

には，建屋内の環境条件が有意に悪化することはない。 

また，これらを要因とした場合に，建屋外の環境条件が悪化するこ

とはない。 

   以上より，外的事象の「地震」が建屋内外の作業環境を も悪化させ

る可能性があるものの，建屋外の環境条件では外的事象の「地震」及

び「火山の影響」において想定される環境悪化要因の特徴が異なるこ

とを考慮し，これらの特徴の違いが重大事故等対策の有効性に与える

影響を不確かさとして分析する。 

   本観点の分析は，蒸発乾固の拡大防止対策でも同様である。 

 

 (３) 有効性評価の考え方 

高レベル廃液等の沸騰が未然に防止できるかについて確認するため

に，高レベル廃液等の温度上昇の推移を評価する。 

高レベル廃液等の温度の推移は，貯槽等からセルへの放熱を考慮せ

ず，断熱として評価する。 

沸騰に至るまでの時間算出の前提となる高レベル廃液等の沸点は，

沸騰に至るまでの時間を安全側に評価するため，溶質によるモル沸点

上昇を考慮せず，高レベル廃液等の硝酸濃度のみを考慮することとし，

溶解液及び抽出廃液では103℃，プルトニウム溶液（約24ｇＰｕ／Ｌ）

では101℃，プルトニウム濃縮液（約250ｇＰｕ／Ｌ）では109℃，プル

トニウム濃縮液（約154ｇＰｕ／Ｌ）では105℃，高レベル濃縮廃液で

は102℃とし，高レベル廃液等が沸騰に至るまでの時間は，貯槽等の熱

容量を考慮して評価する。 
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高レベル廃液等の温度の推移の評価は，解析コードを用いず，水の

定圧比熱等を用いた簡便な計算に基づき算出する。 

【補足説明資料７－３】 

 (４) 有効性評価の評価単位 

蒸発乾固は，高レベル廃液等が沸騰に至るまでの時間及び講ずる対

処が機器グループ及び建屋単位で整理されることを考慮し，有効性評

価は機器グループ及び建屋単位で整理し，重大事故等対策ごとに実施

する。蒸発乾固の発生を仮定する貯槽等の機器グループを第7.2－１表

に，機器グループの概要を第7.2－11図～第7.2－15図に示す。 

   有効性評価の評価単位の考え方は，蒸発乾固の拡大防止対策でも同様

である。 

 

 (５) 機能喪失の条件 

外的事象の「地震」を要因とした場合の安全機能の喪失の想定は，

基準地震動の1.2倍の地震動を入力した場合においても必要な機能を損

なわない設計とした設備以外の設備は全て機能喪失するものとし，ま

た，全ての動的機能の喪失を前提として，外部電源も含めた全ての電

源喪失も想定していることから，更なる安全機能の喪失は想定しない。 

機能喪失の条件の設定の考え方は，蒸発乾固の拡大防止対策でも同

様である。 

 

 (６) 事故の条件及び機器の条件 

   本重大事故は，５建屋，13機器グループ，53貯槽等で同時に発生する

ことを仮定する。 

高レベル廃液等の温度上昇の推移の評価条件を第7.2－３表～第7.2
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－７表に示す。 

蒸発乾固の発生防止対策に使用する機器を第7.2－８表に示す。また，

主要な機器の条件を以下に示す。 

 ａ．可搬型中型移送ポンプ 

可搬型中型移送ポンプは，１台当たり約240ｍ３／ｈの容量を有し，

安全冷却水系の内部ループへの通水を実施する場合には，前処理建屋

における蒸発乾固の発生防止対策の実施に対して１台，分離建屋，精

製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋における蒸発乾固の発

生防止対策の実施に対して１台を兼用し，高レベル廃液ガラス固化建

屋における蒸発乾固の発生防止対策の実施に対して１台を使用し，各

機器グループに属する貯槽等の冷却に必要な水を供給できる設計とし

ていることから，各機器グループへの水の供給流量は，内包する高レ

ベル廃液等の崩壊熱を踏まえて調整し，以下に示す設定値以上で通水

する。また，「7.2.2 蒸発乾固の拡大防止対策」に示す貯槽等への注

水，冷却コイル等への通水及び凝縮器への通水の実施に必要な水の供

給は，同じ可搬型中型移送ポンプを用いて実施する。 

前処理建屋内部ループ１     約13ｍ３／ｈ 

前処理建屋内部ループ２     約16ｍ３／ｈ 

分離建屋内部ループ１     約14ｍ３／ｈ 

分離建屋内部ループ２     約8.8ｍ３／ｈ 

分離建屋内部ループ３     約10ｍ３／ｈ 

精製建屋内部ループ１     約2.9ｍ３／ｈ 

精製建屋内部ループ２     約1.2ｍ３／ｈ 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋内部ループ 約1.3ｍ３／ｈ 

高レベル廃液ガラス固化建屋内部ループ１  約17ｍ３／ｈ 
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高レベル廃液ガラス固化建屋内部ループ２  約14ｍ３／ｈ 

高レベル廃液ガラス固化建屋内部ループ３  約13ｍ３／ｈ 

高レベル廃液ガラス固化建屋内部ループ４  約13ｍ３／ｈ 

高レベル廃液ガラス固化建屋内部ループ５  約13ｍ３／ｈ 

【補足説明資料７－２】 

 ｂ．高レベル廃液等の核種組成，濃度及び崩壊熱密度 

「6.5.2.1 使用済燃料の冷却期間」に記載したとおり，高レベル廃

液等の核種組成は，再処理する使用済燃料の冷却期間を15年として得

られる使用済燃料の核種組成を基に設定し，高レベル廃液等の濃度及

び崩壊熱密度は，これを基準として，平常運転時における再処理する

使用済燃料の核種組成の変動幅を考慮した 大値を設定する。 

 ｃ．高レベル廃液等の液量 

「6.5.2.9 機器に内包する溶液，廃液，有機溶媒の液量」に記載し

たとおり，貯槽等に内包する高レベル廃液等の液量は，貯槽等の公称

容量とする。 

 

 (７) 操作の条件 

内部ループへの通水は，安全冷却水系の冷却機能の喪失から高レベ

ル廃液等が沸騰に至る前までに準備が整い次第開始し，安全冷却水系

の冷却機能の喪失から沸騰に至るまでの時間が も短い精製建屋にお

いて，沸騰に至るまでの時間である11時間に対して８時間50分後まで

に内部ループへの通水を開始する。  

内部ループへの通水の準備作業及び実施時に想定される作業環境を

考慮した内部ループへの通水に必要な作業と所要時間を，精製建屋を

例として第7.2－７図及び第7.2－８図に示す。また，安全冷却水系の
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冷却機能の喪失から第7.2－１表に示す貯槽等に内包する高レベル廃液

等が沸騰に至るまでの時間を第7.2－９表，第7.2－12表，第7.2－15表，

第7.2－18表及び第7.2－21表に示す。 

 (８) 判断基準 

蒸発乾固の発生防止対策の有効性評価の判断基準は以下のとおりと

する。 

 ａ．内部ループへの通水 

   蒸発乾固の発生を未然に防止できること。 

具体的には，高レベル廃液等が崩壊熱により温度上昇し，沸騰に至

る前に，第１貯水槽から内部ループに水を通水することで，高レベル

廃液等の温度が沸点に至らずに低下傾向を示すこと。  

 

7.2.1.2.2 有効性評価の結果 

 (１) 有効性評価の結果 

   建屋内及び建屋外における内部ループへの通水準備作業の完了を確認

した上で，可搬型中型移送ポンプによる安全冷却水系の内部ループへ

の通水を開始する。 

可搬型中型移送ポンプによる精製建屋内部ループ１及び精製建屋内

部ループ２の安全冷却水系の内部ループへの通水は，安全冷却水系の

冷却機能の喪失から63人にて８時間50分で作業を完了するため，安全

冷却水系の冷却機能の喪失から沸騰に至るまでの時間である11時間以

内に内部ループへの通水が可能である。内部ループへの通水開始時の

高レベル廃液等の温度は，沸騰までの時間が も短い精製建屋内部ル

ープ１のプルトニウム濃縮液一時貯槽において約96℃であり，また，

内部ループへの通水実施後は，プルトニウム濃縮液一時貯槽に内包す
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るプルトニウム濃縮液の温度が低下傾向を示し，プルトニウム濃縮液

一時貯槽おいてプルトニウム濃縮液の温度が約59℃で平衡に至る。 

内部ループへの通水開始時の高レベル廃液等の温度と高レベル廃液

等の沸点の温度差が も小さくなるウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋内部ループの硝酸プルトニウム貯槽の場合，内部ループへの通水実

施開始時のプルトニウム濃縮液の温度は約102℃であり，また，内部ル

ープへの通水実施後は，硝酸プルトニウム貯槽に内包するプルトニウ

ム濃縮液の温度が低下傾向を示し，硝酸プルトニウム貯槽においてプ

ルトニウム濃縮液の温度が約56℃で平衡に至る。 

以上の有効性評価の結果を第7.2－９表～第7.2－23表に，対策実施

時のパラメータの推移を第7.2－16図～第7.2－20図に示す。 

【補足説明資料７－３】 

【補足説明資料７－４】 

 (２) 不確かさの影響評価 

 ａ．事象，事故の条件及び機器の条件の不確かさの影響 

 (ａ) 想定事象の違い 

   内的事象の「動的機器の多重故障」を要因として安全冷却水系の冷却

機能が喪失した場合，重大事故等への対処が必要な建屋，設備の範囲

が限定される。当該有効性評価では，外的事象の「地震」を要因とし

て，安全冷却水系の冷却機能の喪失が５建屋，13機器グループ，53貯

槽等の全てで同時に発生することを前提に，各建屋で並行して作業し

た場合の対策の成立性を確認していることから，有効性評価の結果は

変わらない。 

   外的事象の「火山の影響」及び内的事象の「長時間の全動力電源の喪

失」を要因として安全冷却水系の冷却機能が喪失した場合，現場状況
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確認のための初動対応及びアクセスルート確保のための作業において，

外的事象の「地震」を要因とした場合と比較して，早い段階で重大事

故等対策に着手できることから，実施組織要員の操作の時間余裕に与

える影響はない。 

   外的事象の「火山の影響」を想定した場合の準備作業及び実施時に想

定される作業環境を考慮した蒸発乾固への対処に必要な作業と所要時

間を，精製建屋を例として第7.2－８図に示す。 

 (ｂ) 実際の熱条件の影響 

沸騰に至るまでの時間余裕の算出では，水及び高レベル廃液等の物

性値の変動が影響を与えると考えられるものの，より厳しい結果を与

えるように，高レベル廃液等の崩壊熱密度は，冷却期間15年を基に算

出した平常運転時の 大値を設定した上で，貯槽等に内包する高レベ

ル廃液等の液量は貯槽等の公称容量とし，貯槽等からセル雰囲気への

放熱を考慮せず断熱評価で実施している。 

これらのうち，高レベル廃液等の崩壊熱密度の 大値が有する安全

余裕は，高レベル廃液等の崩壊熱密度の中央値に対して1.0倍から約

1.2倍となる。 

貯槽等に内包する高レベル廃液等の液量に着目すると，実際の運転

時には，全ての貯槽等が公称容量の高レベル廃液等を内包しているわ

けではなく，公称容量よりも少ない液量を内包している状態が想定さ

れるが，この場合，高レベル廃液等の崩壊熱は小さくなり，沸騰に至

るまでの時間が延びることになる。 

また，貯槽等の表面からセル雰囲気への放熱の効果は，貯槽等の表

面温度とセル雰囲気の温度差に依存し，温度差が20℃～80℃の範囲に

おいて鉛直平板を仮定した場合，貯槽等の表面とセル雰囲気間の熱伝
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達率は約1.8Ｗ／（ｍ２・Ｋ）～約3.3Ｗ／（ｍ２・Ｋ）となる。 

放熱の効果は，高レベル廃液等の崩壊熱密度に高レベル廃液等の体

積を乗じて算出された崩壊熱を，放熱に寄与する貯槽等の表面積で除

して算出される値に依存し，この値が大きい高レベル濃縮廃液及びプ

ルトニウム濃縮液に対する放熱効果は，温度差を20℃と仮定した場合，

数％となる。一方，高レベル廃液等の崩壊熱を放熱に寄与する貯槽等

の表面積で除して算出される値が小さくなる溶解液，抽出廃液及びプ

ルトニウム溶液に対する放熱効果は，温度差を20℃と仮定した場合，

溶解液に対して約30％，抽出廃液に対して約40％，プルトニウム溶液

に対して100％となる。 

高レベル廃液等の崩壊熱を放熱に寄与する貯槽等の表面積で除して

算出される値が大きい高レベル濃縮廃液及びプルトニウム濃縮液を内

包する貯槽等は，沸騰に至るまでの時間が短いという特徴を有してい

る。高レベル廃液等の崩壊熱を放熱に寄与する貯槽等の表面積で除し

て算出される値が小さい溶解液，抽出廃液及びプルトニウム溶液を内

包する貯槽等は，沸騰に至るまでの時間が長いという特徴を有してい

ることから，断熱条件においても沸騰に至るまでの時間が長い溶解液，

抽出廃液及びプルトニウム溶液を内包する貯槽等が沸騰に至るまでの

時間は，断熱条件において沸騰に至るまでの時間が短い高レベル濃縮

廃液及びプルトニウム濃縮液を内包する貯槽等に比べてより長くなる

ことになる。 

以上より，実際の熱条件の下では，評価結果に示す沸騰に至るまで

の時間は，全ての高レベル廃液等においてより長い時間となる可能性

があるが，その効果は崩壊熱の小さな高レベル廃液等ほど顕著であり，

高レベル廃液等の沸騰までの時間が逆転することはないことから，蒸
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発乾固への対処の作業の優先順位及び実施組織要員の操作の時間余裕

に与える影響はない。 

【補足説明資料７－５】 

 (ｃ) 内部ループへの通水開始タイミングが高レベル廃液等の平衡温度に

与える影響 

内部ループへの通水時の高レベル廃液等の温度は，内部ループへの

通水の開始時間及び通水流量に応じて変動する。内部ループへの通水

は，通水の準備が完了した内部ループから順次通水を開始するため，

内部ループへの通水開始初期において，複数系統ある内部ループのう

ち，特定の内部ループへ集中して通水する時間帯が生じる。 

この場合，計画している流量以上が通水されることにより，当該内

部ループによって冷却されている貯槽等に内包する高レベル廃液等の

温度の低下速度が速まるものの，その他の内部ループへの通水が開始

された後の定常状態では，高レベル廃液等の平衡温度は評価値と同じ

値となり，通水初期の流量が高レベル廃液等の平衡温度に影響を与え

ることはない。 

 ｂ．操作の条件の不確かさの影響 

 (ａ) 実施組織要員の操作 

   「認知」，「要員配置」，「移動」，「操作所要時間」，「他の並列

操作有無」及び「操作の確実さ」が実施組織要員の操作の時間余裕に

与える影響を考慮し，重大事故等対策の実施に必要な準備作業は，安

全冷却水系の冷却機能の喪失をもって着手し，対処の制限時間である

高レベル廃液等が沸騰に至るまでの時間に対して，２時間前までに完

了できるよう計画することで，これら要因による影響を低減した。 

   作業計画の整備は，作業項目ごとに余裕を確保して整備しており，必
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要な時期までに操作できるよう体制を整えていることから，実際の重

大事故等への対処では，より早く作業を完了することができる。また，

可搬型中型移送ポンプ等の可搬型重大事故等対処設備の設置等の対処

に時間を要した場合や，予備の可搬型重大事故等対処設備による対処

を想定したとしても，余裕として確保した２時間以内に対処を再開す

ることができる。 

 (ｂ) 作業環境 

   沸騰開始までは放射性物質の放出による有意な作業環境の悪化はなく，

内部ループへの通水の準備及び実施は沸騰開始前までに実施すること

から，作業環境が実施組織要員の操作の時間余裕に影響を与えること

はない。 

   また，外的事象の「火山の影響」を要因とした場合であっても，建屋

外における重大事故等対策に係る作業は降灰予報（「やや多量」以上）

を受けて作業に着手することから，降灰の影響を受けることはない。 

降灰発生後は，対策の維持に必要な燃料の運搬が継続して実施され

るが，除灰作業を並行して実施することを前提に作業計画を整備して

おり，重大事故等対策を維持することが可能である。 

 

7.2.1.2.3 重大事故等の同時発生又は連鎖 

(１) 重大事故等の事象進展，事故規模の分析 

内部ループへの通水実施時の事故時環境は，平常運転時と大きく変

わるものではなく，また，高レベル廃液等の状態も平常運転時と大き

く変わるものではない。 

 ａ．温度 

   内部ループへの通水開始時の温度は， 大でも約 102℃であり，安全
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機能を有する機器の材質の強度が有意に低下することはなく，貯槽等

に接続する安全機能を有する機器が損傷又は機能が喪失することはな

い。 

 ｂ．圧力 

   高レベル廃液等が未沸騰状態であり，蒸気の発生もないことから，有

意な圧力上昇はなく，安全機能を有する機器が損傷又は機能が喪失す

ることはない。 

 ｃ．湿度 

   高レベル廃液等の温度上昇に伴い多湿環境下となるが，貯槽等自体及

び貯槽等に接続する安全機能を有する機器が損傷又は機能が喪失する

ことはなく，また，湿度の影響が貯槽等のバウンダリを超えて波及す

ることはない。 

 ｄ．放射線 

   貯槽等内の放射線環境は平常運転時の環境下から変化することはなく，

安全機能を有する機器が損傷又は機能が喪失することはない。 

 ｅ．物質（水素，蒸気，煤煙，放射性物質及びその他）及びエネルギの発生 

   新たな物質及びエネルギが発生することはなく，安全機能を有する機

器が損傷又は機能が喪失することはない。 

 ｆ．落下又は転倒による荷重 

   高レベル廃液等の温度が上昇したとしても，貯槽等の材質の強度が有

意に低下することはなく，貯槽等が落下又は転倒することはない。 

 ｇ．腐食環境 

   ｃ．と同様である。 

 

 (２) 重大事故等の同時発生 
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重大事故等が同時に発生する場合については，同種の重大事故等が

同時に発生する場合及び異種の重大事故等が同時に発生する場合が考

えられる。 

蒸発乾固は，事故の条件に示すとおり，５建屋，13機器グループ53

貯槽等で同時に発生する可能性があり，本評価は同時発生するものと

して評価した。 

蒸発乾固と同時発生する可能性のある異種の重大事故等は，「6.1 

重大事故の発生を仮定する際の条件の設定及び重大事故の発生を仮定

する機器の特定」に示すとおり，外的事象の「地震」及び「火山の影

響」並びに内的事象の「長時間の全交流動力電源の喪失」により，安

全冷却水系，安全圧縮空気系，プール水冷却系及び補給水設備が同時

に機能を喪失することから，これらの機能喪失により発生する放射線

分解により発生する水素による爆発及び使用済燃料貯蔵槽における燃

料損傷である。 

異種の重大事故等の同時発生に対する重大事故等対策の有効性につ

いては，「7.7 重大事故が同時に又は連鎖して発生した場合の対処」

にまとめる。 

 

 (３) 重大事故等の連鎖 

  「7.2.1.2.3(１) 重大事故等の事象進展，事故規模の分析」に記載し

たとおり，内部ループへの通水実施時の事故時環境は，平常運転時と

大きく変わるものではなく，また，高レベル廃液等の状態も平常運転

時と大きく変わるものではないため，他の重大事故等が連鎖して発生

することはない。 
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7.2.1.2.4 判断基準への適合性の検討 

  蒸発乾固の発生を未然に防止することを目的として，内部ループへの通

水手段を整備しており，これらの対策について，外的事象の「地震」を要

因として有効性評価を行った。 

  内部ループへの通水は，沸騰開始前までに内部ループへの通水に係る準

備作業を完了し，沸騰開始前に内部ループへ通水することで高レベル廃液

等の温度を沸点未満に維持し，高レベル廃液等が沸騰に至ることを防止し

ている。 

  評価条件の不確かさについて確認した結果，実施組織要員の操作時間に

与える影響及び評価結果に与える影響がないことを確認した。 

  また，外的事象の「地震」とは異なる特徴を有する外的事象の「火山の

影響」を要因とした場合に有効性評価へ与える影響を分析した。 

  外的事象の「火山の影響」を要因とした場合には，建屋外における内部

ループへの通水の準備に要する時間に与える影響及び内部ループへの通水

の維持に与える影響を分析し，降灰予報（「やや多量」以上）を受けて建

屋外作業に着手すること及び除灰作業を考慮した作業計画を整備している

ことから，内部ループへの通水の有効性へ与える影響が排除されているこ

とを確認した。 

  以上の有効性評価は，蒸発乾固の発生を仮定する５建屋，13 機器グル

ープ，53 貯槽等の全てにおいて重大事故等が同時発生することを前提と

して評価を実施し，上述のとおり重大事故等対策が有効であることを確認

した。また，想定される高レベル廃液等の状態において他の重大事故等が

連鎖して発生することがないことを確認し，想定される事故時環境におい

て，蒸発乾固の発生を仮定する貯槽等に接続する安全機能を有する機器が
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損傷又は機能喪失することはなく，他の重大事故等が連鎖して発生するこ

とがないことを確認した。 

  以上のことから，内部ループへの通水により蒸発乾固の発生を未然に防

止できる。 

  以上より，「7.2.1.2.1(８) 判断基準」を満足する。  
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7.2.2 蒸発乾固の拡大防止対策 

7.2.2.1 蒸発乾固の拡大防止対策の具体的内容 

7.2.2.1.1 貯槽等への注水及び冷却コイル等への通水 

内部ループへの通水が機能しなかった場合に備え，発生防止対策の準

備と並行して蒸発乾固の発生防止対策で敷設する可搬型中型移送ポンプの

下流側に，貯槽等内に注水するための可搬型建屋内ホース，弁等を敷設し，

可搬型建屋内ホースと機器注水配管の接続口を接続する。 

高レベル廃液等が沸騰に至った場合には，液位低下及びこれによる濃縮

の進行を防止するため，液位を一定範囲に維持するよう，第１貯水槽の

水を貯槽等内へ注水する。 

貯槽等への注水は，間欠注水を前提として実施するため，余裕のある注

水の作業時間を確保した上で，ルテニウムを内包する高レベル濃縮廃液

からのルテニウムの揮発が発生することがないよう，濃縮した状態であ

っても，高レベル濃縮廃液の温度が115℃以下であって，硝酸濃度が４規

定以下に収まる液量として，初期液量の70％に至る前までに貯槽等への

注水を開始する。 

また，事態を収束させるため，貯槽等への注水により高レベル廃液等の

濃縮の進行を防止しながら，蒸発乾固の発生防止対策で敷設する可搬型

中型移送ポンプの下流側に，冷却コイル等への通水のための可搬型建屋

内ホース，弁等を敷設し，可搬型建屋内ホースと各貯槽等の冷却コイル

等の接続口を接続した後，第１貯水槽の水を冷却コイル等へ通水する。

冷却に用いた水は可搬型排水受槽に一旦貯留した後，排水側の可搬型中

型移送ポンプを運転することで，敷設した排水経路を経由して第１貯水

槽に移送し，再び，冷却コイル等への通水の水源として用いる。 

各建屋の対策の概要を以下に示す。また，対策の系統概要図を第7.2－
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５図(２)及び第7.2－５図(３)に，対策の手順の概要を第7.2－６図に，各建

屋の対策における手順及び設備の関係を第7.2－24表及び第7.2－25表に，

必要な要員及び作業項目を第7.2－21図に示す。 

【補足説明資料７－12】 

7.2.2.1.1.1 貯槽等への注水 

 (１) 貯槽等への注水の着手判断 

「7.2.1.1(１) 内部ループへの通水の着手判断」と同様である。 

貯槽等への注水の実施のための準備作業として以下の(２)及び(３)へ移

行する。 

 

 (２)  建屋外の水の給排水経路の構築 

「7.2.1.1(２) 建屋外の水の給排水経路の構築」と同様である。 

 

 (３) 貯槽等への注水の準備 

建屋内の注水経路を構築するために，給水用の可搬型中型移送ポン

プの下流側に可搬型建屋内ホースを敷設し，可搬型機器注水流量計を

可搬型建屋内ホースの経路上に設置する。 

可搬型建屋内ホースと機器注水配管を接続し，可搬型建屋内ホース

と可搬型建屋外ホースを接続することで，第１貯水槽から第7.2－１表

に示す貯槽等に注水するための経路を構築する。また，高レベル廃液

ガラス固化建屋においては，水の注水経路として冷却水注水配管・弁

も用いる。 

常設の計器により貯槽等の液位を計測できない場合は，第7.2－１表

に示す貯槽等に可搬型貯槽液位計を設置し，第7.2－１表に示す貯槽等

に内包する高レベル廃液等の液位を計測する。また，第7.2－１表に示
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す貯槽等に内包する高レベル廃液等の温度の監視を継続する。 

 

 (４) 貯槽等への注水の実施判断 

高レベル廃液等が沸騰に至り，高レベル廃液等の液量が初期液量の

70％まで減少する前に貯槽等への注水開始を判断し，以下の(５)へ移行

する。 

第7.2－１表に示す貯槽等への注水の実施を判断するために必要な監

視項目は，第7.2－１表に示す貯槽等の貯槽等液位及び貯槽等温度であ

る。 

 

 (５) 貯槽等への注水の実施 

第7.2－１表に示す貯槽等の可搬型貯槽液位計の指示値から貯槽等の

液位を算出し，貯槽等への注水量を決定した上で，可搬型中型移送ポ

ンプを運転し第１貯水槽の水を第7.2－１表に示す貯槽等に注水する。

注水流量は，可搬型機器注水流量計の指示値を基に調整する。 

決定した注水量の注水が完了した場合は，注水作業を停止し，第7.2

－１表に示す貯槽等の液位及び温度の監視を継続する。貯槽等の温度

の監視により沸騰が継続していることを確認し，かつ，貯槽等の液位

の監視により，貯槽等の液位が低下している場合には，高レベル廃液

等の初期液量の70％に相当する液位に至る前までに，第7.2－１表に示

す貯槽等への注水を再開する。 

貯槽等への注水時に確認が必要な監視項目は，建屋給水流量，貯槽

等注水流量，第7.2－１表に示す貯槽等の貯槽等液位及び貯槽等温度で

ある。 

 (６) 貯槽等への注水の成否判断 
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第7.2－１表に示す貯槽等の液位から，第7.2－１表に示す貯槽等に

注水されていることを確認することで，蒸発乾固の進行が防止されて

いることを判断する。 

蒸発乾固の進行が防止されていることを判断するために必要な監視

項目は，第7.2－１表に示す貯槽等の貯槽等液位である。 

 

7.2.2.1.1.2 冷却コイル等への通水 

 (１) 冷却コイル等への通水による冷却の着手判断 

   内部ループへの通水が機能しないことをもって冷却コイル等への通水

による冷却のための準備に着手することを判断する。 

冷却コイル等への通水による冷却のための準備の着手を判断するた

めに必要な監視項目は，第7.2－１表に示す貯槽等の貯槽等温度である。 

 

 (２) 建屋外の水の給排水経路の構築 

「7.2.1.1(２) 建屋外の水の給排水経路の構築」と同様である。 

 

 (３) 冷却コイル等への通水による冷却の準備 

   第7.2－１表に示す機器グループの内部ループへの通水が機能しない

場合には，冷却コイル等の損傷の有無を確認するため，給水用の可搬

型中型移送ポンプの下流側に，内部ループへの通水のために敷設した

可搬型建屋内ホースの他に，冷却コイル等への通水のために必要な可

搬型建屋内ホースを敷設し，可搬型冷却コイル圧力計及び可搬型冷却

コイル通水流量計を可搬型建屋内ホースの経路上に設置する。 

   可搬型建屋内ホースを冷却コイル等の給水側の接続口に接続し，冷却

コイル等の排水側の接続口の弁を閉め切った状態で，可搬型中型移送
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ポンプにより第１貯水槽から送水し，通水経路を加圧することで，可

搬型冷却コイル圧力計の指示値から冷却コイル等の健全性を確認する。 

冷却に使用した水を可搬型排水受槽へ移送するために，可搬型建屋

内ホースを敷設する。 

可搬型建屋内ホースを冷却コイル等の排水側の接続口に接続し，可

搬型建屋内ホースと可搬型建屋外ホースを接続することで，冷却に使

用した水を可搬型排水受槽に排水するための経路を構築する。 

   また，高レベル廃液ガラス固化建屋においては，水の給排水経路とし

て冷却水給排水配管・弁も用いる。 

本対応は，貯槽等に内包する高レベル廃液等が沸騰に至るまでの時

間が短い貯槽等を優先して実施する。 

冷却コイル等への通水の準備は，準備作業及び実施に要する作業が

多く，他の拡大防止対策と同時に準備作業を実施した場合，大気中へ

の放射性物質の放出を抑制できる状態を整備する前に高レベル廃液等

が沸騰する可能性があることから，貯槽等への注水，凝縮器による発

生した蒸気及び放射性物質の除去，塔槽類廃ガス処理設備からセルへ

の導出経路の構築並びに可搬型フィルタ及び可搬型排風機を用いた代

替セル排気系による対応を優先して実施し，大気中への放射性物質の

放出を抑制できる状態を整備してから実施する。 

 

 (４) 冷却コイル等への通水による冷却の実施判断 

冷却コイル等への通水の準備が完了後直ちに，冷却コイル等への通

水の実施を判断し，以下の(５)へ移行する。 

 

 (５) 冷却コイル等への通水による冷却の実施 
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可搬型中型移送ポンプを運転し，第１貯水槽の水を健全性が確認さ

れた冷却コイル等に通水する。 

通水流量は，可搬型冷却コイル通水流量計の指示値を基に調整する。 

冷却コイル等への通水に使用した水は，可搬型冷却水排水線量計を

用いて汚染の有無を監視する。 

また，可搬型排水受槽に回収し，可搬型試料分析設備可搬型放射能

測定装置を用いて汚染の有無を確認した上で，第１貯水槽へ移送する。 

冷却コイル等への通水に必要な監視項目は，建屋給水流量，冷却コ

イル通水流量，第7.2－１表に示す貯槽等の貯槽等温度及び排水線量で

ある。 

 

 (６) 冷却コイル等への通水の成否判断 

第7.2－１表に示す貯槽等に内包する高レベル廃液等の温度が沸点か

ら低下傾向を示していることを確認することにより，冷却コイル等へ

の通水による冷却機能が維持されていることを判断する。 

冷却機能が維持されていることを判断するために必要な監視項目は，

第7.2－１表に示す貯槽等の貯槽等温度である。 

 

7.2.2.1.2 セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応 

高レベル廃液等が沸騰に至る場合に備え，塔槽類廃ガス処理設備の隔

離弁を閉止することで，塔槽類廃ガス処理設備の流路を遮断し，貯槽等か

らの排気をセルに導出するための常設重大事故等対処設備の塔槽類廃ガス

処理設備からセルに導出するユニットを開放する。 

本対応と並行して，当該排気経路に設置した凝縮器へ通水するため，

蒸発乾固の発生防止対策で敷設する可搬型中型移送ポンプの下流側に，凝
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縮器へ通水するための可搬型建屋内ホース，弁等を敷設し，可搬型建屋内

ホースと凝縮器の接続口を接続し，第１貯水槽の水を凝縮器に通水する。 

高レベル廃液等が沸騰に至った場合には，排気をセルに導出する前に，

排気経路上の凝縮器により排気中の蒸気を凝縮させるとともに，凝縮器下

流側に設置したセル導出ユニットフィルタにより放射性エアロゾルを低減

する。 

また，凝縮器で蒸気を凝縮させることにより発生する凝縮水は，セル

又は貯槽に回収し貯留する。 

回収先のセル又は貯槽の液位及び凝縮器下流側の凝縮器出口温度を確

認することにより凝縮器が稼働していることを確認する。 

凝縮器の冷却に用いた水は，内部ループへの通水と同じように排水経

路を経由して第１貯水槽に移送し，再び，凝縮器への通水の水源として用

いる。 

凝縮器下流側に設置したセル導出ユニットフィルタの差圧が，凝縮器

通過後の排気の湿分により上昇する場合には，セル導出ユニットフィルタ

をバイパスしてセルに導出する。 

貯槽等内においては，放射線分解により常に水素が発生しているため，

蒸発乾固が発生した場合においても，継続して水素掃気を実施する必要が

ある。一方，蒸発乾固発生時には，塔槽類廃ガス処理設備の流路を遮断し，

貯槽等からの排気をセルに導出する。 

この際，セル排気系の排風機が機能喪失している場合，導出先セルの

圧力が上昇し，排気系統以外の場所から，放射性物質を含む気体の漏えい

が生じる可能性があるが，高レベル廃液等が沸騰に至る前であれば，排気

に含まれる放射性エアロゾルの濃度は平常運転時と同程度であり，セルへ

導出する前に，セル導出ユニットフィルタで除去する。 
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また，前処理建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋の貯槽等について

は，気相部の体積が大きく，水素濃度の上昇が緩やかであることから，代

替セル排気系を構築するまでの間，導出先セルの圧力上昇を抑制するため

水素掃気用の圧縮空気の供給を停止し，セル内の圧力上昇を防止する。 

セルへの放射性物質の導出後においては，セル排気系の高性能粒子フ

ィルタは１段であることから，代替セル排気系として，可搬型排風機，可

搬型ダクト及び可搬型フィルタを２段敷設し，主排気筒へつながるよう，

可搬型排風機，可搬型ダクトと可搬型フィルタを接続し，可搬型ダクトと

セル排気系を接続した後，可搬型排風機を運転することで放射性エアロゾ

ルを可搬型フィルタで除去しつつ，主排気筒を介して，大気中に管理しな

がら放出する。 

各建屋の対策の概要を以下に示す。また，対策の系統概要図を第7.2－

５図(４)に，対策の手順の概要を第7.2－６図に，各建屋の対策における手

順及び設備の関係を第7.2－26表に，必要な要員及び作業項目を第7.2－21

図に示す。 

 

 (１) セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応のための着

手判断 

「7.2.1.1(１) 内部ループへの通水の着手判断」と同様である。 

セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応のための準

備作業として以下の(２)，(３)及び(４)へ移行する。 

 

 (２) 建屋外の水の給排水経路の構築 

「7.2.1.1(２) 建屋外の水の給排水経路の構築」と同様である。 

 (３) セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応のための準備 
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   前処理建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋において，塔槽類廃ガス

処理設備の排風機が停止している場合には，水素掃気用の圧縮空気の

供給継続による大気中への放射性物質の放出を低減するため，貯槽等

へ水素掃気用の圧縮空気を供給する水素掃気用安全圧縮空気系の手動

弁を閉止する。 

   第7.2－１表に示す貯槽等に内包する高レベル廃液等の沸騰に伴い発

生する蒸気を凝縮し，放射性物質を除去するために，可搬型中型移送

ポンプの下流側に，凝縮器へ通水するための可搬型建屋内ホースを敷

設し，可搬型建屋内ホース及び凝縮器を接続する。 

高レベル廃液ガラス固化建屋においては，凝縮器への水の供給経路

として凝縮器冷却水給排水配管・弁を用いるとともに，凝縮器通過後

の排気の排気経路として気液分離器も用いる。 

前処理建屋においては，凝縮器からの凝縮水の排水経路を構築する

ため，可搬型建屋内ホースも用いる。 

可搬型凝縮器通水流量計を可搬型建屋内ホースの経路上に設置する。 

常設の計器を用いて凝縮水回収セル等の液位を計測できない場合は，

第7.2－27表に示す凝縮水回収セル等に可搬型漏えい液受皿液位計及び

可搬型凝縮水槽液位計を設置する。 

可搬型建屋内ホース及び可搬型建屋外ホースを接続することにより，

第１貯水槽から凝縮器に水を通水するための経路を構築する。また，

可搬型凝縮器出口排気温度計を塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出

するユニットに設置する。 

セル排気系，可搬型フィルタ，可搬型ダクトと可搬型排風機を接続

する。また，可搬型フィルタ差圧計を可搬型フィルタに設置する。 

前処理建屋においては，排気経路を構築するため，主排気筒へ排出
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するユニットを用いる。高レベル廃液ガラス固化建屋においては，蒸

気量が多いため，排気経路上に可搬型デミスタを設置する。  

可搬型排風機，各建屋の重大事故対処用母線（常設分電盤，常設電

源ケーブル），可搬型分電盤，可搬型電源ケーブル及び各建屋の可搬

型発電機を接続する。 

常設の計器を用いて塔槽類廃ガス処理設備の圧力を計測できない場

合は，塔槽類廃ガス処理設備内の圧力を監視するため，可搬型廃ガス

洗浄塔入口圧力計を塔槽類廃ガス処理設備に設置する。 

また，常設の計器を用いて導出先セルの圧力を計測できない場合は，

第7.2－28表に示す導出先セルの圧力を監視するため，可搬型導出先セ

ル圧力計を第7.2－28表に示す導出先セルに設置する。 

セル導出ユニットフィルタの差圧を監視するため，可搬型セル導出

ユニットフィルタ差圧計をセル導出ユニットフィルタに設置する。 

外的事象の「火山の影響」を要因として冷却機能が喪失した場合に

は，降灰により可搬型発電機が機能喪失することを防止するため，運

搬車を用いて可搬型発電機を各建屋内に敷設する。 

 

 (４) 塔槽類廃ガス処理設備からセルに導くための作業の実施判断 

塔槽類廃ガス処理設備の排風機が停止している場合には，沸騰に伴

い気相中へ移行する放射性物質又は水素掃気用の圧縮空気の供給継続

により移行する放射性物質を塔槽類廃ガス処理設備からセルに導くた

めの作業の実施を判断し，以下の(５)へ移行する。 

   塔槽類廃ガス処理設備の排風機が運転状態を維持している場合には，

水素掃気用の圧縮空気の供給継続により移行する放射性物質の大気中

への放出量を低減するため，塔槽類廃ガス処理設備の排風機の運転を
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継続し，第7.2－１表に示す貯槽等に内包する高レベル廃液等の温度の

監視を継続する。温度の監視の結果，第7.2－１表に示すいずれかの貯

槽等に内包する高レベル廃液等の温度が85℃に至り，かつ，温度の上

昇傾向が続く場合には，その貯槽等が設置されている建屋について，

沸騰に伴い気相中へ移行する放射性物質又は水素掃気用の圧縮空気の

供給継続により移行する放射性物質を塔槽類廃ガス処理設備からセル

に導くための作業の実施を判断し，以下の(５)へ移行する。 

これらの実施を判断するために必要な監視項目は，第7.2－１表に示

す貯槽等の貯槽等温度である。 

 

 (５) 塔槽類廃ガス処理設備の隔離弁の閉止及び塔槽類廃ガス処理設備か

らセルに導出するユニットの開放 

   塔槽類廃ガス処理設備から第7.2－28表に示す導出先セルに放射性物

質を導出するため，塔槽類廃ガス処理設備の隔離弁を閉止し，塔槽類

廃ガス処理設備と第7.2－28表に示す導出先セルを接続している塔槽類

廃ガス処理設備からセルに導出するユニットの手動弁及び塔槽類廃ガ

ス処理設備の手動弁を開放する。 

これにより，水素掃気用の圧縮空気に同伴する放射性物質が塔槽類

廃ガス処理設備からセルに導出するユニットを経由して第7.2－28表に

示す導出先セルに導出される。 

また，沸騰に伴い塔槽類廃ガス処理設備の配管内の内圧が上昇した

場合，発生した放射性物質は，塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出

するユニットを経由して第7.2－28表に示す導出先セルに導出される。 

 

 (６) 凝縮器への冷却水の通水の実施判断 
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凝縮器への通水の準備が完了後直ちに，凝縮器への通水の実施を判

断し，以下の(７)へ移行する。 

 

 (７) 凝縮器への冷却水の通水 

可搬型中型移送ポンプにより，第１貯水槽から凝縮器に通水する。

通水流量は，可搬型凝縮器通水流量計の指示値を基に調整する。 

凝縮器への通水に使用した水は，可搬型冷却水排水線量計を用いて

汚染の有無を監視する。また，可搬型排水受槽に回収した後，可搬型

試料分析設備可搬型放射能測定装置を用いて汚染の有無を確認した上

で，第１貯水槽へ移送する。 

凝縮器から発生する凝縮水は，第7.2－27表に示す凝縮水回収セル等

に回収し貯留する。 

凝縮器への通水時に必要な監視項目は，建屋給水流量，凝縮器通水

流量，凝縮水回収セル液位，凝縮水槽液位，凝縮器出口排気温度及び

排水線量である。 

 

 (８) セル導出ユニットフィルタの隔離 

   第7.2－１表に示す貯槽等に内包する高レベル廃液等が沸騰した後，

可搬型セル導出ユニットフィルタ差圧計により，セル導出ユニットフ

ィルタの差圧を監視し，セル導出ユニットフィルタの差圧が上昇傾向

を示した場合，セル導出ユニットフィルタを隔離し，バイパスライン

へ切り替える。 

これらの実施を判断するために必要な監視項目は，セル導出ユニッ

トフィルタ差圧である。 

 (９) 可搬型排風機の起動の判断 
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可搬型排風機の運転の準備完了後，可搬型排風機の起動を判断する。 

 

 (10) 可搬型排風機の運転 

可搬型排風機を運転することで，平常運転時の排気経路以外の経路

からの大気中への放射性物質の放出を抑制し，セル内の圧力上昇を緩

和しつつ，可搬型フィルタにより放射性エアロゾルを除去し，主排気

筒を介して，大気中へ管理しながら放出する。 

また，可搬型フィルタ差圧計により，可搬型フィルタの差圧を監視

する。 

 

 (11) 大気中への放射性物質の放出の状態監視 

排気モニタリング設備により，主排気筒を介した大気中への放射性

物質の放出状況を監視する。 

排気モニタリング設備が機能喪失した場合は，代替モニタリング設

備により，主排気筒を介した大気中への放射性物質の放出状況を監視

する。 

 

7.2.2.2 蒸発乾固の拡大防止対策の有効性評価 

7.2.2.2.1 有効性評価 

 (１) 代表事例 

   「7.2.1.2.1(１) 代表事例」に示したとおりである。 

 

 (２) 代表事例の選定理由 

   「7.2.1.2.1(２) 代表事例の選定理由」に示したとおりである。 

 (３) 有効性評価の考え方 
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   内部ループへの通水が有効に機能せず，高レベル廃液等が沸騰に至っ

た場合に，貯槽等への注水により貯槽等の液位を一定の範囲に維持で

き，また，冷却コイル等への通水により高レベル廃液等の温度が低下

傾向を示し，未沸騰状態を継続して維持できることを確認するため，

高レベル廃液等の温度及び液位の推移を評価する。 

   高レベル廃液等の温度の推移は，セルへの放熱を考慮せず断熱として

評価し，解析コードを用いず，水の定圧比熱等を用いた簡便な計算に

基づき算出する。また，高レベル廃液等の液位の推移の評価にあたっ

ては，高レベル廃液等が濃縮する過程において沸点が上昇するため，

崩壊熱の一部は顕熱として消費され，見かけ上，蒸発に寄与する崩壊

熱が減少することで蒸発速度が低下するが，評価上は顕熱としての消

費を考慮せず，全ての崩壊熱が蒸発に寄与するものとする。 

また，貯槽等からの蒸気をセルに導出する際，凝縮器の機能が継続

的に維持できているか確認するため，凝縮器で発生する凝縮水量が回

収先セルの漏えい液受皿等の容量を下回ることを確認する。 

セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応に係る有効

性評価は，大気中への放射性物質の放出量（セシウム－137換算）を評

価する。 

この評価においては，貯槽等への注水及び冷却コイル等への通水の

実施状況を踏まえて，貯槽等に内包する高レベル廃液等の放射性物質

量，事故時の放射性物質の移行率並びに可搬型フィルタ，凝縮器及び

放出経路構造物による除染係数を考慮する。 

塔槽類廃ガス処理設備からセルへの導出経路の構築，凝縮器による

発生した蒸気及び放射性物質の除去，可搬型フィルタ及び可搬型排風

機を用いた代替セル排気系による対応に係る有効性評価においては，
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解析コードを用いず，簡便な計算に基づき評価する。 

 

 (４) 有効性評価の評価単位 

   「7.2.1.2.1(４) 有効性評価の評価単位」に示したとおりである。 

 

 (５) 機能喪失の条件 

   「7.2.1.2.1(５) 機能喪失の条件」に示したとおりである。 

 

 (６) 事故の条件及び機器の条件 

   「高レベル廃液等の核種組成，濃度，崩壊熱密度」及び「高レベル廃

液等の液量」設定の考え方は，「7.2.1.2.1(６) 事故の条件及び機器の

条件」に記載したとおりである。 

高レベル廃液等の温度及び液位の推移の評価条件を第7.2－３表～第

7.2－７表に示す。 

蒸発乾固の拡大防止対策に使用する機器を第7.2－８表に示す。また，

主要な機器の条件を以下に示す。 

 ａ．可搬型中型移送ポンプ 

可搬型中型移送ポンプは，１台当たり約240ｍ３／ｈの容量を有し，

貯槽等への注水，冷却コイル等への通水及び凝縮器への通水を実施す

る場合には，前処理建屋における蒸発乾固の拡大防止対策の実施に対

して１台，分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋における蒸発乾固の拡大防止対策の実施に対して１台を兼用し，高

レベル廃液ガラス固化建屋における蒸発乾固の拡大防止対策の実施に

対して１台を使用し，貯槽等への注水，冷却コイル等への通水及び凝

縮器への通水を実施するのに必要な水を供給できる設計としているこ
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とから，各貯槽等への水の供給流量は，内包する高レベル廃液等の崩

壊熱を踏まえて調整し，以下に示す設定値以上で通水する。 

また，「7.2.1 蒸発乾固の発生防止対策」に示す内部ループへの通

水の実施に必要な水の供給は，同じ可搬型中型移送ポンプを用いて実

施する。 

 (ａ) 蒸発速度の３倍の流量を想定した場合の貯槽等への注水流量 

前処理建屋 約3.3×10－１ｍ３／ｈ 

分離建屋 約6.1×10－１ｍ３／ｈ 

精製建屋 約4.0×10－１ｍ３／ｈ 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 約9.3×10－２ｍ３／ｈ 

高レベル廃液ガラス固化建屋 約5.5ｍ３／ｈ 

 (ｂ) 冷却コイル等への通水流量 

前処理建屋 約2.3ｍ３／ｈ 

分離建屋 約5.2ｍ３／ｈ 

精製建屋 約2.8ｍ３／ｈ 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 約1.0ｍ３／ｈ 

高レベル廃液ガラス固化建屋 約51ｍ３／ｈ 

 (ｃ) 凝縮器への通水流量 

前処理建屋 約10ｍ３／ｈ 

分離建屋 約30ｍ３／ｈ 

精製建屋 約6.0ｍ３／ｈ 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 約6.0ｍ３／ｈ 

高レベル廃液ガラス固化建屋 約45ｍ３／ｈ 

 

【補足説明資料７－２】 

2821



 
 

 ｂ．塔槽類廃ガス処理設備の隔離弁 

塔槽類廃ガス処理設備の隔離弁を閉止することにより，塔槽類廃ガ

ス処理設備の配管の流路を遮断する。 

 ｃ．塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユニット 

塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユニットを開放すること

により，塔槽類廃ガス処理設備の放射性物質を塔槽類廃ガス処理設備

から凝縮器及びセル導出ユニットフィルタを経由して放射性物質の導

出先セルに導出する。 

 ｄ．可搬型発電機 

可搬型発電機は１台当たり約80ｋＶＡの容量を有し，前処理建屋の

可搬型排風機の運転に対して１台，分離建屋の可搬型排風機の運転に

対して１台，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の可搬

型排風機の運転に対して１台を兼用し，高レベル廃液ガラス固化建屋

の可搬型排風機の運転に対して１台を使用することで，可搬型排風機

を起動し，運転するのに必要な電力を供給できる設計としていること

から，以下に示す必要な電力を供給できる。 

前処理建屋の可搬型排風機 約5.2ｋＶＡ（起動時 約39ｋＶＡ） 

分離建屋の可搬型排風機 約5.2ｋＶＡ（起動時 約39ｋＶＡ） 

精製建屋の可搬型排風機 約5.2ｋＶＡ（起動時 約39ｋＶＡ） 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の可搬型排風機 

 約5.2ｋＶＡ（起動時 約39ｋＶＡ） 

高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型排風機 

 約5.2ｋＶＡ（起動時 約39ｋＶＡ） 

【補足説明資料７－２】 

 ｅ．凝縮器 

2822



 
 

凝縮器は貯槽等からの蒸気を凝縮させるために必要な除熱能力を有

する。 

 ｆ．凝縮水回収先セルの漏えい液受皿等 

前処理建屋の凝縮水回収先セルである放射性配管分岐第１セルの漏

えい液受皿の容量は約20ｍ３，分離建屋の凝縮水回収先貯槽である第１

供給槽及び第２供給槽の容量は合計で約27ｍ３，分離建屋の凝縮水回収

先セルである放射性配管分岐第１セルの漏えい液受皿の容量は約22ｍ３，

精製建屋の凝縮水回収先セルである精製建屋一時貯留処理槽第１セル

の漏えい液受皿の容量は約5.3ｍ３，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋の凝縮水回収先セルである凝縮廃液受槽Ａセル，凝縮廃液受槽Ｂセ

ル及び凝縮廃液貯槽セルの漏えい液受皿の容量は合計で約17ｍ３であり，

これらを凝縮水受入可能量として確保する。また，高レベル廃液ガラ

ス固化建屋の凝縮水回収先セルである固化セルは，固化セル内がステ

ンレス鋼の内張りが施されていることを考慮し，セル貫通部高さまで

の容量として約1,300ｍ３を凝縮水受入れ可能量として確保する。 

 

 (７) 操作の条件 

貯槽等への注水に係る準備作業は，安全冷却水系の冷却機能の喪失

から高レベル廃液等が沸騰に至る前までに開始し，沸騰に至るまでの

時間が も短い精製建屋では９時間後までに準備作業を完了する。ま

た，貯槽等の液位を監視しつつ，高レベル廃液等の液量が初期液量の

70％に減少する前までに貯槽等への直接注水を開始する。 

冷却コイル等への通水に係る準備作業については，貯槽等への注水

により沸騰継続による高レベル廃液等の濃縮を防止することから，冷

却コイル等への通水実施に対する制限時間はないが，事態の収束のた
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め速やかに準備作業を完了する。冷却コイル等への通水の実施は準備

作業が完了次第開始し，沸騰の継続時間が も長くなる精製建屋にお

いても安全冷却水系の冷却機能の喪失から30時間40分後までに冷却コ

イル等への通水を開始する。 

貯槽等への注水の準備作業時に想定される作業環境を考慮した貯槽

等への注水に必要な作業と所要時間及び冷却コイル等への通水に必要

な作業と所要時間を，精製建屋を例として第7.2－21図に示す。 

沸騰に伴い気相中に移行する放射性物質を放射性物質の導出先セル

に導くための塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユニットへの

切替操作は，安全冷却水系の冷却機能の喪失から高レベル廃液等が沸

騰に至る前までに準備が整い次第開始し，沸騰に至るまでの時間が

も短い精製建屋では２時間25分後までに作業を完了する。 

前処理建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋における水素掃気用の

圧縮空気の停止操作は，安全冷却水系の冷却機能の喪失から45分後ま

でに完了する。 

凝縮器への通水は，安全冷却水系の冷却機能の喪失から高レベル廃

液等が沸騰に至る前までに準備作業が完了次第開始し，沸騰に至るま

での時間が も短い精製建屋では８時間30分後までに凝縮器への通水

を開始する。 

代替セル排気系による排気は，安全冷却水系の冷却機能の喪失から

高レベル廃液等が沸騰に至る前までに準備が整い次第開始し，沸騰ま

での時間が も短い精製建屋では６時間40分後までに開始する。 

精製建屋を例として，これらの対策の準備及び実施時に想定される

作業環境を考慮した必要な作業と所要時間を第7.2－21図に示す。また，

安全冷却水系の冷却機能の喪失から第7.2－１表に示す貯槽等に内包す
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る高レベル廃液等が沸騰に至るまでの時間を第7.2－９表，第7.2－12

表，第7.2－15表，第7.2－18表及び第7.2－21表に示す。 

 

 (８) 放出量評価に関連する事故，機器及び操作の条件の具体的な展開 

   「高レベル廃液等の核種組成，濃度，崩壊熱密度」及び「高レベル廃

液等の保有量」設定の考え方は，「7.2.1.2.1(６) 事故の条件及び機器

の条件」に記載したとおりである。 

主排気筒を介した大気中への放射性物質の放出量の評価は，高レベ

ル廃液等の沸騰前の水素掃気用の圧縮空気に同伴する放射性物質の放

出量評価及び高レベル廃液等の沸騰後の冷却コイル等への通水の実施

により事態が収束するまでの主排気筒を介した大気中への放射性物質

の放出量評価に分けられる。 

有効性評価における大気中への放射性物質の放出量は，重大事故等

が発生する貯槽等に内包する放射性物質量に対して，高レベル廃液等

が沸騰を開始してから乾燥し固化に至るまでの期間のうち，放射性物

質の放出に寄与する時間割合，高レベル廃液等の沸騰に伴い気相中に

移行する放射性物質の割合，大気中への放出経路における除染係数の

逆数を乗じて算出する。 

また，算出した大気中への放射性物質の放出量にセシウム－137への

換算係数を乗じて，大気中への放射性物質の放出量（セシウム－137換

算）を算出する。セシウム－137への換算係数は，ＩＡＥＡ－ＴＥＣＤ

ＯＣ－1162
（ １ ）

に示される，地表沈着した放射性物質からのガンマ線によ

る外部被ばく及び再浮遊した放射性物質の吸入摂取による内部被ばく

に係る実効線量への換算係数
（ １ ）

を用いて，セシウム－137と着目核種との

比から算出する。ただし，プルトニウム等の一部の核種は，化学形態
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による影響の違いを補正する係 数
（１）（２）

を乗じて算出する。 

 ａ．高レベル廃液等の沸騰前の水素掃気用の圧縮空気に同伴する放射性

物質の放出量評価 

   高レベル廃液等の沸騰前の水素掃気用の圧縮空気に同伴する放射性物

質の放出量評価の評価条件については，「7.3.2.2.1(８)ａ．空気貯槽等

から供給する圧縮空気に同伴する放射性物質の放出量評価」に示すと

おりである。 

 ｂ．高レベル廃液等の沸騰後の事態の収束までの主排気筒を介した大気中

への放射性物質の放出量評価 

 (ａ) 貯槽等に内包する放射性物質量 

第7.2－１表に示す貯槽等に内包する高レベル廃液等の放射性物質の

濃度は，１日当たり処理する使用済燃料の平均燃焼度45,000ＭＷｄ／

ｔ・ＵＰｒ，照射前燃料濃縮度4.5ｗｔ％，比出力38ＭＷ／ｔ・ＵＰｒ，冷

却期間15年を基に算出した平常運転時の 大値とする。 

また，貯槽等に内包する放射性物質量は，上記において算出した放

射性物質の濃度に，第7.2－１表の貯槽等に内包する高レベル廃液等の

体積を乗じて算出する。 

 (ｂ) 高レベル廃液等が沸騰を開始してから乾燥し固化に至るまでの期間

のうち，放射性物質の放出に寄与する時間割合 

高レベル廃液等が沸騰を開始してから乾燥し固化に至るまでの時間

のうち，放射性物質の放出に寄与する時間割合は，貯槽等ごとに算出

する。 

算出方法は，沸騰開始から冷却コイル等への通水により事態が収束

するまでの沸騰継続時間を高レベル廃液等が沸騰を開始してから乾燥

し固化に至るまでの時間で除して算出する。 
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沸騰継続時間は，貯槽等の高レベル廃液等の液量と崩壊熱密度から

高レベル廃液等の潜熱を考慮して算出する。 

貯槽等ごとの設定値を第7.2－29表～第7.2－33表に示す。高レベル

廃液等が沸騰に至る前までに冷却コイル等への通水により事態が収束

する貯槽等については，沸騰に至らず，気相中への放射性物質の移行

がないため設定値は０とする。 

また，安全冷却水系の冷却機能が喪失する直前まで，安全冷却水系

が１系列運転されていたものとし，安全冷却水系の冷却機能の喪失か

ら第7.2－１表に示す貯槽等に内包する高レベル廃液等が沸騰に至るま

での時間は，各貯槽等の高レベル廃液等の崩壊熱密度から算出する。 

 (ｃ) 高レベル廃液等の沸騰に伴い気相中に移行する放射性物質の割合 

高レベル廃液等の沸騰に伴い気相中に移行する放射性物質の割合は，

模擬高レベル廃液400ｍＬを蒸気流速が1.1ｃｍ／ｓとなるように沸騰

させ，模擬高レベル廃液が乾燥し固化に至り，乾固物の温度が140℃に

到達するまでの間に，試料容器以降で捕集された物質の割合を測定し

た試験結果に基づき，積算移行率を0.005 ％
（３）

とする。模擬高レベル廃液

を沸騰させた試験では，ブロアにより流量10Ｌ／ｍｉｎでの吸引及び

試験装置内の圧力を一定に保つためのＮ２ガスの自動供給が実施される

ため，積算移行率には，Ｎ２ガスによる掃気に起因する放射性物質の移

行も含まれる。また，高さ約0.8ｍでは，本来，積算移行率に含まれな

い粗大粒子を含むおそれがあるが，安全余裕を見込んで積算移行率を

0.005％としている。 

 (ｄ) 大気中への放出経路における除染係数 

第7.2－１表に示す貯槽等に内包する高レベル廃液等で，事態の収束

までに沸騰に伴い発生した放射性物質を含む蒸気は，凝縮器による蒸
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気の凝縮及び放射性物質の除去を経て，塔槽類廃ガス処理設備からセ

ルに導出するユニットから放射性物質の導出先セルに導出され，可搬

型フィルタ及び主排気筒を介して，大気中へ管理しながら放出する。 

放出経路構造物への沈着による放射性エアロゾルの除染係 数
（４）

は，10

とする。 

凝縮器による放射性エアロゾルの除染係数
（５）

は，10とする。 

また，可搬型フィルタは，１段あたり10３以上（0.3μｍＤＯＰ粒子）

の除染係数を有し，２段で構成する。可搬型フィルタの放射性エアロ

ゾルの除染係 数
（６）

は，凝縮器による蒸気の凝縮により可搬型フィルタが

設計上の除染能力を発揮できることから10５とする。 

凝縮器下流に設置するセル導出ユニットフィルタの除染係数は，蒸

気によって劣化する可能性を考慮し評価上考慮しない。 

【補足説明資料７－７】 

 (９) 判断基準 

蒸発乾固の拡大防止対策の有効性評価の判断基準は以下のとおりと

する。 

 ａ．貯槽等への注水 

   高レベル廃液等が沸騰に至った場合であっても，第１貯水槽から貯槽

等へ注水することで，貯槽等の液位を一定範囲に維持できること。 

 ｂ．冷却コイル等への通水 

高レベル廃液等が沸騰に至った場合であっても，冷却コイル等へ通

水することにより，高レベル廃液等の温度が沸点から低下傾向を示し，

高レベル廃液等が未沸騰状態を継続して維持できること。 

 ｃ．凝縮器への通水 

   事態の収束までに発生する凝縮水の発生量が，凝縮水の回収先セルの
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漏えい液受皿等の容量を下回ること。 

 ｄ．セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応 

冷却コイル等への通水による事態の収束までに大気中へ放出される

放射性物質の放出量が，セシウム－137換算で100ＴＢｑを十分下回る

ものであって，かつ，実行可能な限り低いこと。 

 

7.2.2.2.2 有効性評価の結果 

 (１) 有効性評価の結果 

 ａ．貯槽等への注水 

沸騰に至るまでの時間が も短い貯槽等を有する精製建屋における

可搬型中型移送ポンプによる貯槽等への注水に係る準備作業は，安全

冷却水系の冷却機能の喪失から63人にて９時間で作業を完了するため，

安全冷却水系の冷却機能の喪失から沸騰に至るまでの時間である11時

間以内に注水準備の完了が可能である。 

高レベル廃液等が沸騰に至り液位が低下するが，液位を監視しつつ

貯槽等への注水を高レベル廃液等の蒸発速度を上回る注水流量で適時

実施することにより，高レベル廃液等の液量は貯槽等の事故発生直前

の初期液量の70％を下回ることなく，液位を一定範囲に維持できる。 

また，ルテニウムを含む高レベル濃縮廃液を内包する貯槽等におい

て，高レベル濃縮廃液の温度を120℃未満に維持でき，揮発性のルテニ

ウムが大量に生成することはない。 

以上の有効性評価結果を第7.2－９表～第7.2－23表に，対策実施時

のパラメータの推移を第7.2－22図～第7.2－26図に示す。 

 ｂ．冷却コイル等への通水 

蒸発乾固の発生防止対策が機能しなかった場合に実施する冷却コイ
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ル等への通水による貯槽等に内包する高レベル廃液等の冷却は，健全

な冷却コイル配管・弁又は冷却ジャケット配管・弁が１本あれば可能

であり，高レベル廃液等が沸騰に至ってから冷却コイル等への通水が

実施されるまでの時間が も長い精製建屋内部ループ１に属する貯槽

等に対して冷却コイル等への通水を実施する場合，精製建屋における

可搬型中型移送ポンプによる冷却コイル等への通水に係る準備作業は，

安全冷却水系の冷却機能の喪失から59人にて30時間40分で作業を完了

できる。 

冷却コイル等への通水実施後は，高レベル廃液等の温度が沸点から

低下傾向を示し，高レベル廃液等の平衡温度が も高いプルトニウム

濃縮液受槽において約75℃で平衡に至る。 

同様に，上記以外の機器グループである精製建屋内部ループ２に属

する貯槽等に対して冷却コイル等への通水を実施する場合，精製建屋

で安全冷却水系の冷却機能の喪失から61人にて37時間30分で作業を完

了し実施できる。冷却コイル等への通水実施後の高レベル廃液等の平

衡温度は， も温度が高いプルトニウム溶液受槽において約70℃であ

る。 

以上の有効性評価結果を第7.2－９表～第7.2－23表に，対策実施時

のパラメータの推移を第7.2－22図～第7.2－26図に示す。 

 ｃ．凝縮器への通水 

   沸騰に至るまでの時間が も短い貯槽等を有する精製建屋における可

搬型中型移送ポンプによる凝縮器への通水は，安全冷却水系の冷却機

能の喪失から55人にて８時間30分で実施できるため，安全冷却水系の

冷却機能の喪失から沸騰に至るまでの時間である11時間以内に凝縮器

への通水が可能である。 
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高レベル廃液等の沸騰から事態の収束までの凝縮水の発生量は，凝

縮水回収先セルの漏えい液受皿等の容量に対して凝縮水発生量の占め

る割合が大きい精製建屋において約３ｍ３であり，凝縮水の発生量は凝

縮水回収先セルの漏えい液受皿等の容量を十分下回る。 

事態が収束するまでに発生する凝縮水の発生量の詳細を第7.2－11表，

第7.2－14表，第7.2－17表，第7.2－20表及び第7.2－23表に示す。 

 ｄ．セルへの導出経路の構築及びに代替セル排気系による対応 

セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による排気の実施は，

沸騰に至るまでの時間が も短い精製建屋においても，安全冷却水系

の冷却機能の喪失から71人にて５時間40分で実施できるため，安全冷

却水系の冷却機能の喪失から沸騰に至るまでの時間である11時間以内

に代替セル排気系による排気が可能である。 

セル導出経路の系統構成，凝縮器への通水，代替セル排気系による

排気により，高レベル廃液等の沸騰から事態の収束までの大気中への

放射性物質の放出量（セシウム－137換算）は，前処理建屋において約

６×10－13ＴＢｑ，分離建屋において約５×10－７ＴＢｑ，精製建屋にお

いて約５×10－６ＴＢｑ，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋において

約３×10－７ＴＢｑ，高レベル廃液ガラス固化建屋において約４×10－６

ＴＢｑとなり，合計で約１×10－５ＴＢｑとなる。 

継続して実施される水素掃気用の圧縮空気の供給により，導出先セ

ルの圧力が上昇し，平常運転時の排気経路以外の場所から放射性物質

を含む気体の漏えいのおそれがあるが，上記の放出量は，この寄与分

も含めた結果である。 

平常運転時の排気経路以外の場所からの放射性物質の放出継続時間

は， も長い分離建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋で３時
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間10分であり，大気中への放出に至る建屋内の移行経路を踏まえれば

その影響はわずかである。 

セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応は，蒸発乾

固に伴い気相中へ移行する放射性物質に対して各々十分な除染係数を

確保している。また，放射性物質のセルへの導出に係る準備作業，凝

縮器への通水に係る準備作業及び可搬型フィルタ，可搬型デミスタ，

可搬型排風機，可搬型ダクトをセル排気系に接続し，主排気筒を介し

て大気中へ放射性物質を管理放出するための準備作業は，高レベル廃

液等が沸騰に至る前で実行可能な限り早期に完了させ，これらを稼動

させることで，事態が収束するまでの主排気筒を介した大気中への放

射性物質の放出量（セシウム－137換算）は，100ＴＢｑを十分下回る

ものであって，かつ，実行可能な限り低い。 

以上の有効性評価結果を第7.2－９表～第7.2－23表に，対策実施時

のパラメータの推移を第7.2－27図～第7.2－36図に示す。 

各建屋の主排気筒を介した大気中への放射性物質の放出量及び大気

中への放射性物質の放出量（セシウム－137換算）の詳細を第7.2－34

表～第7.2－37表及び第7.2－38表に示す。また，放射性物質が大気中

に放出されるまでの過程を第7.2－37図～第7.2－40図に示す。 

【補足説明資料７－８】 

 (２) 不確かさの影響評価 

 ａ．事象，事故の条件及び機器の条件の不確かさの影響 

 (ａ) 想定事象の違い 

   「7.2.1.2.2(２)ａ．(ａ) 想定事象の違い」に記載したとおりである。 

 (ｂ) 実際の熱条件の影響 

沸騰に至るまでの時間に与える影響は，「7.2.1.2.2(２)ａ．(ｂ) 実際
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の熱条件の影響」に記載したとおりである。 

貯槽等への注水の実施間隔に与える影響は，高レベル廃液等の液量

が初期液量の70％に減少するまでの時間が影響する。高レベル廃液等

の濃縮に伴う沸点の上昇は５℃程度であり，例えばプルトニウム濃縮

液１ｍ３の場合，30％分の水の蒸発に消費される熱量が約4.5×10８Ｊな

のに対し，５℃の温度上昇に必要な熱量が約２×10７Ｊであり，崩壊熱

の約５％が顕熱として消費されることが想定される。 

したがって，初期液量から70％の液量に至るまでの時間が数％延び

ることになる。 

以上より，実際の熱条件の下では，高レベル廃液等の液量が初期液

量の70％に至るまでの時間は，全ての高レベル廃液等においてより長

い時間となる可能性があるが，時間余裕が延びる方向の変動であるこ

とから，実施組織要員の操作の時間余裕に与える影響はない。 

 (ｃ) セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応の有効性評

価に用いるパラメータの不確かさ 

事態の収束までの大気中への放射性物質の放出量（セシウム－137換

算）は，気相中に移行する放射性物質の移行割合や放出経路における

放射性物質の除染係数に不確かさがある。 

仮に移行した放射性物質に気体状の放射性物質が含まれていた場合，

放射性物質の移行率に変動があった場合及び冷却コイル等への通水ま

での時間に変動があった場合，放出量が１桁程度増加する可能性があ

る。一方，放出量評価に用いた高レベル廃液等の核種組成や放出経路

上での除染係数を評価が厳しくなるよう設定しており，放出量がさら

に小さくなることが想定される。 

このように不確かさを有するものの，これらを考慮した場合でも判
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断基準を満足することに変わりはない。 

不確かさを考慮した各パラメータの幅を以下に示す。 

  ⅰ．高レベル廃液等の沸騰前の水素掃気用の圧縮空気に同伴する放射性

物質の放出量評価 

    高レベル廃液等の沸騰前の水素掃気用の圧縮空気に同伴する放射性

物質の放出量評価の設定パラメータの不確かさについては，

「7.3.2.2 水素爆発の拡大防止対策の有効性評価」に示すとおりで

ある。 

  ⅱ．高レベル廃液等の沸騰後の事態の収束までの放射性物質の放出量評

価 

  (ⅰ) 貯槽等に内包する放射性物質量 

貯槽等に内包する放射性物質量は，再処理する使用済燃料の燃焼条

件の変動幅を考慮すると，放射性物質量の 大値は，１桁程度の下振

れを有する。 

また，再処理する使用済燃料の冷却期間によっては，減衰による放

射性物質量のさらなる低減効果を見込める可能性がある。 

  (ⅱ) 高レベル廃液等が沸騰を開始してから乾燥し固化に至るまでの期間

のうち，放射性物質の放出に寄与する時間割合 

高レベル廃液等が沸騰を開始してから乾燥し固化に至るまでの期間

のうち，放射性物質の放出に寄与する時間割合は，蒸発乾固の発生を

仮定する高レベル廃液等の崩壊熱密度に依存するパラメータであり，

再処理する使用済燃料の燃焼条件の変動幅を考慮すると，崩壊熱密度

の 大値は，１桁程度の下振れを有する。 

また，再処理する使用済燃料の冷却期間によっては，減衰による崩

壊熱密度のさらなる低減効果を見込める可能性がある。 
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一方，高レベル廃液等が沸騰を開始してから乾燥し固化に至るまで

の期間のうち，放射性物質の放出に寄与する時間割合は，冷却コイル

等への通水が実施されるタイミングに依存する。 

冷却コイル等への通水の準備及び実施は，高レベル廃液等が沸騰に

至った後に実施されることから，作業環境が悪化している可能性があ

り，これに伴い冷却コイル等への通水の準備及び実施が遅れる可能性

がある。 

このため，放射性物質の放出に寄与する時間割合は，大気中への放

射性物質の放出量（セシウム－137換算）に対する感度が大きいと考

えられる。この感度を把握するため，冷却コイル等への通水の準備の

計画値である30時間40分に対し，安全側の想定として，冷却コイル等

への通水の準備にさらに24時間の時間を要し，54時間40分後に冷却コ

イル等への通水が開始されたと想定した場合，放射性物質の放出量は

約３倍となり，条件によっては，設定値に対して１桁程度の上振れを

有する可能性がある。 

  (ⅲ) 高レベル廃液等の沸騰に伴い気相中に移行する放射性物質の割合 

高レベル廃液等の沸騰に伴い気相中に移行する放射性物質の割合は，

実験値に基づき安全余裕を考慮して0.005％を設定しているが，実験

体系が実機の体系を全て網羅できていないため，体系に起因した不確

かさが存在する。 

上限値としては，臨界に伴う沸騰時の移行率である0.05％がある。 

一方，実験値に対して安全余裕を見込んで設定しているため，１桁

程度の下振れを有する。 

また，設定した移行率は，沸騰開始から乾燥し固化に至るまでの間

の積算移行率を確認した実験に基づき設定しているため，沸騰初期と

2835



 
 

乾燥し固化に至る沸騰晩期とでは，高レベル廃液等の性状が異なり，

性状に応じて移行率が変化する可能性がある。 

これについては，移行率の設定にあたって参照した実験における積

算移行率の時間変化を確認し，沸騰初期と沸騰晩期において有意な差

を確認できなかったことから，高レベル廃液等の性状の差が移行割合

に与える影響は無視できる。 

以上より，設定値に対して１桁程度の下振れを有するとともに，条

件によっては，設定値に対して１桁程度の上振れを有する可能性があ

る。 

  (ⅳ) 大気中への放出経路における除染係数 

大気中への放出経路における除染係数は，設定値に対して，凝縮器

による除去効果として１桁程度の下振れを有するとともに，各建屋の

塔槽類廃ガス処理設備の構造的な特徴並びに放射性物質の導出先セル

及び各建屋のセル排気系の構造的な特徴として，大気中への放射性物

質の放出量は１桁程度の下振れを有する。 

さらに，第 7.2－１表に示す貯槽等から放射性物質の導出先セルま

での放出経路上の塔槽類廃ガス処理設備の配管は，曲がり部が多く数

十ｍ以上の長さがあり，塔槽類廃ガス処理設備は多数の機器で構成さ

れることにより，放射性エアロゾルの沈着による除去が期待できる。 

また，凝縮器による蒸気の凝縮効果により放射性物質を大気中へ押

し出すエネルギの減衰が期待できる。 

また，放射性物質の導出先セルへの導出後においては，放射性物質

を導出先セルへ導出することによる放射性エアロゾルの重力沈降によ

る除去，セル排気系のダクトの曲がり部における慣性沈着及び圧力損

失による放射性物質を大気中へ押し出すエネルギの減衰により放射性
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エアロゾルの除去が期待できるため，条件によっては，大気中への放

射性物質の放出量は１桁程度の下振れを見込める可能性がある。 

一方，条件によっては設定値に対して，凝縮器による除去効果，塔

槽類廃ガス処理設備の構造的な特徴並びに放射性物質の導出先セル及

び各建屋のセル排気系の構造的な特徴全体で，大気中への放射性物質

の放出量は１桁程度の上振れを有する可能性がある。 

沸騰に伴い気相中へ移行する放射性物質に気体状の放射性物質が含

まれていた場合には，放出経路上の除染係数が期待できず，大気中へ

の放射性物質の放出量は，高レベル廃液ガラス固化建屋の場合で１桁

程度増加する可能性がある。 

 (ｄ) 貯槽等への注水による高レベル廃液等の温度低下に起因する不確かさ 

沸騰している高レベル廃液等へ注水することにより，沸騰状態にあ

る高レベル廃液等が未沸騰状態へ移行することで放射性物質の放出量

が低減する可能性がある。 

貯槽等への注水により高レベル廃液等の温度を沸点未満に下げるた

めには，高レベル廃液等が有する崩壊熱に対して，注水される水が沸

点に至るまでの熱量（顕熱）が大きくなければならず，蒸発速度の約

８倍以上の注水速度で注水する必要がある。 

貯槽等への注水では，過剰な量の注水による貯槽等内の高レベル廃

液等のオーバーフローの可能性があり，いかなる条件においても蒸発

速度の８倍以上の注水流量を確保することが困難であることから，貯

槽等への注水による放射性物質の放出量低減に係る不確かさの幅は設

定しない。 

【補足説明資料７－９】 

 ｂ．操作の条件の不確かさの影響 
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(ａ) 実施組織要員の操作 

「7.2.1.2.2(２)ｂ．(ａ) 実施組織要員の操作」に記載したとおりであ

る。 

(ｂ) 作業環境 

高レベル廃液等が沸騰に至るまでは有意な作業環境の悪化はなく，

貯槽等への注水の準備，セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系

による対応に関する対策の準備及び実施は，高レベル廃液等が沸騰に

至る前までに実施することから，作業環境が実施組織要員の操作の時

間余裕に影響を与えることはない。 

7.2.2.2.3 重大事故等の同時発生又は連鎖 

(１) 重大事故等の事象進展，事故規模の分析

高レベル廃液等が沸騰に至った場合には，拡大防止対策として，第

１貯水槽から貯槽等へ注水する。 

 貯槽等への注水は，貯槽等に内包する高レベル廃液等が初期液量の

70％まで減少する前に実施する。 

さらに，貯槽等に内包する高レベル廃液等の沸騰開始後の事態収束

のため，冷却コイル等への通水を実施し，蒸発乾固を仮定する貯槽等

に内包する高レベル廃液等を冷却することで，未沸騰状態に導くとと

もに，これを維持する。 

以上の拡大防止対策を考慮した時の高レベル廃液等の状態及び高レベ

ル廃液等の状態によって生じる事故時環境は次のとおりである。

ａ．高レベル廃液等の状態 

蒸発乾固の発生を仮定する貯槽等に内包されている高レベル廃液等

は，溶解液，抽出廃液，プルトニウム溶液（24ｇＰｕ／Ｌ），プルトニ
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ウム濃縮液（250ｇＰｕ／Ｌ）及び高レベル濃縮廃液である。 

   蒸発乾固は，平常運転時に貯槽等に内包する高レベル廃液等に対して，

異なる溶液が混入して発生する事象ではなく，冷却機能の喪失により

発生する事象であるため，高レベル廃液等の組成が変化することはな

い。 

一方，拡大防止対策である貯槽等への注水は間欠注水にて実施する

ため，高レベル廃液等が濃縮及び希釈を繰り返す。 

この過程における高レベル廃液等の状態変化のうち温度は，プルト

ニウム濃縮液（250ｇＰｕ／Ｌ）において 大で約120℃まで上昇する。 

また，ルテニウムを内包する高レベル濃縮廃液において約110℃まで

上昇する。 

核燃料物質等の濃度及び崩壊熱密度は，プルトニウム濃縮液（250ｇ

Ｐｕ／Ｌ）において初期値の約1.5倍まで，高レベル濃縮廃液において

初期値の約1.2倍まで上昇する。 

一方，溶解液，抽出廃液及びプルトニウム溶液（24ｇＰｕ／Ｌ）は，

高レベル廃液等が沸騰に至る前に冷却コイル等への通水が開始される

ため，溶解液，抽出廃液及びプルトニウム溶液（24ｇＰｕ／Ｌ）が濃

縮することはない。 

また，高レベル廃液等は温度上昇及び濃縮するのみであり，貯槽等

に内包する放射性物質量及び崩壊熱自体が変わることはない。高レベ

ル廃液等の硝酸濃度は， 大でもプルトニウム濃縮液（250ｇＰｕ／Ｌ）

の約９規定であり，高レベル濃縮廃液の場合，約３規定である。また，

冷却コイル等への通水が実施される時間が初期液量の70％に至るまで

の時間より長いプルトニウム濃縮液（250ｇＰｕ／Ｌ）は，貯槽等への

注水により希釈され，この時のプルトニウム濃縮液の硝酸濃度は約５
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規定となる。 

 

 ｂ．高レベル廃液等の状態によって生じる事故時環境 

 (ａ) 温度 

高レベル廃液等の温度は，各貯槽等における冷却コイル等への通水

を開始した時の温度又は高レベル廃液等が初期液量の 70％まで減少し

た時の温度を基に設定しており，「7.2.2.2.3(１)ａ．高レベル廃液等の

状態」に記載したとおり 大でも約 122℃である。 

高レベル廃液等の具体的な温度は，以下のとおりである。 

 プルトニウム濃縮液（250ｇＰｕ／Ｌ） 

  ：約 122℃（70％濃縮時の温度） 

 プルトニウム溶液（24ｇＰｕ／Ｌ） 

  ：約 65℃（冷却コイル等通水開始時の温度） 

 溶解液 ：約 57℃（冷却コイル等通水開始時の温度） 

  抽出廃液 ：約 53℃（冷却コイル等通水開始時の温度） 

  高レベル濃縮廃液 ：約 105℃（冷却コイル等通水開始時の温度） 

 (ｂ) 圧力 

高レベル廃液等が沸騰に至り，貯槽等内及び貯槽等に接続する塔槽

類廃ガス処理設備内が加圧された場合には，水封安全器から圧力が減

圧される設計となっている。 

以上のことから，高レベル廃液等が沸騰に至ったとしても，系統内

の圧力は 大でも約３ｋＰａであり，平常運転時と同程度である。 

 (ｃ) 湿度 

高レベル廃液等が沸騰に至った場合，蒸気により多湿環境となる。 

 (ｄ) 放射線 
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高レベル廃液等が沸騰に至ったとしても，高レベル廃液等が濃縮す

るのみであり，貯槽等内の放射性物質量が増加することはなく，また，

高レベル廃液等が濃縮する過程において臨界の発生は想定されないこ

とから，線量率は平常運転時から変化することはない。 

一方，貯槽等外に着目した場合には，高レベル廃液等に含まれる放

射性物質が蒸気に同伴され，貯槽等外へ移行するため，貯槽等外の線

量率は上昇する。 

 (ｅ) 物質（水素，蒸気，煤煙，放射性物質，その他）及びエネルギの発生 

高レベル廃液等の沸騰に伴い，水素発生Ｇ値が上昇し，プルトニウ

ム濃縮液（250ｇＰｕ／Ｌ）の場合には，貯槽等への注水により硝酸濃

度が低下するため水素発生量が増加する。 

また，高レベル廃液等の沸騰に伴い蒸気が発生する。 

一方，高レベル廃液等が沸騰に至ったとしても，高レベル廃液等の

放射性物質の濃度が上昇するのみであり，臨界の発生は想定されない

ことから，新たな放射性物質の生成はない。 

ＴＢＰ等を含む使用済みの有機溶媒は，平常運転時において，分離

建屋一時貯留処理設備の第１一時貯留処理槽，第６一時貯留処理槽，

第７一時貯留処理槽及び第８一時貯留処理槽並びに精製建屋一時貯留

処理設備の第１一時貯留処理槽，第２一時貯留処理槽及び第３一時貯

留処理槽において，有意量を受け入れる場合があるが，通常状態で受

け入れる可能性のある溶液の混合を考慮しても，総崩壊熱は 大でも

１ｋＷ程度であり，高レベル廃液等の濃縮又は温度上昇が想定されず，

有機溶媒等による火災又は爆発の発生は想定されないことから，これ

らの反応により生成する煤煙及びその他の物質が発生することはない。 

また，上記以外の貯槽等においては，分離設備のＴＢＰ洗浄塔及び
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ＴＢＰ洗浄器並びにプルトニウム精製設備のＴＢＰ洗浄器において，

希釈材により除去され，溶媒再生系（分離・分配系）の第１洗浄器，

第２洗浄器及び第３洗浄器並びに溶媒再生系（プルトニウム精製系）

の第１洗浄器，第２洗浄器及び第３洗浄器において，炭酸ナトリウム

溶液等により，洗浄及び再生されることから，高レベル廃液等の沸騰

が発生する貯槽等には，有意量のＴＢＰ等を含む使用済みの有機溶媒

が含まれることはなく，有機溶媒等による火災又は爆発の発生は想定

されないことから，これらの反応により生成する煤煙及びその他の物

質が発生することはない。 

 (ｆ) 落下又は転倒による荷重 

高レベル廃液等の温度が上昇したとしても，貯槽等の材質の強度が

有意に低下することはなく，貯槽等が落下又は転倒することはない。 

 (ｇ) 腐食環境 

高レベル廃液等の沸騰により，高レベル廃液等の硝酸濃度は，プル

トニウム濃縮液（250ｇＰｕ／Ｌ）の場合は 大で約９規定となり，高

レベル濃縮廃液の場合は 大で約３規定となる。そのため，蒸気及び

凝縮水の硝酸濃度が 大で約８規定となる。 

 

 (２) 重大事故等の同時発生 

「7.2.1.2.3(２) 重大事故等の同時発生」に記載したとおりである。 

異種の重大事故等の同時発生に対する重大事故等対策の有効性につ

いては，「7.7 重大事故が同時に又は連鎖して発生した場合の対処」

にまとめる。 

 

 (３) 重大事故等の連鎖 

2842



 
 

   拡大防止対策を考慮した時の高レベル廃液等の状態及び高レベル廃液

等の状態によって生じる事故時環境を明らかにし，高レベル廃液等の

状態によって新たに連鎖して発生する重大事故等の有無及び事故時環

境が安全機能の喪失をもたらすことによって連鎖して発生する重大事

故等の有無を明らかにする。 

 ａ．事故進展により自らの貯槽等において連鎖して発生する重大事故等の

特定 

 (ａ) 臨界事故 

   「7.2.2.2.3(１) 重大事故等の事象進展，事故規模の分析」に記載し

たとおり，プルトニウム濃縮液（250ｇＰｕ／Ｌ）の濃度が上昇し，

70％濃縮時には約360ｇＰｕ／Ｌまでプルトニウムの濃度が上昇するが，

プルトニウム濃縮液を内包する貯槽等は全濃度安全形状寸法管理によ

り臨界事故の発生を防止しており，また，貯槽等の材質はステンレス

鋼又はジルコニウムであり，想定される温度，圧力，腐食環境等の環

境条件によって貯槽等のバウンダリの健全性が損なわれることはなく，

貯槽等の胴部の外側に設置されている全濃度安全形状寸法管理を担う

中性子吸収材が損傷することはない。 

以上より，臨界事故が発生することはない。 

 (ｂ) 放射線分解により発生する水素による爆発 

   「7.2.2.2.3(１) 重大事故等の事象進展，事故規模の分析」に記載し

たとおり，高レベル廃液等が沸騰した場合の水素発生量は，平常運転

時と比べて相当多くなる。 

蒸発乾固の発生を仮定する貯槽等は，全て安全圧縮空気系から水素

掃気用の圧縮空気が供給されており，安全圧縮空気系からの水素掃気

用の圧縮空気の供給量は，十分な余裕が確保されていることから，沸
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騰時であっても貯槽等の気相部の水素濃度がドライ換算８ｖｏｌ％を

超えることはない。 

さらに，プルトニウム濃縮液（250ｇＰｕ／Ｌ）の場合には，貯槽等

への注水により硝酸濃度が平常運転時の７規定から５規定に低下し，

これにより水素発生量が増加するが，各々の硝酸濃度における水素発

生Ｇ値は0.048及び0.059であり，希釈後のプルトニウム濃縮液の水素

発生量は平常運転時の約1.3倍になる程度である。これに対し，安全圧

縮空気系からの水素掃気用の圧縮空気の供給量は十分な余裕が確保さ

れていることから，沸騰時であっても貯槽等の気相部の水素濃度がド

ライ換算８ｖｏｌ％を超えることはない。 

   また，高レベル廃液等の沸騰に伴い発生する蒸気により，貯槽等内の

圧力が上昇するが，圧力の上昇は 大でも約３ｋＰａと平常運転時と

同程度であり，貯槽等内の圧力上昇により安全圧縮空気系からの水素

掃気用の圧縮空気の供給が阻害されることはない。 

また，安全圧縮空気系の配管の材質はステンレス鋼であり，想定さ

れる温度，圧力，腐食環境等の環境条件によって安全圧縮空気系の配

管が損傷することはない。 

以上より，放射線分解により発生する水素による爆発が発生するこ

とはない。 

 (ｃ) 有機溶媒等による火災又は爆発 

   「7.2.2.2.3(１) 重大事故等の事象進展，事故規模の分析」に記載し

たとおり，有意な量のＴＢＰ等を含む使用済みの有機溶媒が，高レベ

ル廃液等の沸騰が発生する貯槽等に混入することはない。 

   また，沸騰が発生する貯槽等に接続する機器注水配管，冷却コイル等

の材質は，ステンレス鋼又はジルコニウムであり，想定される温度，

2844



 
 

圧力，腐食環境等の環境条件によってこれらのバウンダリの健全性が

損なわれることはないことから，有機溶媒が混入することもない。 

   以上より，有機溶媒等による火災又は爆発が発生することはない。 

 (ｄ) 放射性物質の漏えい 

   貯槽等及び貯槽等に接続する配管の材質はステンレス鋼又はジルコニ

ウムであり，想定される温度，圧力，腐食環境等の環境条件によって

これらのバウンダリの健全性が損なわれることはなく，放射性物質の

漏えいが発生することはない。 

 ｂ．重大事故等が発生した貯槽等以外の安全機能への影響及び連鎖して発

生する重大事故等の特定 

   貯槽等及び貯槽等に接続する配管の材質はステンレス鋼又はジルコニ

ウムであり，想定される温度，圧力等の環境条件によってこれらのバ

ウンダリの健全性が損なわれることはなく，温度及び放射線以外の貯

槽等内の環境条件が貯槽等及び貯槽等に接続する機器の外へ及ぶこと

はないことから，温度及び放射線以外の環境条件の変化によってその

他の重大事故等が連鎖して発生することはない。 

   温度及び放射線の影響は貯槽等及び貯槽等に接続する機器の外へ及ぶ

ものの，温度は 大でも120℃程度であり，また，放射線は平常運転時

と変わらず，これらの影響が十分な厚さを有するセルを超えてセル外

へ及ぶことはない。 

また，セル内の安全機能を有する機器もこれらの環境条件で健全性

を損なうことはないことから，温度及び放射線の環境条件の変化によ

ってその他の重大事故等が連鎖して発生することはない。 

   貯槽等に接続する配管を通じた貯槽等内の環境の伝播による安全機能

への影響の詳細は次のとおりである。 
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 (ａ) 安全圧縮空気系 

安全圧縮空気系からの水素掃気用の圧縮空気の供給圧は，貯槽等内

の圧力より高いことから，安全圧縮空気系配管を通じて貯槽等内の影

響が波及することはなく，高レベル廃液等の沸騰により安全圧縮空気

系が機能喪失することはない。 

以上より，高レベル廃液等の沸騰により安全圧縮空気系が機能喪失

することはなく，放射線分解により発生する水素による爆発が発生す

ることはない。 

 (ｂ) 塔槽類廃ガス処理設備等 

   貯槽等に接続する塔槽類廃ガス処理設備の配管を通じて，貯槽等内の

環境が塔槽類廃ガス処理設備，塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出

するユニット及び凝縮器並びに凝縮液回収系（以下7.2では「塔槽類廃

ガス処理設備等」という。）に波及する。 

   塔槽類廃ガス処理設備等の材質はステンレス鋼又はジルコニウムであ

り，貯槽等内の環境条件によってバウンダリの健全性が損なわれるこ

とはない。 

   一方，塔槽類廃ガス処理設備の高性能粒子フィルタは蒸気による機能

低下が想定されるものの，本現象は，蒸発乾固における想定条件その

ものである。 

以上より，高レベル廃液等の沸騰により塔槽類廃ガス処理設備等が

機能喪失することはなく，放射性物質の漏えいが発生することはない。 

 (ｃ) 放射性物質の放出経路（建屋換気設備） 

導出先セル及び導出先セル以降の排気経路の温度は，塔槽類廃ガス

処理設備からセルに導出するユニット上の凝縮器による蒸気の除去及

び除熱により 50℃以下となり，平常運転時の温度と同程度であるが，
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水素掃気用の圧縮空気に溶存する湿分が導出先セルへ導出され多湿環

境となるものの，蒸気に含まれる硝酸成分のほとんどが凝縮水として

回収されることから，導出先セル及び導出先セル以降の排気経路の腐

食環境は，平常運転時と同じである。 

また，導出先セル及び導出先セル以降の排気経路の圧力は，塔槽類

廃ガス処理設備からセルに導出するユニット上の凝縮器による蒸気の

除去及び可搬型排風機の運転により大気圧と同程度となり，平常運転

時の圧力と同程度である。 

   以上より，高レベル廃液等の沸騰により放射性物質の放出経路（建屋

換気設備）が機能喪失することはなく，放射性物質の漏えいが発生す

ることはない。 

 ｃ．分析結果 

蒸発乾固の発生を仮定する５建屋，13機器グループ，53貯槽等の全

てにおいて重大事故等が同時発生することを前提として評価を実施し

た。高レベル廃液等が沸騰し，濃縮及び希釈を繰り返す過程において，

放射線分解により発生する水素の量が増加するが，安全圧縮空気系か

らの水素掃気用の圧縮空気の供給量は，十分な余裕が確保されており，

沸騰時であっても貯槽等の気相部の水素濃度がドライ換算８ｖｏｌ％

を超えることがないこと等，蒸発乾固の発生によって他の重大事故等

が連鎖して発生することがないことを確認した。 

【補足説明資料７－13】 

7.2.2.2.4 判断基準への適合性の検討 

  蒸発乾固の拡大防止対策として，蒸発乾固の発生を仮定する貯槽等への

注水手段，冷却コイル等への通水手段，貯槽等において沸騰に伴い気相中

へ移行した放射性物質をセルへの導出経路の構築及び代替セル排気系によ
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る対応により除去する手段を整備しており，これらの対策について，外的

事象の「地震」を要因として有効性評価を行った。 

  貯槽等への注水は，高レベル廃液等が沸騰に至る前までに貯槽等への注

水に係る準備作業を完了し，沸騰後，沸騰に伴い減少した高レベル廃液等

の液量を回復するため，定期的に貯槽等へ注水することで，蒸発乾固が進

行することを防止している。 

  また，実施組織要員に余裕ができた時点で，貯槽等への注水により蒸発

乾固の進行を防止している状態を維持しながら，冷却コイル等への通水の

準備に着手し，準備が完了次第実施することで，高レベル廃液等の温度を

沸点未満へ移行させることで，蒸発乾固の事態の収束を図り，安定状態を

維持できる。 

  セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応により放射性物

質を除去する手段は，蒸発乾固に伴い気相中へ移行する放射性物質に対し

て各々十分な除染係数を確保し，大気中への放射性物質の放出量を可能な

限り低減している。 

また，セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応を高レ

ベル廃液等が沸騰に至る前で実行可能な限り早期に完了させ，これらを稼

動させることで主排気筒を介した大気中への放射性物質の放出量を低減で

きる。 

事態が収束するまでの沸騰による主排気筒を介した大気中への放射性

物質の放出量（セシウム－137 換算）は，５建屋合計で約１×10－５ＴＢｑ

であり，セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応の評価に

用いるパラメータの不確かさの幅を考慮しても，100ＴＢｑを十分下回る。 

  評価条件の不確かさについて確認した結果，実施組織要員の操作時間に

与える影響及び評価結果に与える影響は無視できる又は小さいことを確認
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した。 

  また，外的事象の「地震」とは異なる特徴を有する外的事象の「火山の

影響」を要因とした場合に有効性評価へ与える影響を分析した。 

  外的事象の「火山の影響」を要因とした場合には，建屋外における蒸発

乾固の拡大防止対策の準備に要する時間に与える影響及び蒸発乾固の拡大

防止対策の維持に与える影響を分析し，降灰予報（「やや多量」以上）を

受けて建屋外作業に着手すること及び除灰作業を考慮した作業計画を整備

していることから，蒸発乾固の拡大防止対策の有効性へ与える影響が排除

されていることを確認した。 

  以上の有効性評価は，蒸発乾固の発生を仮定する５建屋，13 機器グル

ープ，53 貯槽等の全てにおいて重大事故等が同時発生することを前提と

して評価を実施し，上述のとおり重大事故等対策が有効であることを確認

した。また，想定される事故時環境において，蒸発乾固の発生を仮定する

貯槽等に接続する安全機能を有する機器が，損傷又は機能喪失することは

なく，他の重大事故等が連鎖して発生することがないことを確認した。 

  以上のことから，内部ループへの通水が機能しなかったとしても，貯槽

等への注水により放射性物質の発生を抑制し，及び蒸発乾固の進行を防止

でき，冷却コイル等への通水により事態を収束できる。また，有効性評価

で示す大気中への放射性物質の放出量は実行可能な限り低く，大気中への

異常な水準の放出を防止することができる。 

  以上より，「7.2.2.2.1(９) 判断基準」を満足する。 
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7.2.3 蒸発乾固の発生防止対策及び拡大防止対策に必要な要員及び資源 

  蒸発乾固の発生防止対策及び拡大防止対策に必要な要員及び資源を以下

に示す。 

 (１) 必要な要員の評価 

蒸発乾固の発生防止対策及び拡大防止対策において，外的事象の

「地震」を要因とした場合の蒸発乾固の発生防止対策及び拡大防止対

策に必要な要員は141人である。 

外的事象の「地震」とは異なる環境条件をもたらす可能性のある外

的事象の「火山の影響」を要因とした場合の蒸発乾固の発生防止対策

及び拡大防止対策に必要な要員は140人である。 

また，内的事象の「長時間の全交流動力電源の喪失」及び「動的機

器の多重故障」を要因とした場合は，外的事象の「地震」を要因とし

た場合に想定される環境条件より悪化することが想定されず，重大事

故等対策の内容にも違いがないことから，必要な要員は合計141人以内

である。 

以上より，蒸発乾固の発生防止対策及び拡大防止対策に必要な要員

は， 大でも141人であるが，事業所内に常駐している実施組織要員は

164人であり，必要な作業が可能である。 

 

 (２) 必要な資源の評価 

蒸発乾固の発生防止対策及び拡大防止対策に必要な水源，燃料及び

電源を以下に示す。 

 

 

 ａ．水源 
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 (ａ) 内部ループへの通水，冷却コイル等への通水及び凝縮器への通水に

よる水の温度影響評価 

   第１貯水槽の一区画及び通水経路からの放熱を考慮せず断熱を仮定し

た場合であっても，内部ループへの通水，冷却コイル等への通水及び

凝縮器への通水で使用する第１貯水槽の一区画の水温の上昇は１日あ

たり約 3.1℃であり，実際の放熱を考慮すれば冷却を維持することは可

能である。 

   水の温度影響評価の詳細を以下に示す。 

   内部ループへの通水，冷却コイル等への通水及び凝縮器への通水に使

用した排水は，第１貯水槽の一区画へ戻し再利用する。 

この場合，第１貯水槽の水量は，貯槽等への注水並びに第１貯水槽

及び可搬型排水受槽の開口部からの自然蒸発によって減少するが，第

１貯水槽及び可搬型排水受槽の開口部は小さく，自然蒸発の影響は小

さいことから，貯槽等への注水による減少分を考慮した第１貯水槽の

一区画の温度上昇を算出するとともに，冷却への影響を分析した。 

   第１貯水槽の水の温度への影響の評価の条件は，外的事象の「地震」

又は「火山の影響」の想定によらず同じである。 

   第１貯水槽の水温の上昇は以下の仮定により算出した。 

 冷却対象貯槽の総熱負荷 ：1,470ｋＷ 

 第１貯水槽の水量 ：9,970ｍ３※１ 

 第１貯水槽の初期水温 ：29℃ 

 第１貯水槽の水の密度 ：996ｋｇ／ｍ３※２ 

 第１貯水槽の水の比熱 ： 4,179Ｊ／ｋｇ／Ｋ※２ 

※１ 貯槽等に内包する溶液が沸騰することによって消費する蒸発量

約 26ｍ３を切り上げて 30ｍ３とし，第１貯水槽の一区画分の容
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積約 10,000ｍ３から減じて設定。 

※２ 伝熱工学資料第４版 300Ｋの水の物性を引用 

 

   貯槽等から回収した熱量はそのまま第１貯水槽の水に与えられること

から，第１貯水槽の１日あたりの水温上昇⊿Ｔは次のとおり算出され

る。 

 

    ⊿Ｔ[℃／日] ＝ 1,470,000[Ｊ／ｓ]×86,400[ｓ／日] 

                ／（9,970[ｍ３]×996[ｋｇ／ｍ３]×4,179[Ｊ／ｋｇ／Ｋ] 

           ＝ 約 3.1℃／日 

 

   なお，上記に示したとおり，自然蒸発による第１貯水槽の水の減少は，

第１貯水槽及び可搬型排水受槽の開口部の構造上の特徴から，有意な

量の水が蒸発することは考え難いが，自然蒸発による第１貯水槽の水

の減少が第１貯水槽の水の温度に与える影響を把握する観点から，現

実的には想定し得ない条件として，冷却対象貯槽等の総熱負荷により

第１貯水槽の水が蒸発する想定を置いた場合の第１貯水槽の水の温度

上昇を評価する。 

   本想定における第１貯水槽の水の蒸発量は約 310ｍ３となる。これを

考慮し，第１貯水槽の水量を 9,690ｍ３と設定した場合，第１貯水槽の

温度上昇は約 3.2℃／日であり，自然蒸発による第１貯水槽の水の減少

が第１貯水槽の水の温度に与える影響は小さいと判断できる。 

 (ｂ) 水の使用量の評価 

   貯槽等への注水によって消費される水量は，冷却コイル等への通水を

開始し，高レベル廃液等が未沸騰状態に移行するまでの期間を考慮す
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ると，外的事象の「地震」又は「火山の影響」の想定によらず，合計

約26ｍ３の水が必要である。また，内部ループへの通水，凝縮器への通

水及び冷却コイル等への通水の実施において，代替安全冷却水系と第

１貯水槽間を循環させるために必要な水量は，約3,000ｍ３である。 

水源として，第１貯水槽の貯水槽Ａ及び貯水槽Ｂにそれぞれ約

10,000ｍ３の水を保有しており，蒸発乾固への対処については，このう

ち一区画を使用し，他方の区画は使用済燃料貯蔵槽の燃料損傷への対

処に使用する。これにより必要な水源は確保可能である。 

   貯槽等への注水によって消費される水量についての詳細を以下に示す。 

    前処理建屋                 約0.0ｍ３ 

    分離建屋                  約1.4ｍ３ 

    精製建屋                  約2.1ｍ３ 

    ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋      約0.2ｍ３ 

    高レベル廃液ガラス固化建屋         約23ｍ３ 

    全建屋合計                 約26ｍ３ 

 ｂ．燃料 

全ての建屋の蒸発乾固の発生防止対策及び拡大防止対策を７日間継

続して実施するのに必要な軽油は, 外的事象の「地震」を想定した場

合，合計で約62ｍ３である。また，外的事象の「火山の影響」を想定し

た場合，合計で約63ｍ３である。 

軽油貯槽にて合計約800ｍ３の軽油を確保していることから，外部支

援を考慮しなくとも７日間の対処の継続が可能である。 

   必要な燃料についての詳細を以下に示す。  

 

 (ａ) 内部ループへの通水，貯槽等への注水，冷却コイル等への通水及び
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凝縮器への通水に使用する可搬型中型移送ポンプ 

   蒸発乾固の発生防止対策及び拡大防止対策に使用する可搬型中型移送

ポンプによる各建屋の水の給排水については，可搬型中型移送ポンプ

の起動から７日間の対応を考慮すると，外的事象の「地震」又は「火

山の影響」の想定によらず，運転継続に合計約40ｍ３の軽油が必要であ

る。 

 前処理建屋 約12ｍ３ 

 分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 

 約14ｍ３ 

 高レベル廃液ガラス固化建屋 約14ｍ３ 

 全建屋合計 約40ｍ３ 

 (ｂ) 可搬型排風機の運転に使用する可搬型発電機 

   蒸発乾固の拡大防止対策に使用する可搬型発電機は，可搬型発電機の

起動から７日間の対応を考慮すると，外的事象の「地震」又は「火山

の影響」の想定によらず，運転継続に合計約12ｍ３の軽油が必要である。 

 前処理建屋 約2.9ｍ３ 

 分離建屋 約3.0ｍ３ 

 精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 

  約3.0ｍ３ 

 高レベル廃液ガラス固化建屋 約3.0ｍ３ 

 全建屋合計 約12ｍ３ 

 (ｃ) 可搬型排気モニタリング用発電機 

   可搬型排気モニタリング用発電機による電源供給は，可搬型排気モニ

タリング用発電機の起動から７日間の運転を想定すると，外的事象の

「地震」又は「火山の影響」の想定によらず，運転継続に合計約0.22
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ｍ３の軽油が必要である。 

 (ｄ) 可搬型空気圧縮機 

   可搬型貯槽液位計への圧縮空気の供給に使用する可搬型空気圧縮機は，

可搬型空気圧縮機の起動から７日間の対応を考慮すると，外的事象の

「地震」又は「火山の影響」の想定によらず，運転継続に合計約5.9ｍ３

の軽油が必要である。 

 前処理建屋 約1.4ｍ３ 

 分離建屋 約1.7ｍ３ 

 精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 

  約1.4ｍ３ 

 高レベル廃液ガラス固化建屋 約1.6ｍ３ 

 全建屋合計 約5.9ｍ３ 

 (ｅ) 蒸発乾固対応時の運搬等に必要な車両 

   燃料の運搬，可搬型重大事故等対処設備の運搬及び敷設並びにアクセ

スルートの整備等に使用する軽油用タンクローリ，可搬型中型移送ポ

ンプ運搬車，ホース展張車及び運搬車並びにホイールローダは，外的

事象の「地震」を想定した場合，車両の使用開始から７日間の対応を

考慮すると，運転継続に合計約4.7ｍ３の軽油が必要となる。また，外

的事象の「火山の影響」を想定した場合，車両の使用開始から７日間

の対応を考慮すると，運転継続に合計約4.8ｍ３の軽油が必要である。 

【補足説明資料７－６】 

 ｃ．電源 

前処理建屋可搬型発電機の電源負荷は，前処理建屋における蒸発乾

固の拡大防止対策に必要な負荷として，可搬型排風機の約5.2ｋＶＡで

あり，必要な給電容量は，可搬型排風機の起動時を考慮しても約39ｋ
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ＶＡである。 

   前処理建屋可搬型発電機の供給容量は，約80ｋＶＡであり，必要負荷

に対しての電源供給が可能である。 

   分離建屋可搬型発電機の電源負荷は，分離建屋における蒸発乾固の拡

大防止対策に必要な負荷として，可搬型排風機の約5.2ｋＶＡであり，

必要な給電容量は，可搬型排風機の起動時を考慮しても約39ｋＶＡで

ある。 

   分離建屋可搬型発電機の供給容量は，約80ｋＶＡであり，必要負荷に

対しての電源供給が可能である。 

   ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機の電源負荷は，精製

建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋における蒸発乾固の拡大

防止対策に必要な負荷として，精製建屋及びウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋の可搬型排風機の約11ｋＶＡである。精製建屋の可搬型排

風機の起動は，冷却機能の喪失から６時間40分後，ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋の可搬型排風機の起動は，冷却機能の喪失から15時

間後であり，可搬型排風機の起動タイミングの違いを考慮すると，約

45ｋＶＡの給電が必要である。 

   ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機の供給容量は，約80

ｋＶＡであり，必要負荷に対しての電源供給が可能である。 

   高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機の電源負荷は，高レベル廃

液ガラス固化建屋における蒸発乾固の拡大防止対策に必要な負荷とし

て，可搬型排風機の約5.2ｋＶＡであり，必要な給電容量は，可搬型排

風機の起動時を考慮しても約39ｋＶＡである。 

   高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機の供給容量は，約80ｋＶＡ

であり，必要負荷に対しての電源供給が可能である。 
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   可搬型排気モニタリング用発電機の電源負荷は，主排気筒を介した大

気中への放射性物質の放出状況の監視に必要な負荷として，約1.8ｋＶ

Ａであり，対象負荷の起動時を考慮しても約1.8ｋＶＡである。 

   代替モニタリング設備の可搬型排気モニタリング用発電機の供給容量

は，約３ｋＶＡであり，必要負荷に対しての電源供給が可能である。 

【補足説明資料７－６】 
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